
       平成１７年第２回（３月）定例会一般質問議事録目次 

 

質問順位 質問者 質 問 事 項 

1番 議席 ７番 

宮原 功 

１．ウォーターパークの再開について 

２．滞納整理の状況について 

２番 議席１３番 

桜井はるみ 

１．子育て支援センターつどいの広場に関して  
２．福祉タクシーについて 

３番 議席 ９番 

根橋 俊夫 

１．辰野病院の移転新築について 

２．辰野病院の県厚生連への移管について 

３．第一診療所、川島診療所の存続について 

４．下水道汚泥の処理対策について 

５．ごみの減量化について 

４番 議席 ３番 

篠平 良平 

１．実効性ある町税等の滞納整理について  
２．「特色ある辰野病院」の建設に向けて 

５番 議席１１番 

山岸 忠幸 

１．人件費削減について 

２．辰野病院について 

６番 議席 ６番 

小林 光夫 

１．子育て支援センター仮称「つどいの広場」の必

要性と経緯 

２．町営バス等公共交通について 

７番 議席１６番 

遠藤 裕子 

１．男女共同参画について 

 

８番

 

議席 １番 

矢ヶ崎紀男 

１．辰野町の防災対策の現状について 

２．子どもの安全対策の現状について 

９番

 

議席１５番 

成瀬恵津子 

１．ニートと呼ばれる若者の増加をなくす対策とし

て、中学生の職場体験学習を5日にすべきと考えま
す。  

２．防犯対策 

 １０番 議席 ２番 

北條 常信 

１．国の激変する教育行政への対応について  
２．辰野町の人口問題について 

３．農業振興事業等について 

 

 

 

 

 - 1 - 



 - 2 - 

第２回辰野町議会定例会第４日目一般質問記録 

 

１．開 会 場 所       辰野町議事堂 

２．開 会 年 月 日       平成１７年３月１０日午前１０時 

３．議 員 総 数       １８名  
４．出 席 議 員 数       １７名  

  １番  矢ヶ崎 紀 男     ２番  北 條 常 信  
    ３番  篠 平 良 平     ４番  福 島 英 雄  

５番  向 山 正 一     ６番  小 林 光 夫  
７番  宮 原  功      ８番  下 田 則 巳  

    ９番  根 橋 俊 夫    １０番  福 島 主 計  
１１番  山 岸 忠 幸    １２番    欠  
１３番  桜 井 はるみ    １４番  宮 澤 清 隆  

   １５番  成 瀬 恵津子    １６番  遠 藤 裕 子  
   １７番  飯 澤 將 武    １８番  赤 羽 敬 一  

 
 

５．地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名  
   町 長 矢ヶ崎 克 彦   助 役 赤 羽 八洲男 

   収 入 役 花 岡  猛    教 育 長 小 林 辰 興  
   総 務 課 長 加 島 範 久   まちづくり政策課長 平 泉 栄 一  
   税 務 課 長 小 沢 睦 美   町 民 課 長 竹 淵 光 雄  
   農 林 課 長 竹 入 俊 男   商 工 建 設 課 長 野 澤 修 一 

   水  道  課  長 桑 沢 高 秋   保 健 福 祉 課 長 小 島 敏 雄 

   会 計 課 長 福 島 政 章   教 育 次 長 有 賀 米 吉  

 消 防 署 長        高 木  哲    病 院 事 務 長 白 鳥 義 政    

   開発公社常務理事 根 橋 正 美   代 表 監 査 委 員 小 野 眞 一  
  
 
６．地方自治法第123条第1項の規定による書記  
              議 会 事 務 局 長   林  和 男  
              議会事務局庶務係長    熊 谷 俊 美  
 

 

７．地方自治法第123条第2項の規定による署名議員  
              議席 10番 福島 主計  
              議席 11番 山岸 忠幸 

 

 



 - 3 - 

 

第２回辰野町議会定例会第５日目一般質問記録 

 

１．開 会 場 所       辰野町議事堂 

２．開 会 年 月 日       平成１７年３月１１日午前１０時 

３．議 員 総 数       １８名  
４．出 席 議 員 数       １７名  

  １番  矢ヶ崎 紀 男     ２番  北 條 常 信  
    ３番  篠 平 良 平     ４番  福 島 英 雄  

５番  向 山 正 一     ６番  小 林 光 夫  
７番  宮 原  功      ８番  下 田 則 巳  

    ９番  根 橋 俊 夫    １０番  福 島 主 計  
１１番  山 岸 忠 幸    １２番   欠  席  

   １３番  桜 井 はるみ    １４番  宮 澤 清 隆  
   １５番  成 瀬 恵津子    １６番  遠 藤 裕 子  
   １７番  飯 澤 將 武    １８番  赤 羽 敬 一  
 
５．地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名  
   町 長 矢ヶ崎 克 彦   助 役 赤 羽 八洲男 

   収 入 役 花 岡  猛    教 育 長 小 林 辰 興  
   総 務 課 長 加 島 範 久   まちづくり政策課長 平 泉 栄 一  
   税 務 課 長 小 沢 睦 美   町 民 課 長 竹 淵 光 雄  
   農 林 課 長 竹 入 俊 男   商 工 建 設 課 長 野 澤 修 一 

   水  道  課  長 桑 沢 高 秋   保 健 福 祉 課 長 小 島 敏 雄   
 会 計 課 長  福   島   政   章       教    育   次    長 有 賀 米 吉  
 消    防    署   長 高   木     哲    病   院  事  務   長 白   鳥   義   政  

   開発公社常務理事 根 橋 正 美   代表  監  査  委  員   小 野 眞 一  
 
６．地方自治法第123条1項の規定による書記  
               議  会  事  務  局  長    林  和 男  
                   議会事務局庶務係長   熊 谷 俊 美  
 
７．地方自治法第123条2項の規定による署名議員  
             議席  10番 福島 主計  
             議席  11番 山岸 忠幸  
 
 
 
 



 - 4 - 

【一般質問 １日目】 

８．会議の顛末 

○ 局 長  
   ご起立願います。礼。（一同礼。）  
○ 議 長  

皆さんおはようございます。早朝から大変ご苦労様でございます。定足数に達し

ておりますので、第2回定例会4日目の会議は成立いたしました。  
ここで欠席届の報告を申し上げます。前田親人議員が所用のため本日欠席する旨

の届が出ておりますので、ご報告いたします。  
ただちに本日の会議を開きます。本日の議事日程は一般質問でございます。8日

正午までに通告のありました一般質問通告者10人全員に対して質問を許可いたしま
した。質問・答弁を含めて１人30分程度として進行してまいりたいと思いますので、
ご協力のほどお願い申し上げます。  
質問順位は抽選により決定いたしました。ただ今から質問順位を申し上げます。

質問順位1番 議席７番 宮原功議員、質問順位2番 議席13番 桜井はるみ議員、
質問順位3番 議席9番 根橋俊夫議員、質問順位4番 議席3番 篠平良平議員、質
問順位5番 議席11番 山岸忠幸議員、質問順位6番 議席6番 小林光夫議員、質
問順位7番 議席16番 遠藤裕子議員、質問順位8番 議席1番 矢ヶ崎紀男議員、
質問順位9番 議席15番 成瀬恵津子議員、質問順位10番 議席2番 北條常信議
員 以上の順に質問を許可してまいります。  
質問順位1番、議席7番 宮原功議員。  

 
【質問順位1番、議席7番 宮原功議員】 

 
○ ７番 宮原  

皆さんおはようございます。傍聴の皆さん早くから苦労様でございます。  
   それでは一般質問の先陣を切らせていただきます。この3月定例議会は、予算議

会であります。長引く不況による影響や社会保障制度の負担増・給付削減、大幅な

増税など、経済や暮らしはどうなるのだろうと町民は不安におびえています。この

ような情勢の中、よりよいまちづくりに向けて、町民参加の「協働のまちづくり会

議」がスタートし多くの提言がなされ、17年度予算にも反映され始めています。
しかしながら、多くの貴重な提言も行財政改革大綱の中では、見直し・削減は積極

的に取り入れられているものの、新たな提案や町民の希望は推進するという項目の

羅列になっており、具体性に欠けています。何をまちづくりの重点にするのか方針

もはっきりせず、夢も活力もない改革大綱だと多くの町民からの声が挙がっていま

す。また、町民参加の町づくり会議もこのままで終わってしまい、後は行政サイド

で町政が進められてしまうことにならないかと心配されています。引き続き新たな

「町民参加のまちづくり会議」を立ち上げることも求められています。私はまだ2
度目の予算議会でありますが、矢ケ崎町長にとっては2期目任期最終の予算編成で
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あります。財政運営の厳しい中でも、リーダーシップを発揮して、暮らし易い希望

の持てる町となるよう17年度予算をしなければ、17年度予算としなければ、これ
が最後の予算編成となってしまうのではないのでしょうか。  
さて、まずウォーターパークについて伺います。17年度予算ではウォーターパ

ークは休業としています。ウォーターパークの営業再開を求める会では4,000名を
超える署名と補修工事の見積もりや提言、協働のまちづくり町民会議・職員会議で

は営業試算を伴なった提言、各地区説明会での意見などで、大勢の町民がウォータ

ーパークの再開を要望しています。これに町は「皆さんの提言をしながら、皆さん

の提言を尊重しながら予算編成の中で検討したい」と答えていますが、どのような

検討をされたのかお聞きします。行財政改革大綱では、皮肉にも「公共施設の利活

用」という項目の中で、修繕費と維持管理費の増大による不採算性を理由として休

業と決めています。利活用とは､休業のことなのでしょうか。  
   行財政改革推進委員会では、この提言を受けてどのような検討をされたのか。そ

の結果どのような理由で休業を決めたのか。具体的な検討内容と理由を示してくだ

さい。また、提言では「住民との話し合いの場をつくる」、「今後のあり方研究会

の設置」としていますが、話し合いの場などはいまだに設けられておらず、協働の

まちづくりといいながら、一方的に休業を決めたのはどのような理由かお答えをお

願いしたいと思います。多くの町民がウォーターパークの営業再開を望んでいるの

に休業とする町長の考えは、病院移転が理由なのか。単に一時的な財政的理由なの

か、もうプールはやる気がないのかはっきりとお答えください。  
その一方財政難の中で、子育て支援は大いに進めるべきではありますが、今日の

新聞にもあったように次世代育成支援対策事業「つどいの広場」新事業で、国の補

助金があるとはいえ、民間施設に工事金1,500万円余、毎年の使用料500万円弱も
の予算を計上しています。「つどいの広場」の設置場所を工夫すれば、こんな無駄

なお金はかかりません。プールも「つどいの広場」も子育てのためのものです。予

算修正案も検討すべき問題と考えております。何故このような事業計画をしたのか

説明をお願いいたします。  
次に滞納問題についてお尋ねいたします。町の資料によれば滞納状況は、平成

11年度から15年度の5年間に、滞納者数、滞納金額がそれぞれほぼ2倍となり、15
年単年度で滞納者は700人余、滞納金額で5,200万円余となっています。何故こん
な状況になったのでしょうか。  

   税金等を払う側の理由は、始めに述べたように市場経済優先による長引く不況や

リストラ、医療・年金などの負担増と給付削減、たび重なる増税で営業や家計が圧

迫され苦しくなる。払うに払えない人が増えたためと考えられます。つまりは国の

政治がよくないということになるわけですが、滞納状況の悪化を町はどのように分

析して、どこに原因があると考えているかお答えください。徴収する側の町に原因

はないのでしょうか。  
 町は納税義務に関して町民に十分啓蒙をしているのでしょうか。町の行う施策が

町民にふさわしいものならば、納得して納税すると思われますが、不公平や不合理
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なものならば「税金に納得がいかん」と滞納の原因になるのではないでしょうか。

例えば建築工事をするときは、建築基準法で建築確認申請と工事届をしなければな

りません。しかし、小野や川島は、建築確認申請をしなくても工事が行えます。こ

のため、車庫や小屋などを造っても、工事届けをせず、町が気付かなければ固定資

産税を免れることができます。真面目に納税している人や他の地域で課税されてい

る人は納得がいきません。町の監視体制の怠慢だということになり、滞納の原因に

なります。このようなことはあったのでしょうか。滞納が毎年増えていることに、

町はどのように対処してきたか、どのような努力をしてきたかお聞きします。  
   また、町が滞納処分を厳正に行わなかったために、町民同士の悲しい対立になっ

ていることがあります。払えるのに払わない人を放置しておいては、不公平感が増

し、滞納に結び付きます。現行の地方税法などでも滞納処分ができるのに、何故十

分に行わなかったのか、またはできなかったのかお答えください。  
   また、どうしても払えない人には、どのように対処しているのでしょうか。町と

しては、「何度も通知や訪問をした」「相談窓口を設けている」など対策をしてい

るとは思いますが、生活が本当に大変でお金が工面できない人や、制度をよく理解

していない人に減免や免税の制度も活用して、温かく相談にのっているのでしょう

か。行政として尽くすべき努力をすることが納税の問題に重要であり、真剣に取り

組まなければならないと思いますが、町長はどのようにお考えでしょうか。  
   民事訴訟法に支払督促手続きというのがあります。簡単な申し立てで裁判所に支

払督促や仮執行をしてもらうことができます。最近では一般の人でも不払い請求に

利用するケースが多く、成果も上がっているようです。このように専門的な知識や

技術的ノウハウがあれば、滞納処理が適正に迅速に行うことができると思います。

町は職員を研修して、滞納整理の専門的機関などを設立し、徴税、税徴収をはかる

考えはないかお伺いして質問を終わります。  
○ 町 長 

   おはようございます。今日から一般質問１0名であります。傍聴の皆さん方も早

朝から町政に関心を持っていただき、ご参加いただき心から感謝申し上げる次第で

あります。 

   それでは早速質問順位第1番の宮原功議員の質問からお答えを申し上げたいと思

います。先ず昨年来大変議論をかもし出しておりますウォーターパークの運営にま

つわる様々な問題のご質問であります。先ずウォーターパークに関しましては、ど

ういった経緯であったかの詳しいことはまた担当課長からお答え申し上げますが、

今ご指摘のように町が勝手に決めてしまったとか、住民の大勢の4,000名以上にわ

たりますそれぞれのあの署名運動活動もありましたし、十二分に我々も知ってるわ

けでありまして、それを単独に住民の皆さん方に相談もなく決めてしまったという

ご指摘でありますが、そんなふうにはしておりませんし、とっておりません。大き

く考えてまいりますと、一昨年度休業に追い込まれたということに対する問題は、

町の税収はそんなに下がってませんが、国から日本国中の地方に対して地方交付税

及び国庫支出金の削減がどんどんと下がってるということです。平成13年度、例え
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ば辰野町の最高ピークの当初予算が88億円でありましたが、現行、昨年は71億

5,000万円ですから、もう既に17億この3～4年で下げられているという状態です。

この中で同じようなこと、同じような支出をやってけということはもう至難の技で

ありますから、皆さんとご相談しながらどこが優先か、そしてまたどこへ住民の皆

さん方は尊い税金を使っていくことを望んでいるかということをお話申し上げなが

ら、また町政自体、私自身の公約もございますので、それを優先さしたり、話し合

いする中でやむを得ず昨年は休業さしていただきました。この大きな原因はもう前

から論じられているとおり、ウォーターパークにおきますウォータースライダーの

改修費、あのままでは怪我をしますので。それからまた渓流下りの改修費、両方合

わせると約3,000万円ぐらいということが大きな課題になったわけでありまして、

とてもそれだけ出して、あるいはまたそれ出してそこの分をやってもいいでしょう

が、ほかの事業は止まってしまう。ほかの福祉が止ってしまう。学校教育その他が

止ってしまう。いろんなことが当然3,000万円ってものはあるわけでありますから、

全体をアレンジする中で万やむなきに至ったということであります。 

   今回またもう少し国からいただけるものが好転するかなと思いましたら、逆にま

た平成16年よりも17年はまあいろいろと地方6団体の武道館会議11月行いまして、

地方は国に対してもうとんでもない話だと、平成の一揆を起こすということで、全

国の知事会、まつわる県議会、全国の町村長会、まつわる市町村議会ほか1万人集

会でやったところ、これはまあ喜ばしいって言ってるんですが、こんな喜ばしさは

実際ないんですが。地方交付税が増えるんじゃなくて、減るのが減ったとうことで

す。減らされるのが減りまして、見事辰野町は換算してまいりますと16年から17年

約また1億円下げられているんです。昨年は4億5,000万下がりました。それほど下

げたかったんでしょうが、我々の抵抗その他がありまして、国は下げるのを1億円

だけに抑えたと。こんなことに喜んでいいのかどうか、いずれにしても減っており

ます。さあそうなりますと、今年はウォーターパークの運営は同じように修理費が

かかりますし、更に今年の課題は今度は運営するといろんなあのボランティアの皆

さん方のお力を借りるとかいろんなこともありましたけども、いずれにしましても

運営費自体が大きな赤字になる。これが加算されて3,000万以上の問題になってし

まうということで、先ず町としましてはこれはできないだろうと。どうしてもやれ

っていうならどこの事業止めたらいいんだろうかとこういうことであります。 

しかし、第四次行財政改革大綱を秋に向って作り上げていくと、同時に協働の町

づくりを進めるということの中で、町民の皆さん方の会議をくまなく行ったはずで

あります。そんなかで賛否両論この問題に対しても出てまいりました。また職員の

まちづくり町民会議もありますし、またまちづくりの職員会議もありました。そし

てまた第四次行財政改革の推進委員会もありました。沢山の会合を何度も何度も行

ってたはずです。同時にまた最終的には各区長さん方にお願いをして、各区単位で

説明会を相当の日数を、そしてまた箇所を増やして、そしてできるだけ集まってい

ただきますように区の皆さんにお願いをして、説明をしてまいりました。その中で

もこの問題を取り上げられたとこもあるし、あるいはいろんな意見もありました。
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一応並べて賛否両論というふうに我々は捉えております。同時にまた第四次行財政

改革の最終的な推進委員会の中では、これは休業というふうな結論で答申をいただ

いております。したがいまして、決して住民の皆さん方の問題でなくて、本当はや

るべきだと思いますし、私どもも本当はやっていきたいです、ある施設ですから。

またあのそういったことを一生懸命考えているわけでありますが、いずれにしまし

ても、これ財政的に立ち行かない。やることはできるでしょうけど、やればほかが

止まってしまう。どっちが優先かという選別の17年度予算というふうに私どもは位

置付けております。住民と一体になって、そしてともに作った、しかも事業を選択

型にさしていただいて、直ぐやるもの、ちょっと待つもの、もっとずっと待っても

らうもの、このように分別をして、まあ毎年毎年これローリングで見直してはまい

りますが、そういう中での作られた予算であり、同時に健全財政を堅持型というこ

とで、健全財政が立ち行かなければ何言っても絵に描いた餅になりますし、町の問

題点にもなってまいりますので、そこを優先したとこんなふうに考えてます。そう

言う中でありますから、また課長からもお答え申し上げますが、そのようなことで

ご理解を是非お願いできないかどうかということであります。 

私としては確かに今その前にご指摘がございますから、財政難、財政難の中でつ

どいの広場を多額な予算を費やされているがというふうな項目でのご質問でありま

す。これを先にお答え申し上げたいと思いますが、あの先ず先ほど言いましたよう

に辰野町の非常に今、財政が厳しいその中でその少ない予算をウォーターパークを

止めて子育て支援センターに持ってったっていうんのでは全くありませんので、そ

の辺をご理解いただきたいと思います。普通にこちらを止めてこっちをやれば、そ

のように解釈されるのは無理はないかと思いますが、今回の場合、今言いましたよ

うに子育て支援センターに対しましては、まあ実は大きな私ども当初から少子化時

代に対する政策として、何とか財源確保できればしていかなきゃならんなというふ

うに勿論思っとりました。同時にまたこの議会でも議員さんの方からも一般質問を

受けて、辰野でもどんどんやるべきだ。既に岡谷の方へ20何人も行ってるんではな

いかというふうなご指摘も受けておりますし、そのときはサティなどあの建物もあ

るのでどうだろうかと、こんな具体的な案まで出されてる状態であります。まあし

かし、そのときは財源確保できなんで、やりたくてもできないということが沢山あ

ったわけでありますが、まあお陰様で、次のような説明をさしていきたいと思いま

す。 

先ずはこのまつわるこのサティが今ときめきの街になったわけでありますが、そ

のまつわるこのときめきの街の誘致に対しまして、新しい財源確保ができてるとい

うふうにお考えをいただきたいと思います。同時にまた国からのこの子育て支援セ

ンターつどいの広場に対しましては、国庫補助があの数字は後で申し上げますけど

も、300何万ということ、370万近い国庫補助がここに入ってくる。まあウォーター

パークがもしやれば、補助でもあればまた考えもいいんでしょうけども、まあとり

あえず今度の事業に対しては運営費に対しての補助がある。まあしかし、あの最初

はやはりお借りしてスペースを造らなきゃなりません。ただあのそこで集まってや
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ってればいいというものでなくて、いろんなこの規定もありまして、子どもさんた

ちをただそこで遊ばせるとか、お母さんが来るとかいうだけではなくてですねえ、

いろんな規定がありますからそれをクリアできるようなふうに考えていかなくては

なりません。そうしますと一応の広いところを仕切ったり、何とかのスペースにし

たりというなことでなってくるわけでありますが、それに対します当然イニシャル

コスト、最初に1年だけかかる設備コストがあるわけであります。これも含めても

いまご指摘のとおり2,600万近くですか。っていうふうに提案をしてあると思いま

すが2,700万近くですか。これとてまた新たな税源の中からそれが対応できている

とこんなふうにもお考えをいただきたい。こんなふうに思います。詳しくは申しま

せんけども、そういうことで、少ない予算をこっちを止めて、こっちをやったでは

ない。こちらを少し我慢してお待ち願いますが、こっちもやりたかったんだが新た

な税収の中でこれが行われているとこんなふうなことをお考えいただきたいと思い

ます。なお、人件費経費の件に対しましてもまたときめきの街のあの館全体からみ

て、当然お借りする部分のあの使用料というものも払っていかなきゃなりませんけ

ども、いま新たにどっか新しいところへ土地を買って、あるいは町有地があったと

して、そこへ建ててやっていくっていうに対しましては補助金が今いくら探してみ

ても、我々さんざ努力してみたんですがありません。一番いいのは国庫補助100％

事業でもあれば最高でありますが、まあ100にいかなんでも80とか85ぐらいあれば

なんとか我々も考えたんですが、とてもそんな現在国の方も厳しいもんですから、

そういった事業がないと。ないところは今のようなまつわる新しい税源確保の中で、

実際に泳いでいけるってことになれば、そこのところを指定してやらしていただく

ということであります。借賃に対しましては約㎡3,000円というふうなことでお話

をいたしておりますので、年間に対しましては480万とかそんなお金になるかと思

いますが、まだこれは決定でありません。交渉段階で予算書を作らなきゃなりませ

んでしたので、マックスで、最大マックスで載したるだけでありますので、公共の

ことでありますのでもっとずうっと下げていただきたいとこんなふうにも思っとり

ます。 

したがいまして、そのようなこともありますし、また人件費もかかりますが既に

16年度から移動的な場所を固定しなんで、北大出のふれあいセンターとかですね、

北大出のふれあいセンターとかいろんなところこう移動しながら子育て支援をやっ

ておりますので、現在その係をやっていただく皆さん方に人件費既に払ってますか

らその分は行って来いになる。まあ行って来いって言いますか新たに経費を来年度

も新たに盛るんじゃなくて、その分は今年も既になしてるんだ。まあしかし、常設

で毎日やるというような形になりますので、少し人件費も上がりますし、先ほど言

ったようにいろんな問題も出てまいります。あ、あの使用料が㎡でなくて坪3,000

円っていうことです。㎡3,000円じゃあちょっとあれですので、1坪3,000円ぐらい

の借賃ということでマックスですねこれは。ということでいま予算書に載してあり

ますが、どんどん下げていくように更にまた交渉していきたいと思います。同時に

また建物も立派でありますので、隣のものほかのものともはっきりこれ分離できる
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ような形、また専用エレベーターも造っていただく。造ってってあるもの使わして

いただく。また子ども専用のトイレもある。あるいはまた共益費という形の中では、

当然これ町が使う部分の電気料その他っていうものは当然また町が支払いしていき

ますが、廊下あるいはまたエレベーター、あるいはまた通路そういったものに対し

ます暖房だとか、電気料とかそういったものに対しましては、当然共益費もいろい

ろありますからそういったまあ経費としてみてやってまいりますが、まあ私も民間

人でありますので、新しいことやって余計お金が出ることはとてもいやであります

から、新たな税収の中の一部を使ってやっていくんだとこういうにお考えをいただ

ければ、これはご理解いただけるものと。同時にまた時代に即応した緊急課題であ

り、早くこれはしなけりゃならんことだなあ、同時にほかの市町村の中で町村単位

でも本当にこんなことできるのかなあと。辰野町見てれば分りますので。たまたま

辰野町は運よくこういうことが進められてありがたいなあとこんなふうに思うわけ

でありますので、是非一つウォーターパークと並べて比較するんでなくて、緊急課

題であるとこんなふうに是非あのご理解をいただいて、また皆さん方のご了承をい

ただければとこんなふうにも願ってやまないとこであります。 

次ぎの問題に入ってまいりますが、えーと滞納整理につきましてこれも担当課長

の方からお答え申し上げますけども、町は何をしてきたということでありますが、

一生懸命やってまいりました。同時にまた議会からもご指摘をいただきまして、徴

収係をこれもう既に3年置いております。議員ご指摘のとおり確かに経済環境、社

会環境、どんどんと税金を払って日本中が景気にわいているということでないこと

は確かに私どももそう思っております。したがいまして、このことに対しましては

大変にあのどこの市町村も町だけじゃございません。何億という単位は今までの累

積です。何10年ずうっと。まあ現年度、1年でどのくらいかっていう部分もみてい

ただきたいと思いますが、税金だけでなくて、国保税の滞納も出てまいりますし、

水道料、下水道料、また病院かかっても病院の費用は払っていない。それぞれ沢山

いろんなものがあります。しかし、町も係官をとばしたりあるいはまた職員も行っ

たりして、よくその事情は把握、できる限りしているはずであります。そういう中

で払えない、本当にあの生活が立ち行かない。それはまた国の方でもって、やはり

いろいろこうバックアップする体制もあるわけでありますので、税金免除とかいろ

んなものいっぱいありますから、それ適用する方はしています。一番問題は、払え

るのに払わない。という方に対してどうすべきかということがあの課題になってる

わけであります。そういうことの中で、町も先ほど言いましたように一生懸命やっ

ている中でありますし、同時にまたあの合法的な法律に認められた国法の中でやれ

る手立ても真剣に進めていかなきゃならないと思っておりますし、今までも進めて

きてる部分もあります。ただまあ同じ町うちの中でありますから、現在は広域の中

で全体的にこの係を置いて執行していこうというふうな動きもありましたが、まあ

本当になにせこれ合併問題なんだかんだでこの2～3年ですか、2年ぐらいが全部そ

ういったことがペンディングって言いますか、後回しになっちゃいました。またこ

こで今辰野町も地方事務所へ係がとんで一緒に研修したり、また県と一緒になって
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滞納整理を行うだろうというなこと。また指導も受けてやっていく。同時にまた更

にそれは広域の方の展開で進めていくように努力はしてまいりますけれども、一応

現在はそんな状態であります。 

まあしかし、あの国民の義務として是非一つ、あの実際には多くほとんど90何％

の皆さんが払っていただいているわけでありまして、これもにこにこ顔で払ってい

ただく方もあるし、苦しい中これはもう税金納める義務があるということで、苦し

くても払ってる方もあるわけでありますから、苦しくなくて払わない方に対してい

ったいどうしていくかということで、いま議論がかもしだされておるわけでござい

ますので、できるだけご理解いただいて、そして前向きな姿勢でお願いを申し上げ

て、同時に一気に全部払えってことじゃなくても、あの段々にこの分割払いでも滞

納している分は払うように、いろんな提案をいたしておりますのでご理解をいただ

いて、また皆さん方にもまたいい案を更にまたいただければとこんなふうにも思っ

ているとこであります。あと担当課長からお答え申し上げます。 

○ 教育次長 

   えーと営業求める会からのいろいろの提案についてどのように検討されたかとい

うことでありますので、私の方からお答えしたいと思います。あの営業求める会か

らにつきまして、あの皆さんからには修理の方法や見積りの方法にかなり差がある

んじゃないかということで、いろいろの部分を会独自で徴した見積り等を出してい

ただいて、いろいろ提案いただきました。先ほど町長も申し上げましたように、16

年度の休業については修繕費が非常にかかるということでありましたけれども、17

年度の休業についいては更に修繕を例えば止めて1～2年営業するということで考え

た場合に、経費としてどんなふうにかかるかということまで含めて検討しました。

応急的な処置の修理をして1年、2年運営するためについても、例えば渓流下りだけ

はやめるとか、で渓流下りとスライダーを止めたらどうかとか、流水プールも含め

て止めたらどうかというような試算を開発公社の方と相談しながらやった結果、や

はりスライダーとか流水プールを休止した場合については、ある程度入場人口も減

るだろうという予測の下に、、いろんな試算の方法の中で、通常やった場合につい

ても850万から1,200万くらいの赤字がでるんじゃないかという試算になりまし、更

に人件費については職員やボランティアを使ったらどうかという提案もありますの

で、予定の試算の中の人件費を全くゼロに考えた場合についても400万から600万く

らいの赤字が出るではないかという予想が立てられました。 

したがって、このプールにつきましては教育費の中で経営をさしていただいてお

りますので、教育費全体また町全体の予算の中でもかなり無理があるかということ

で、行政改革大綱に則り、休業を決めさしていただきました。教育費全体の中でも

やはり学校施設の修繕費、ほれから体育、社会体育施設の修繕費についてもそれぞ

れ個々に先延ばしになっておりますので、一部でも手をつけていかないともう非常

に大変なことになるというとこもありますので、そういったところについては若干

復活さしていただきながら検討した結果でありますので、よろしくお願いしたいと

思います。以上です。 
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○ 保健福祉課長 

   それでは私の方からつどいの広場に多額の予算をつけているのはどうしてかとい

うようなことで、若干あの補足をさしていただきます。この件につきましては数年

前から開設を望む声がございまして、それではということで平成15年の12月のとき

でございますけれども、保護者の皆さん方に民意調査を実施しました。その中で実

際にそうした施設ができた場合に利用を希望する方はどのくらいおりますかという

ようなことで、これにつきましては63.4％のができれば是非利用したいというよう

な、こういう結果が出ております。それらを踏まえまして、また今回の行財政改革

大綱の中でも17年度実施というようなことで方向が出ておりますので、今回お願い

をしたものでございます。以上です。 

○ 税務課長 

   えーとそれでは滞納整理の関係につきまして、私の方から説明さしてもらいます。

最初に滞納が増えている原因は何かということなんですが、多分あの資料の方あの

2月に行われました総務文教常任委員会に提出しました資料の方で質問いただいて

いると思いますけれど、確かに14年度から15年度にかけましてはあの多くなってお

ります。その原因としてはあの国保税と固定資産税が大分増えているわけなんです

けれど、国保税の場合にですとあの当時リストラ、不景気という中でリストラが大

分行われたということで、社会保険の方から国保税の方に移管が、加入が増えてお

ります。その関係であの国保税の場合はあの前年所得を課税としておりますので、

リストラされてあのお金がない中であの前年所得の対象の課税で多くなってるもん

で、あの課税額が多くなってるもんですから、それが滞納の方に結びついているん

ではないかというふうに思っております。また固定資産税につきましてもあの会社

の倒産等によりまして、滞納額が増加していくっていうような傾向で増加の傾向に

あります。から全体的な滞納につきましては住民登録の異動をしないままほかのと

ころに居住してしまったり、また外国人なんかの場合にもあの住所の不明者が大分

増加しているという傾向にあります。またあの先ほどの町長の話もありましたけれ

ど、家計の中であの他の支出に優先して税金を納めるっていう、昔でしたらあの税

金を納めてからいろんなもんを買うっていう傾向であったと思うんですが、それが

大分薄れてきておりまして、納税意欲が欠如しているんではないかという傾向もみ

られているっていうようにあの思っとります。また確かにあの収入の減少によりま

して、支払えないっていうような要因も考えられると思います。 

   それから滞納の増加にどのように対処してきたかということなんですが、税務課

におきましてはあの平成15年度徴収係を新たに設置しました。また平成16年度にお

きましては徴収対策室を設置しまして、室長以下5名体制で徴収にあたっておりま

す。役場全体につきましてはあの平成12年の11月に助役を本部長とします事務局は

税務課に置かれてるわけなんですが、保健福祉課またあの水道課、商工建設課、病

院の各課長また事務長以下担当者で構成しております辰野町町税公共料金等滞納対

策推進本部を設置しまして、年に数回の会議を開催しております。その中であの各

課が握っとります滞納者の情報交換、またあの催告書につきましては共同の発送等
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を行っておりますし、昨年度先進地を視察ということの中で滞納整理の方に努めて

おります。またあの役場の全職員の皆さんに対しましては、昨年度あの弁護士を講

師と、に迎えまして、徴収事務また滞納整理につきまして職員全体の役場職員全体

に対するあの研修会も開催さしていただいております。またあの滞納者に直接あの

出向いての滞納整理につきましては、平成15年度主任以上の職員を対象で町税また

水道料ほかのあの滞納整理を二人一組になりまして、全町一斉の滞納整理も行って

おります。また日常的にあの各課とも同じなんですが随時の訪問徴収、またあの隣

戸訪問、電話催告、納税相談等を行っているっていうことで、あの滞納増加に対処

させていただいております。また特に町県民税の徴収にあたりましては、県の職員

との共同の滞納整理ということで、日常からあの地方事務所との連携を密にしてお

りますし、昨年度からはあの県の職員と共同で滞納整理にあたらしていただいてお

ります。 

また町民の皆さんに啓蒙が足りないではないかというようなことですけれど、税

の広場も発行しまして、税の使い道等もあの皆さんに伝えておりますし、またあの

小中学生の皆さんに対しましては税務署の方から講師をもらいまして、租税教室の

開催等も行っております。またその中で標語の募集等も行いまして、子どもさんた

ちの税に対する関心を持っていただいているっていう中で、いろいろあの税に対す

る広報等も行っております。 

それから先ほどあの小野・川島地区で固定資産税の方なんですけれど、税が免れ

ているんではないか、その辺に対してあの不公平ではないかというご指摘なんです

けれど、税務課としましてはあの全部網羅している中で課税しているというに思っ

ております。ただあの課税に対しましてはあの見回り、またあの通常の見回りとか、

また役場の職員、近所の人たちのあの情報等を中心にして課税をしているわけなん

ですが、それと法務局からの登記もいただいておりますので、それなどを参考にし

て課税さしていただいてます。ただ先ほどのようにご指摘、漏れている人がいるっ

ていうご指摘をいただいておりますので、再度調査さしていただきまして、不公平

のないような課税に取り組んでいきたいというに考えております。 

○ 議長 

   はい、続けてください。 

○ 税務課長 

   それから現行法でできる処分を何故しなかったかというご指摘ですけれど、差押

えにつきましてあの平成10年度から平成15年度にかけましては、差し押さえを38件、

裁判所に対する交付要求を70件行っております。またあの本年度16年度につきまし

ては、現在までまだあの確定申告も続いているもんですからまだ増えると思っとり

ますけれど、それらのあの差し押さえを33件、裁判所に対する交付要求につきまし

ては10件を行っております。その内容なんですけれど、不動産の差押え、給与、預

金、いま行っております確定申告の所得税の還付金、私学助成の補助金、また工事

代金などが主の差し押さえの物件になっております。また水道料の滞納につきまし

ても給水の停止の処置を行っておりますし、住宅の家賃の滞納に対しましては立ち



 - 14 - 

退きを要求しております。また保育料のあの滞納につきましては、保育園の園長に

もお願い申し上げまして、子どもの送迎に来る保護者に対して滞納金を納めるよう

にあの催告、またあの請求を行っております。 

   それから払えない人にどのような対処をしてきたかということなんですけれど、

いつも納税者に対しましては納税相談を通じております。その中であの納税者の皆

さんの中で財産に災害を受けたり、またあの親族の病気・負傷、またあの事業の廃

止、休廃止等の理由であの税を一時に納めることができない方に対しましては、一

定期間徴収を猶予する徴収の猶予を行っております。また滞納処分につきましても

財産を差し押さえた滞納者につきまして、その財産の換地、あ換価ですが、それを

ただちに行うってことはしなくて、納税相談を通じて、またあのその事業の継続等

に差し障りのないように、また生活の困窮者に対しましても困難になってしまうっ

ていうような例が見受けられるっていうに想像された場合には、差し押さえた財産

につきましても換価を猶予していく納税の猶予を図っております。また滞納者にあ

の滞納処分できる財産がない場合、また滞納処分することによってその生活を著し

く窮迫させるようなおそれがあるときには、職権によって滞納処分の執行を停止し

とります。 

   このようなあの地方税法上と言いますか、税法上認められている納税の猶予制度

を実施しているのが、現在の情勢です。ちなみにあの執行停止につきましては平成

15年度325件、またあの平成16年度におきましては現在のところ36件の執行停止処

分を行っております。以上です。 

○ 町 長 

   はい、すいません。先ほど私の答弁の中で、宮原議員さんの方の病院計画とのウ

ォーターパークが関係があるかという点が少し落としてしまったと思いますので、

お答え申し上げます。確かに今、辰野病院の建替えということが論議されておりま

す。運営委員会でもウォーターパークという場所の指定まで受けて検討に入ったと

ころであります。辰野病院自体全体の話から、まあ簡単に申し上げますと近代高度

医療に対応するように近代的な基準に合わせるということになってまいりますと、

廊下の幅の狭さ、建物の老朽化、その他いろいろと問題に現在なってきております。

まああの今度は東海地震防災対策強化地域に入ったということで、更にまた今でも

危険で直ぐ倒れるとかそういうことでは全くありませんが、できれば耐震あるいは

免震、あるいは制震構造等に持ち込む必要があるだろうとこういうことであります

から、現地区のところへ建替えるか、あるいはまた西病棟も既にできてますから、

東病棟建替えるか、あるいはそっくり移転するかということであります。そういう

中でウォーターパークあの地におきましては地の持つ利と言いますか、地の特性な

どが謳われて、私も確かにそこへ持っていければ病院のことだけ考えれば非常にい

いことだなあというふうにも考えないわけでもありません。であるならば、ウォー

ターパークはお金がかかるから全部潰しちゃうと、そういう考え方じゃなくて、今

はお金が本当にこういう状態でありますので、まあ僅か1箇月って言っちゃあ怒ら

れおかしいんですけど、暑いとき1箇月半のことの中へお金を向けていくかってど
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うかっていういま選別の中で、少し休業で待ってもらっているわけでありますから、

病院が来るからじゃあ廃止で何もなくてもいいってことじゃなくて、できれば私も

あのこういった許された予算があればですねえ、辰野町だってプールぐらいはどっ

かへ本当は開設したい、やっていきたい。病院の方もいま言ったように近代医療に

対応する、あるいはまた辰野町の病院の特性を活かすような病院にしてかないとい

ま病院運営自体が大変に日本国中、まあこれも簡単にいうと厚生労働省が医療報酬

をどんどんどんどん努力すれば下げる、努力すれば下げる。みんなこう赤字に公設

病院がなっていく。民間の病院は儲かるのに何で公設病院が儲からないんだ。公設

病院の場合は、不採算医療を請け負う義務があるからでありますので、まあその辺

の話はまた別の問題でありますが、まあそういった意味の中で、どうしても特性が

ある病院にしていくには、その辺もいい候補地になるということは否めない事実で

あります。であるから今回個々が休業になったっていうことではございませんので、

その辺もご理解いただきたい。しかし、検討課題には十分挙がっていることも事実

であります。以上であります。 

○ ７番（宮原） 

   えー財政難っていう中で、先ほども指摘したように、つどいの広場に工事金また

はその毎年毎年500万まあ500万しないですし、しらないですが400万でも300万でも

毎年払っていくってことになれば、何年かのうちには何千万っていうお金になるわ

けであります。お金がないからプールをやらないということではないんじゃないか

と思います。それから先ほどから町長3,000万補修代かかるって言っているんです

が、まちづくり会議の中ではそれぞれ試算出して、うまくいくと黒字になるではな

いかというような試算もでているわけです。で多少のあのプールのことで、町民の

ことですので多少の運営費赤字っぽくなるかもしれませんが、なんとか工夫してプ

ールを是非やってもらいたいと思います。 

   それと税金の方のなんですが非常にあの徴税にご苦労されていることはよく分っ

てます。先ほど町長も言いましたが、県や上伊那広域連合でその整理機構みたいな

もの作ってプロがやると、職員だけではどうしても地域のしがらみなどがあって、

なかなか徴収できないってことで、それをやるということが話があるようですので、

是非それを進めてもらって、専門的な徴収で徴税率上げてもらいたいと思います。

以上です。 

○ 議 長 

   答弁はいいですかね。はい。 

   進行いたします。質問順位2番、議席13番桜井はるみ議員。  
 
【質問順位2番、議席13番桜井はるみ議員】 

 
○１３番（桜井）  

予め通告してあります2点について質問いたします。  
先ず最初に子育て支援センターつどいの広場に関してです。子育て支援センター
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の建設は、私たちの議員団でも毎年の予算要求を提出するなかでの重要な項目であ

り、ようやく実現したかと喜んだところであります。過去には、下田議員や私も質

問し、早期の建設、開設を求めてきました。また成瀬議員の質問もされていました。

サテイの跡地に是非開設をとの要望であり、今回の建設する場所がなんと旧サテイ、

現在のときめきの街の2階のパチンコ場の隣に開設するということで予算計上され
ています。  
子育て支援の一層の推進を図るためとのことですが、何故ときめきの街かという

ことです。宮原議員の説明がされたわけですが、この場所が子育てのしやすい町、

住みよい町の施策の場所であるのでしょうか。またこの場所が子育て支援のための

設置基準に適している場所であるのかどうでしょうか。私は適切でないと考えるが、

何故選ばれたのか疑問に思います。十分な調査の後の決定であるのか説明をお願い

します。  
また風俗営業法からみてみますと、国の法律では性風俗特殊営業の規制のなかで、

禁止区域が厳しく定められています。「都道府県の条例で定める敷地の周囲200ｍ
区域内においてはこれを営なんではならない」とあります。ときめきの街パチンコ

店は、性風俗ではないし、向こうから開業にくるという状況ではなく、現在あると

ころの状態を知ってこちらから好んで行くのであるので、法律とは関係ないのでし

ょうか。環境には良好なところと考えたのでしょうか。教育関係者からみて、この

場所は子育てに最適と考えているのでしょうかお聞きします。  
次に工事費についてです。1,555万円余をかけて、企業の建物を改造、改修する

ことについてです。なぜエレベーターまで付けて利用しようと考えたのか。ほかに

町の施設で有効活用の方法の案が浮かばなかったのか経過を詳しく説明願いたい。  
使用料についてです。年間488万円余を賃借料、家賃として支払い、更に空調使

用料など合わせると574万円余を毎年支払い続けるるということになるのでありま
すが、この高額な金額はなんとも思わないのでしょうか。この契約はどこまで進ん

でのことであるのでしょうか。予算に盛り込むということは、相当のところまで進

んでいると考えるところであるのです。厳しい財政状況と盛んに説明し、住民に節

約を訴え協働の町づくりを進めていこうと訴えている中でのことであります。町の

施設などもっと良い場所で、使用料のかからない方策を求めたのでしょうか。経過

をお知らせいただきたい。 

子育て支援センターの定義について書いたのですが、どのような事業内容で運営

していくのかお聞かせいただきたい。センターとしての事業の主なものは何でしょ

うか。何を主流にして開設をし、運営していくのでしょうか。概要をお聞きすする

ところによりますと、ただやっているだけで人がこなければ意味がない。多目的施

設と付随するというメリットがある。町の中心部であり買い物ができると便利であ

りと決めたようでありますが、子育てに関する悩み、相談など核家族化している世

の中、少子化などで、経験も少ない親の相談にのってやれる場所は本当に必要であ

り、複雑な世の中であり重要な施策と思うところですがどうも納得いかない。子育

てしやすい環境の整備の促進をするとありますが、環境とは安心して相談できる場
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所でもあるはず。孟母三遷の教えと言われるがこのことをどのようにお考えでしょ

うか。詳しく説明をいただきたい。  
次へ移ります。福祉タクシーについてです。平成16年度事業で、生活交通試行

運行が行われました。交通弱者の足の確保などシステム福祉という名のもとに大き

く予算が削られた中で、この試行運行が行われました。前回、遠藤議員が質問され

ているのですが、利用者の要求に沿った運行計画であったのか。また、時間設定で

あったのか問われるところですが、結果はどうであったのでしょうか。そして新た

な足の確保についての方向を見出したのでしょうか。16年度の福祉タクシー補助
金の実施状況も併せてお知らせいただきたい。またこの結果を踏まえての平成17
年度15万4,000円の予算計上であるのでしょうか。対象者を何人と見ているのでし
ょうか。 

利用者の対象区分であります、本人が自動車を保有しないものとあります。他の

福祉法での対象者にも利用料補助金適用条件があるのです、申請者はどのくらいの

人数であり、補助金対象者の症状、生活内容はどうであるのかお知らせいただきた

い。更に年齢についてでありますが、75歳以下でも困っているはずです。暮らし
やすい町を唱える町長は、この制度でお年寄りの生活圏を狭めて2年目となります。
本当に困っている人に対しての施策は何なのか。年齢制限について検討すべきであ

りと考えるのです。この15万4,000円はないに等しいものとみます。子育て支援セ
ンターにしても、福祉タクシー補助金制度にしてもお金の使い道がおかしいとしか

考えられない。納得する答弁を求めます . 
○町 長 

   それでは質問順位第2番の桜井はるみ議員の質問にお答えを申し上げたいと思い

ます。先ほども少しダブっておりますが、子育て支援センター仮称「つどいの広

場」に対します問題であります。これは議員のご指摘のとおりやはり大勢の議員、

また町民世論かねてからあったわけでありまして、子育て支援センター辰野へもな

んとか欲しいと希望は分っております。また保護者アンケートなどによりますと、

63．4％の保護者の皆さん方が是非ひとつそういったものを造って欲しいという希

望がありました。しかし、財政的な問題もありましたり、適地の問題もあったり、

いろんなことがあってなかなかできなかったことは事実でありますし、なかなかこ

ういったものを持っているのはこの近隣では今んところ一番近いところでは岡谷か

なというふうに思っとりますが。なかなかどこの市町村でもできるものでもないわ

けであります。まあしかし、少子化対策の一環としては早くできるならばやるべき

であるというふうに思いますし、これを始めればやはり恒久って言いますか、常設

型がやはり望ましいということであります。16年は先ほど言いましたように移動型

でやってまいりました。 

   まあこういうことの中でやるわけでありますが、あのお金が非常にかかるという

ことであります。お金もかかるんですけども、あのないのになんでかけるかってい

うことですが、それは後でもう1回申し上げますが、約これ155坪ぐらいの面積を必

要といたしております。これに関しましては一応規定がありまして、国のやはり運
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営費の予算を頂くにあたっては、一応国の指定するところもクリアしなきゃならな

い。こういうことで授乳コーナーとか、流し台、ベビーベット、遊具、その他乳幼

児が離れても利用に支障がないようなところを確保。トイレその他いろいろであり

ます。ご質問の中で、なんでエレベーターまで付けてって言うんですが、たまたま

そこは付いているということでありますので、利用さしていただくとこんなふうに

考えればありがたいと思いますし、たまたま2階でありますのでエレベーターが付

いてて非常に幸いだなとこういうことであります。こういったものはあの共益費の

中でカウントされますので、エレベーター代を別個に払うということではございま

せん。なお、人が集まるところから、集まるところだからそこの方がいいだろうっ

ていう論理ももちろんどなたかがそういったこと言ったのかもしれませんけども、

ほかにどこかこれだけの場所スペース確保できるとこが本当にあったかどうかとい

うなことも考えてみなければなりません。同時にまたあの建屋から周りから全部造

ってくと、本当にもう3～4，000万はもう黙ってて建屋にかかってしまうという時

代でありますし、155坪を確保、多少の前後はあったっていいと思いますが、もっ

といっちゃう、5，000万ぐらいいっちゃうじゃないんですかねえ、というなことも

ありますし、またそれも国庫補助率100％とか85とか、まあせいぜい7割とか8割と

かこういったものを国から頂けるなら検討もしないわけではありませんけども、今

の状況なかなか国も厳しくてその事業がありません。 

   したがいまして、どっか空いてるところを借りるかっていうなことなども検討し

なければなりません。もちろん学校の中で、今少子化でありますから空いている空

き教室もあるんじゃないかって、いろんなことも検討はいたしてみました。まあし

かし、いまも時代的に学校なかなかあのいろんな人たちが入って来て、危険な状態

もありますし、というようなことで。まあ子ども連れて来るお母さん方が危険って

ことじゃなくて、そういうにあまり学校解放が進みすぎると今のような事件も、そ

うかってあまり制約してしまうと閉ざされた学校で、非常にあの学校としても難し

いというところもあります。ほかの施設なども検討いたしましたが、どうも適地が

ない。場所の問題もあります。固定型でいくと、まあ中心地がいいだろうとこうい

うふなことであります。もちろんこのときめきの街自体がパチンコ屋さんだという

ふうなご指摘もありますが、確かに横にパチンコもありますが。まああの全体を称

してショッピングモールというに考えていただければありがたいと思います。パチ

ンコ屋さんだけではありません。 

なお、またそういったパチンコだとかそういった風俗的な考え方もあって、その

横でなんだかっていうことでありますが、あの実際に入ってって見てもらうと分り

ますが全然こう分離されてますし、音がジャラジャラしてくるってけど音は皆無で

あります。もう廊下で音が出てませんし、また仕切り板を付けていきますので、目

的が違うところへ行くようになっていますので、道路など、道路って言いますか通

路なども共有、まあ出てってどうしてもってばいくらでもなりますけども、普通の

あのまあ通路の主だったものは両方共有でないような状態でできるわけであります。

まあそういったこともありますし、またもう一つあのこのパチンコに対してどうの
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こうのっていうことでありますが、なんかこの見てはいけない増悪的な施設かって

いうことではないような気がします。いまの日本の状態ではですね。ただあとそう

いったことで、遊興心がどんどんかき立てられたり、社交心がどんどんこう植え付

けられたりして、たまたまその近くへ行ったので、やらない人がやっちまったとか。

そんなことがもう日本の中では通用しません。どこ行ったってあるわけですし、ま

た先ほど言ったようにとってもいけないもので、入ってはいけないもの、見てはい

けないもの、音を聞いてはいけないものではありませんので、やはりその辺はあの

人間自分自身がしっかり感知していかなければなりませんので、是非ひとつその辺

はご理解いただきたいと思います。非常にお金がかかるということでありますが、

先ほど言ったようにないお金、もちろんないお金をこっちを止めてこっちを使うん

でありませんので、一連の中であの新たな税収確保の中の一部がここに使われると

いうふうにお考えをいただきたいと思います。 

したがいまして、あの財源確保ですね、そういったものなどが新たに進んだ中で、

お陰様で子育て支援センターをお借りし、そこへ造ることができるというふうに汲

んでいただきたい。したがいまして、15年度とか13年度、14年度ウォーターパーク

をお話をしたあのころですねえ、15年度もありました。あ、16年もありましたが、

まあそのころのないお金をそっちへ向けたっていうことでは全くありません。新た

な税源確保がまつわる一連の中でできたって打ち立った。なお、そこへ子育て支援

の方へお金を使わしていただいても、新たな税収の方は町に更に潤う状態になって

おります。詳しく申し上げませんけども、その辺でご理解をいただければありがた

いと思います。 

ほかにご指摘の点がありましたらまた。なお、あの経費につきましては先ほども

ちょっと宮原議員さんの方にお答え申し上げましたが、最大マックスを挙げており

ますので、まだまだ下げていきたい。その分だけまた更に町の方へ新たな税収が残

ってく形になってくる。下げたからその分だけどっかが助かるんでなくて、まあ実

際的には同じことなんでしょうが、新たな税収などが少し余計残ってくる。こうい

うふうなことであります。 

次は福祉タクシーについてでありますが、まあなかなか言い回しがお上手で困っ

とりますが、年寄りの行動範囲やあるいはまた福祉の方を私が喜んで狭めているっ

ていうような言い方でありますけども、そう採れないこともないんですが、これは

あの一にも二も議員さんも十分ご指摘のとおり国の方があれですねえ、やはり地方

に対してどんどん地方交付税はじめ、国庫支出金をカットしているがためにやむを

得ずあちらこちらにしわ寄せがいっている。国民の痛み分けって言っているでしょ

うけども、痛み分けじゃなくて、痛み押付けです。言葉で言っているうちはいいん

ですが、本当に如実にこうあちらこちら表れてくる。ウォーターパークも何にして

もみんなその一環だなあと思ってますから、我々は国へ行っていろいろいい予算な

どを何とか確保するように努力してやってますが、そこで頂いたあとはニコニコし

ながらやはり国の方はあれいけないですねえ、もっと反省してください。国家公務

員こんな大勢いりませんよ。あんまり怒らせるとさっき決まった予算が駄目になっ
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ちゃあいけませんので、そのときは下がりながら、やはり相当のこともできつく地

方の苦しさとういうものを言っております。国の官僚の皆さん方も頭よくて、自分

たちのことだけは守る状態になって、あとは足りない分を押付けてます。しかし、

それだけでは国民に対しての反逆は直ぐ出てきますので、ああいった国家公務員の

皆さん方は一番大事なとこは大都市の多数の論理を見方にするように、大都市の方

の人口、人口の多いとこの論理を見方にしちゃいました。こりゃあまあしたしたと

作ってったんでしょう。だからいま東京へ行って、東京朝日会でも辰野町はまあ道

路を何とかったら、やあそんなに田舎の道路は要らんでしょうなってこと平気で言

いますよねえ、我々都会の税金そっちで使われてるんだと、こういうふうなことで

火を付けちゃいました。だから大都市の人口を見方に付けた現在の国家公務員の中

の特にキャリアの皆さん、表に現れない影に隠れてる。全て政治家を前に出して、

都合のいいときは使って、駄目になると政治家交代させる影にある皆さん、責任を

取らない皆さん、2～3年経つと行って見ると直ぐに代わっている皆さん。こういう

人たちの皆さん方の考え方の中で、こういうことが行われているということであり

ますから、是非ひとつ私どもと一緒になってこのことは国に対する要求はする。ま

た国も間違えは正すようにニコニコしながら怒らせないように上手に言っていく。

同時に国民世論に火を付けないと日本はやっていけないかと、こんなふうに思って

おります。 

そういう中の一環でありますので、話をちょっとほかへ飛んでしまって申し訳ご

ざいませんが、是非ひとつ喜んで私どもやっているわけじゃありません。ただ辰野

町がこういったあの福祉タクシーにつきまして、少し変更してきたのは前にご指摘

のとおり、当時8～900万の予算を執行したことがありますが、これがあの本来の意

味に使われてなかった。またあのそこまでいくと、行政の方も町の方もチェックが

でなかった。もらって人にやっている。中には売った人がいるってこんなようなこ

とになりますと全然このしかく転倒でありますので、本当に困る皆さん方にという

ことでやってきた結果であります。申請対象者150名ぐらいいるんでしょうけども、

実際には今24名ぐらいの皆さんが申請されて、なお使っている方も少ないという状

況でありますが、まあ是非ひとつこれをご理解いただいて、せっかくいまあの制度

変えたとこでありますので、直ぐ見直しもまあ考えなきゃいけなんででしょうけれ

ども、あのもう少し様子みさしていただいて、本当に困る皆さんが本当に出て行け

ない、このための足に対しましては町も出していくことはやぶさかでないし、住民

の皆さん方もこういう税金の使われ方に対しては賛同をいただけるとこんなふうに

思いますので、もう少しチェックをさしていただきたいとこんなふうに思います。 

あとあの生活交通運行の試行をさしていただいた県と一緒になって県の予算でや

っていただきましたけども、あの非常にですねえ、デマンド型のタクシーも、それ

からまた路線、伊那バスさんとかいろんな関係がありまして、ちょっと無理やりに

作った路線の影響もありますけども、まあ8の字型にこう廻してみたりいろいろや

ってみましけども、なかなかあの利用者が少ない。まあ急にやったから無理よとい

う説もありますけども、あれだけ広告し、あの桃太郎旗立って、「ここはバス停で
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すよと。試行運転協力してください」と言ってお願いしてもなかなか乗らないとい

うふうなのが現実であります。一見本当にこれはあの足は皆さん方確保されている

のかなあと。下手すると本当に確保されてるんじゃないかなあと。こうやってバス

の試行をやってみても乗っていただけないってことは、ただ口だけで言っているの

かなあと、一瞬思いがちになるぐらいの結果でありました。 

同時にまたこの結果だけでなくて、その前にアンケートを取ったはずです。町民

皆さん方のアンケートでもそんなにあの要望が強くなかったというふうなことで、

さてどういうことかなあということで今検討をいたしておりますが、いずれあのア

ンケートあるいはまたこういった結果からみると、即刻にどっかの新しい路線を作

って廻すっていうことではないのかなと。なおまたそうでないっていう結果が出て

くればその時点で検討はしてみたいと思います。あと課長の方からお答えいたしま

す。 

○ 保健福祉課長 

   それではあの私の方からただいまのご質問につきまして、お答えをしたいと思い

ます。先ずあのこの契約等について、どこまで進んでいるのかというようなお話ご

ざいましたけれども、これにつきましてはこの契約っていうような段階にとてもい

っておりません。ただあの使用料とそれから公益費、この公益ってのはいわゆる駐

車場をお借りする分、あるいは清掃をお願いする分、こういったものを合わせまし

て、まあ相場的にですねえ、坪3，000円ぐらいだというようなことでございまして、

それを基にして試算をしてございます。今後、理事者とともに更に詰めていくとい

うようなそういったあの段階でございます。 

それからどのような内容で運用していくのかというご質問がございましたけれど

も、今あの考えておりますのは土日開設というようなことで、週1回はお休みにし

たいということでございます。それから10時から6時くらいまでの8時間という考え

でおりまして、これあの交付金をいただく関係で5時間以上実施をしなければいけ

ないってことでありますので、そんな考えでございます。それから職員でございま

すけれども、臨時になりますけども保育士さん、あるいは看護師さん等資格を持っ

た方2名体制ということで考えております。 

具体的にはいわゆるその磁気カードというようなものを作成いたしまして、これ

が2～300円かかるようですけれども、これを買っていただいてまあ登録をしていた

だくということで、そのカードによって出入りをしていただくということで、間仕

切りが完璧になっておりますので、安全面というような点からも安心できる場所と

いうようなことで認識をしております。それで事業内容ということでございますけ

れども、4点ございまして、子育ての親子の交流ということで、つどいの広場の提

供。それから子育てに関する相談ということでございます。これにつきましては、

えらいあの制服を着た職員ってことでなくて、本当にあのそういった資格を持った

方が気軽に相談にのれるようなそんなような状況の中で、今、核家族化が進んでお

りますのでじいちゃん、ばあちゃんに代われるようなそんな感じで相談にのってい

ければいいかなあというふうに考えおります。それから子育てに関する情報の提供
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というなことで、今あの沢山の情報ありますので、それらを皆さん方に知っていた

だくというようなことで、積極的に関わっていきたいということでございます。更

には子育てに関する講習会等を実施いたしまして、小さなお子さんを育てるお母さ

んあるいはお父さん等の教育というようなそういった分野でもやっていきたいとこ

のように考えておりますので、よろしくお願いします。以上です。 

それと2番の福祉タクシーの関係でございますけれども、先ずあの16年度でござ

いますが、当初該当者が150名ということでございます。これらの皆さん方に通知

を申し上げましたところ、実際には24人の方が申請をしてございます。それで現時

点で実際使っている方は、まあ僅かですが5名ということで、ただこれは3月一杯ま

で1年中まとめての申請でもいいですよというふうに言ってありますので、今後あ

の3月末くらいでどのくらい出てくるか分りませんけれども、いずれにしましても

まあ申請した方は24名というようなことで、まあ利用度は非常に少ないというのが

まあ現実でございます。 

それで17年度の予算についてはということで、ご指摘がありましたようにまあ15

万4，000円という予算を計上してございます。これにつきましても対象範囲等、再

三検討はいたしましたけれども、昨年のこの議会でさんざん議論をいただいて、ま

だ1年経過していないっていうような形の中で、もう暫くは様子をみたいというよ

うなことで、これらにつきましては24人の申請ということでございましたので、一

応20名くらいを見込みまして予算計上してございます。なお、あの実際に増えてこ

れば補正でお願いするということでお願いをしてございます。 

今後の方向っていうことですが、いま申し上げたとおり毎年毎年要綱の改正って

ことでなくて、もう1年くらいは様子をみさしていただきたいと、こういうあの結

論で予算編成をいたしました。以上でございます。 

○ １３番（桜井） 

   教育関係でどうお考えかっていうのを。 

○ 教育長 

   この事業についてはまあご承知のとおりあの教育委員会じゃなくて、保健福祉課

でやっているわけですが、教育環境としてはどうなのかということを答えろってこ

とです。そのことに限ってだけあのお話しますが、あのお答えしますが。あの法規

で言いますと小学校施設整備指針、それから中学校施設整備指針というものがあり

まして、そのそれぞれ両方とも第2項に周辺環境という項がありまして、そこの第2

に教育上ふさわしい環境ということについて（2）で風俗営業法に関わる施設が立

地していないこと。ほいで（3）には社交心を刺激する娯楽、まあ社交心っていう

のは、これまあはっきり言えばパチンコ屋にまああたると思いますが、を刺激する

娯楽を目的として、不特定多数のものが出入りする施設が立地していないこととい

うまあ条件がありますので、これで言いますと学校それから学校の関わる中間教室

みたいなものですねえ、これはあのやはり設置はできないと思います。ただあの子

育て支援センター、このつどいの広場っていうのは学校施設ではありませんので、

この法的うんぬんっていうことは今回は直接関係ないので、問題は私個人で考えま
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すと、さっきあの課長の方からお話のあった相談とか研修、それから遊び場、まあ

昼寝とか、まあ授乳っていうようなそういうあの条件が満たされるゆったりとした

スペースが確保できるかどうか。これが一番の適正かどうかの問題だと思います。

さっき言ったあのパチンコ屋うんぬんのことはもうあの防音的にも心配ないってこ

とですし、あの直接これあのきちんと仕切られているってことですので、それが適

宜かどうかっていうのは私は今の状況と、それから多くの人たちが気軽にこう来た

り、あのできるまあ駐車場が十分備わっているかどうか、そこら辺が一番大事かな

と思います。以上です。 

○ １３番（桜井） 

   ただ今いろいろ子育てのこととか、福祉タクシー説明いただきましたが、先ずそ

の場所です。いろいろあの町長おっしゃいましたけれども、あのやっぱり一企業に

ね、町のお金を、まあ新たな財源でそこへ投資するって言って、あのまあ税務課長

も新たな財源を17年度は大いに集めるっていう意欲もあると思いますけれども。っ

てことですけれども私は税金の使い道っていうことでもありますけれども、国の補

助ですか、補助事業を頂いてということですので、えーと町長の説明の中ですか。

補助金をもらう事業であり、その基準に合ったものを建てなくちゃならない。多分

2分の1くらいですか国から来るのは、工事費の。ってことになるといろんなその基

準にあった大きなものを造らなくちゃならないってこととも該当するわけですね。

であの私もちょっと伊那市にも行ってお聞きしたんですけれども、伊那市は3箇所

ありまして、2箇所みんな市の施設、で一つこっち東春地近はあの旧支所使いまし

て、そこにはあのデイサービス、うんーと学童保育2階にね子育て支援センター、

そして下がデイサービスセンターですか、ってかあのそんな感じですね。ってこと

でもってそこで使っています。で学童、まあ9時から3時までお母さんたち、でその

あと学童の子たちが来るからあの広場は共同だよってことでもって見てきましたが、

まあお母さんたち三々五々来まして、で当日は10人くらいでしたか子どもさん連れ

てきまして、で畳の部屋とそれから保育園で言えば遊具室ですね、そういうところ

で遊び、遊具も市の方で補助していただいているってことで。で畳の部屋あのそっ

ちの方はご飯食べたり、お弁当持ってきたりってことでもってやっています。でそ

んなにで何故こうやってやるかっていうのはまあ区切りもあるんですけど、そこの

保育士さんやっぱりあの来てね、相談するとか自由に遊ばしてるけども、また相談

する部屋も欲しいと。しかし、相談するってのはそこではあのお母さんたちできな

いから、一旦子どもたちがいなくなって新たに来てもらったりしてきちんと相談を

するっていう状況でした。 

であのまあ入口が違うからいいやって、私もあそこへエレベーター昇ってって見

ましたけれども、ええあのときめきは。え、え、え、見てきましたが、まあ入口違

うで仕切ったるでいいわと。ええやるまでやらなかったんですけどね。ってことで

さっきいうように隣にパチンコ、パチンコ屋さん悪いわけじゃないの。やっぱりそ

の遊興心ってもの誘うと思います。で全てが全ていいお母さんならいいんですけど

もね、悪いお母さんもいるなってことは言えないし、そういうお母さんでない方が
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本当はいいと思います。しかし、その環境ってことになればどうなるか分らないっ

てことでね、先ず環境の問題がいいんでは、うん、じゃないかなっていうのと庭が

欲しいってのありました。 

   でそもそもなぜ子育て支援センターが必要かっていうことも、やっぱり雨の降っ

た日に外で遊べないからそういう屋根付きのものが欲しいと。しかし、庭付きの広

場も欲しいということの要求もあるわけです。でなぜかっていうその町のお金をね、

先ほどのプールの話じゃないですけれども、毎年毎年500万余のお金を使用料を払

うっていうことになれば、町の施設で保母さん、保育士さんを人件費等少々の、

少々ってかまあ十分な子育てのための遊具など揃えてやる。そういう方向何故見つ

けなかったかという点、とっても疑問に思います。  
   それから福祉タクシーですが、あの要綱まだまだ1年だからあの見直しをしてい

かなくっちゃならないけども、やっていきたいということですが、1年間タクシー
なりバスに乗った。そしてその領収書を持って申請しなさいよっていうお役所仕事。

で用件あの条件は誰かって言えば独り暮らしの車のない人ね、夫婦二人、住民税非

課税世帯、誰が持って行くんですか。民生委員の方にお願いするったってあれです

よ、大変気が引けますよ。そんなお役所仕事じゃなく、方法を考えることっていう

ようなこと先ずやって欲しいと思います。それから75歳以上っていうの、60歳で
も大変な方いるんですよ独り暮らしで。病気ななっちゃったっていう方が。そこを

もっと掘り下げるべきだと思います。25人っていうことですが、15万4,000円です
か、あのまあお金の使い道おかしいなと思います子育て支援センターにしても、こ

の福祉タクシーにしても15万4,000ってのは町長の家庭の１箇月の生活費も足りな
いじゃないですか。そのこと考えてみたら、えーもーっと考えるべきであるし、も

っともっとそのうん、私の家でもちょっと15万4,000円じゃ足りんかと思います。
そういうことでね、もっときめ細かな施策がこの福祉タクシーについては必要かと

思います。  
   であの風俗営業法についてみてもね、あのつどいの広場だからいいんかなって教

育長おっしゃいましたけれども、やっぱりあのゼロから3歳だから子どもは分から
んって言えば分からんでしょうけども。やっぱりもっとその環境、もっとほかの町

のところのお金のかからいような施策を考えたのかどうなのか、そこら辺もどこが

候補に挙がってたのかなっていうのも思いますし、私は例えばあのパークセンター

ふれあいとかね、そういうようなところもあの1室を、まあ制度が違っていれば補
助金が違うって言えばそうなるかもしれませんけども、っていうとこにも考えてみ

たらいいんじゃないかなと思いますが、どうでしょうか。  
○町 長  
   それでは再質問にお答え申し上げます。最初に一番あのあとに言われたパークセ

ンターふれあいなども検討はしましたけども、常時空いているように見えて使うと

きに使えなくなってしまうってこともありますし、これ常設でありますので、そう

するとまたあの桜井議員の言われるようにそんなに大きいもんじゃなくてもよかっ

た、なんだかんだってなってます。伊那市の場合はあの宅幼所みたいなのがちょっ



 - 25 - 

と入っておりまして、辰野でやってますあの子育て支援センターは、岡谷形式のよ

うなものでありまして、親子一緒にやるものであります。伊那市の場合は託児所的

な部分がありますから、子どもを預かっちゃうというなことであります。したがい

まして、パチンコ屋さんが隣にあっても見えるものでもないし、音も聞こえないし、

全然そんなあの賑やかにチンチン・ジャラジャラのような広告も全くありませんし、

今はそういうふうな設備じゃありませんから、遊興心って言いましても、あるいは

また社交心って言うんですか、そういったものは子どもは全然関係ないと思います

ねえ、１～2、3歳ですから。あとはお母さんの問題ですから、そこへ預けてお母
さんがそっちへ行っちゃうと。よく外の駐車場に置いてなんていうそれはあの受け

付けません。親子一緒にそこにいる状態、まあお母さんがトイレに行ってくる間ぐ

らいはそこの係官がみてあげるぐらいのことはありますが、あくまで親子一緒の形

式です。したがいまして、辰野の場合は特に前にも議員さんからも言われましたけ

ど、岡谷あたりをこう見てますので、だいたいあの造った民意が非常に貧弱のもの

で、なお岡谷へ行って行かれたんじゃこれ困るわけですので、まあその辺をちょっ

と射程距離にいれたことは事実であります。岡谷も結構広くてこのぐらいの規模以

上あるんじゃないかと思います。ただなかなかあの理想的な場所って言われまして

もですね、そりゃあ何もないとこにコロンとあるのが一番いいでしょうけども、あ

の岡谷とてやはりケチを付け出すとですよ、なんかやることに対して全体がいけな

ければいけないですが、この部分がいけないってことになったら切りがないですよ。

岡谷の横、あのこの子育て支援センターの横にはパチンコ屋確かありませんけど、

その1階下にですね、1階下にゲームセンターありますよ。でボウリング場もあり
ますよ。正に社交心、遊興心は掻き立てられるとこであります。しかし、そうやっ

て狭めてって理想的な王城山の上でももってった方がいのかって、これも極論にな

っちゃいますけども、どっかないのかって、我々も本当考えてみたんですけども、

なかなかそれが思うところなせないということであります。同時に少ない予算をど

うのこうのっていうふうに言われますけども、先ほどから言ったようにまあ同じ予

算であれば、メリハリ予算と私ども考えておりますが、どこが優先か、住民の声は

どこであったか。また少ない予算を効果的に最小の経費で最大効果を上げるにはい

ま、いまの現時点の現社会は何が一番大事なのかと、この辺をよく町民会議の中で

分析したつもりであります。  
なお、まあもう一点的にこう考えてっていただきたいと思うんですけども、まあ

是非あのあすこは警備会社入ってますから、その警備でも非常に安全だと。まあい

い点だけこっちに並べりゃあ切りがない。悪い点だけ並べりゃあ切りがないですが、

そういう中で警備会社、今、課長の方からも言った中の大きな点としては、またさ

らに警備会社の警備がある。それからあの一企業っておっしゃられましたけれども、

あの中には一企業ばかりじゃありません。複合的に入っております。まあ一企業の

ものであるでしょうがそれがこうテナント的に入っているというふうな考え方する

と一企業ばかりでない。まあしかし、民間企業であることは事実です。で議員のお

っしゃられてることも民間企業の中へ借りたり何とかしてって言うことありますが、
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今、法律も大分変わってまいりまして、辰野町の土地開発公社の役場の真ん前の土

地も、民間にお貸せすることができるようにも改正されまして、新聞報道で今度ク

スリ屋さんがきてくれるというなことに、町が貸せるようになったわけであります。  
同時またＰＦＩというなこともご存知かと思いますが、民間のあの資金を導入し

て、これプライベートですねＰは。その資金ですからファイナンスっていうことで

プライベート・ファイナンス・イニシアティブっていうんですけども、そちらの民

間のあのお金も公共が利用してよろしい、使用料払ってよろしい。まあ国もやりき

れなくなったんじゃないかと思いますねえ、まあ本当の腹はどうか分かりません。

そうすれば使用料だけで済んでいく。行政だからといって民間の方の利用ができな

いってことになると、土地も建物も全部あの国庫補助、あるいは地方財政の中で立

てるなりいろいろしていかなきゃいけないということでありますから、今ＰＦＩの

導入、例えば病院を建てるにしたってＰＦＩも研究・検討を今、建てるならばって

いうことでさしていただいているわけでありますし、これからの事業もそういった

民間の資金も、まあそりゃあ制約もありますし、何でもかんでもでもありませんけ

ども、きっと有効的に利用できることは間違いないものとこんなふうにも考えてい

るとこであります。したがいまして、どうしても親子ということになりますと、先

ほどのような規模が必要になりますし、岡谷の規模も射程距離に入れております。

乳児用のトイレまで付けていきたいとこんなふうに思ってます。  
それから福祉タクシーにつきましては、いろいろとご提案いただいておりますの

で、さらにまた検討はしていかなければならないと思っとります。年齢の問題ある

いはまた基準の問題、それには本当にあの足がなくて困っている方がどの辺になん

ぞえあるということは前からもやっとりますけども、民生委員の皆さんご指摘であ

りますし、また区の皆さん、そして隣組の、隣組の皆さんまでちょっといっちゃっ

ていいかどうか分かりませんが、あのいい意味で地域社協も立ち上げもいたしてお

りますので、そういったご意見、そしてまた担当課なども出向いて、あの本当にチ

ェックさしていくと。そういう中で本当に困る方に先ほど言いましたように尊い税

金の方を使わしていただく。これには気持ち変わりありませんので、是非ひとつそ

の辺で検討をさしていただきたいとこんなふうに思っております。以上であります。  
○１３番(桜井) 
   あの子育て支援センターつどいの広場これについての建設は反対じゃないんです

よ。是非進めて欲しいっていうことで、ずっとやってきたもんですから本当にあの

是非造って欲しいと思うの。しかし、あの場所的な問題、それから町のお金、毎年

毎年出してくこの使用料についてを本当にもっと検討するべきだと思います。それ

であのまだいろんな町の施設わかたけ会館もそうじゃなくて直して使えることも考

えてみたりとか、あのねへぼいへぼいって言うんだけどもずっと使ってきたし、す

るからある施設をね、まあ500万か700万か町から、国から半分来ますか470万。町
から470万くらい出すでしょ。そのほかにいろんな広場の使用料が500万かかるん
だけれども、そういうものをトータルした中でね、町の財政がどのくらいあの出さ

なくてすむかっていうそういう方向もっともっと検討して欲しいと思います。建設
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は是非進めて欲しいけど場所、使用料についての疑問が思います。  
○町 長  
  答弁いらないまとめのご質問だった思いますが、ちょっと誤解されてはいけませ

んのでもう一度だけあの簡単に申し上げますが、サティのときの税収でなくて今度

のときめきの街、総体的なあの誘致の中で新たな税収が確保できる。その一部を使

わしていただいて、この運営とまあ最初のイニシャルコストにも使っていくという

意味でありますから、苦しい予算の中でこっちを止めてこっちをやるんではないと

いうことを覚えていただきたいと思います。なお、これだけの子育てセンターやっ

ても新しい税収は町にとってまだ残る分は多くなります。まあしかし、桜井議員も

せっかく入るんならもっと町に潤せとこういう意味はよく検討できますけども、先

ほど言いましたようにできるだけ経費は節減するようにまだ交渉していかなきゃな

らんってことでありますので、検討をしてみたいと思います。なお、子育て支援セ

ンター造ることは賛成だけども、場所も、場所と経費、規模が問題だって言われち

ゃうとこれ町はお手上げで何もできません。今回はさんざ検討した結果やったわけ

でありまして、このわかたけ会館だその他だってちょっとやっぱりね、町が持って

いれば何でもやっていいってとこじゃないんでしょうこれは。っていうなことで、

理屈言い出すとこれ切りがないんですが、町は町で担当課が相当までほかに何かで

きるとこないか検討をした結果でありますので、まあそりゃあ理想論100%、120%、
150%輝けって言われてもなかなか難しいんですけども、まあいろいろ踏まえたう
えやったところであります。きっと悪ければ来なくなるでしょう。来なくなれば併

設、閉鎖すればいいことであります。お金がかけたこと無駄になります。そうした

ら無駄にならんようにほかのことまた考えていくというなことも考えられますが、

しかし、ほかへ移転するといまの状態の中ではなかなかちょっと、いくら新しい財

源が確保できたとしましても建設はいまは難しいかなとこんなふうに思います。ま

あ是非あのご理解いただいて、ご賛同いただきたいとこれだけお願いしておきます。 
○ 議 長 

   進行いたします。質問順位3番、議席9番 根橋俊夫議員。 

 

【質問順位3番、議席9番 根橋俊夫議員】 

 

○ ９番(根橋) 

私は、二つの問題に関して、5点について質問をしたいと思います。 

先ず辰野病院の移転新築について伺います。辰野病院の増改築については、昨年

3月議会で質問をいたしました。一年過ぎて、8,000万円余をかけての実施設計を行

う予算が今議会に提案をされています。そこで、この間の経過を踏まえていくつか

質問いたします。 

先ず建設場所についてであります。ただいまも議論がありましたが、過日の病院

運営委員会においては、移転新築という方向が確認をされ、場所については、町有

地という範囲に留まって、まだ決まっていないようであります。しかし、場所が決
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まらなければ実施設計はできませんし、町民もその是非の判断はできません。先ほ

どの町長答弁では、立地条件としては、ウォーターパークがまあ最有力だというふ

うに言っておられますが、町長の腹はすでに固まっているものと推測いたしますの

で、建設場所はどこなのか明確にお答えをいただきたい。 

次にどういう特徴をもった病院を目指すのかということであります。1年前の議

論の際、塚原前病院長は、これからの辰野病院が目指すべき理念、方向について、

「理想医療の原点に立ち返ってやっていきたい。具体的には、療養型病床、これは

特に高齢化の状況になっているので、是非必要ではないか。そして、リハビリも不

採算に入るかもしれないが是非必要だ」と述べられております。ところが現在の計

画は、基本設計では173となっているベッド数を135に縮小し、その内の45ベッドを

リハビリ用のベッドとて、急性期用のベッドは90とする内容のようであります。 

この計画だと、急性期ベッド数は現状より40ベッド、45ベット少なくなることを

意味いたします。あ元へ、40ベット少なくなることを意味します。総合病院として

の機能がこれでは縮小してしまうのではないかという心配がでております。現在ベ

ッド充足率が低い、外来患者が減って経営が大変だというのがその理由のようです

が、一方では産婦人科医師の引き揚げ、内科医師の減員などが相次いでいる事態の

なかで、このまま進んでしまえば、総合病院としての機能が縮小してしまうのでは

ないかという心配であります。町民の願いは、産婦人科の再開を含め、総合病院と

して充実して欲しい、更にはリハビリや療養型ベッドも増やして欲しいということ

ではないでしょうか。現状の経営が苦しいからという理由でのこのような消極的な、

現状に甘んじた方針では、団塊の世代の高齢化など高齢化人口が急速に増加する時

を向かえて、不安がつのるのは私だけではないはずであります。塚原前院長は続け

て「一時的に困難な時があっても、医療制度によってぐっと変わることもある。小

児科がその例だ。医療の原点に返って、本当の医療というものを心がけてやってい

くことによって、心あるドクターはそういう病院なら俺は行こうと、こういうふう

に来てくれる可能性はある」とおっしゃっております。今こそ、基本設計に立ち戻

り、患者が来ないから増やさないのではなくて、町民の願い、医療の原点に立ち返

って、町長を先頭に病院職員が一丸となり、町民の健康と安心して暮らせる地域づ

くりの拠点としての病院づくりに、邁進するという姿勢が求められていると考えま

すが、町長の決意、考えをお聞きいたします。 

次に辰野病院の県厚生連への移管について伺います。さて、協働のまちづくり職

員会議の提言書では、辰野病院のあり方について、民間委託を進めることを提言し

おります。そこで言っている民間とは、営利法人などではなくて、県厚生連などを

念頭に入れたものだと理解しております。私は、先ほどの議論どおり、町立病院と

して発展して欲しいというのが基本的な考え方ではありますが、現状のように国の

方針による中小自治体病院再編の流れの中で、地方交付税で措置されている病院加

算分が年々減額となって一般財源からの補填が年々多くなっていく。更には医師の

確保や病院運営の困難さが増して展望が見えないというのであれば、県厚生連への

移管について検討することは有意義だと考えます。 



 - 29 - 

なぜなら、県厚生連は、「組合員・地域住民の命と生きがいのある暮らしを守

り、健康で豊かな地域づくり」を理念として佐久総合病院をはじめ、県下に10箇所

の病院と７つの診療所・分院を展開し、農村医学、地域医療の取り組みの輝かしい

実績は全国にも知られています。病院経営、地域医療展開のノウハウや資金力、組

織力からみて、県厚生連への移管は検討に値する考えだと思うからであります。そ

こで、このことについて、今までに、ＪＡ上伊那や県厚生連の関係者と懇談なり協

議をされたことがあるのかどうか。あるとすれば、どのような話があったのか、町

としてはどのように考えているのか明らかにしていただきたいと思います。 

次に第一診療所、川島診療所について伺います。行財政改革大綱及び推進プログ

ラムではいずれも5年間かけてあり方を検討するとしています。しかし、現状では

委託している医師の懸命な努力にもかかわらず、現状のまま推移すれば5年を待た

ずに、閉鎖になってしまうのではないか。むしろ、そうしようとしているのではな

いかという心配が広がっております。川島地区での大綱説明会においても存続につ

いて切実な要望が出されております。 

今求められているのは、例えば、訪問看護ステーションを併設して、在宅医療を

前提としたいわば健康センターを整備していくことではないのか。訪問看護ステー

ションであれば、経営的には採算がとれるものと推測され、診療所に併設すること

により相乗効果が期待でき、併せて地域住民の要望に応えて、健康を守るとりでと

することができるのではないかと考えるのです。真剣な検討を求めるものですが町

長の見解を伺いたい。 

次にごみ関係の質問に移ります。先ず下水道汚泥についてであります。公共、農

集排合わせて年間約1,680t余、平均すれば毎日4.6ｔという汚泥が排出をれており
ます。この汚泥処理の現状は、年間約3,500万円の経費で他の地域の民間業者に委
を託して処理しているようですが、竜東地区の下水工事の完成で汚泥量はさらに増

加し、処理費用も今後さらに増加することは確実であります。問題は、現状のよう

な処理方法をいつまでも続けるわけにはいかないということです。自分の地域から

出た汚泥は自分のところで処理する。すなわち、自己完結型の処理体系の構築が求

められてきているわけですが、辰野町として今後どのような処理方針で対応してい

くのか明らかにしていただきたい。  
現在、上伊那広域連合では、ガス化溶融炉で汚泥を焼却するという方針を持って

いますが、京都議定書が発効し、地球温暖化防止対策に国じゅうがやっきとなって

いるときに、大量の二酸化炭素を吐き出すガス化溶融炉で、大量の汚泥を燃やすな

どというはもってのほかと考えますが、この方針についての見解をお聞きしておき

たいと思います。 

最後にごみの減量化についてお伺いします。このことについては、すでに何回も

質問し、昨年の6月議会でも広域連合のごみ処理計画の見直しについて質問をいた

しました。広域連合はこの2月、ようやくごみ処理基本計画の見直しの骨子案を発

表いたしました。今回の見直しでは、当初計画に対して、人口でマイナス12％、家

庭系の一人当たりの平均排出量はマイナス15％、事業系の年間排出量はマイナス
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47％と数値目標を定めて減量化計画を具体化しております。今後は、構成市町村ご

とに目標を定めることが課題となっています。広域連合では、現在町民からの意見

を求めておりますが、そこで辰野町としては、家庭系、事業系それぞれのごみ減量

化にどのように取り組んでいくのか。数値目標はどうなっているのか明らかにして

いただきたい。 

ごみ処理は地味な仕事ではありますが、来年度予算でもごみの直接、ごみ処理の

直接費用だけで約2億8,000万円かかると理解をしております。ごみの処理量を減ら

すことができれば、処理量に応じて負担金が算定されることから、負担金の軽減に

つながり、健全財政に大きく貢献することになります。多少の投資をしても、効果

的なごみ減量化対策に取り組むことは得策と考えるゆえんです。名古屋市では、ご

みの減量化に取り組んで、有料化することなく約3割の減量に成功したことが大き

く報道されております。辰野町でも都市部を中心として、生ごみ減量化として大型

の生ごみ処理機の導入や一般家庭の生ごみの堆肥化を推進していったらどうか。ま

た、燃えるごみの約3割を占めると言われる紙類について、特に細かいダンボール

や化粧箱などを資源ごみに分別回収できる簡単な段ボール箱などを考えて、具体的

に燃やすごみを減らす方策を考えたらどうか。町長の見解を求めたいと思います。

質問は以上です。簡潔な答弁を求めます。 

○ 町 長  
   それでは質問順位第3番の根橋俊夫議員の質問にお答えを申し上げたいと思いま

す。1番2番と項目ございますが両方辰野病院に関したことであります。先ほどら
い少し触れておりますが、建設場所はどこかと。町長の腹は決まってるっていうふ

うに言われますが、事実上はまだ決まっておりません。まだまだ運営審議会で論議

をしていただかないとなりませんし、またこれまた大きなことでありますから、や

はりその場合は議員の皆さんもちろん、また審議会なども建設委員会なども作って

いかなきゃなりませんし、場所を決める前からそんなふうに、最近は協働のまちづ

くりでありますので、住民の皆さん方に意見を聞いていきたいということでありま

す。先ほど言いましたようにウォーターパークも確かにいま運営委員会ではそこも

検討始まってますので、一つの候補地ではあるというふうには言えます。いま現在

ありますのが現状へ建替えを進めてく。あるいはまたウォーターパークはどうかと

いうことであります。  
本来ですと辰野病院あるいはどこの病院でもそうですが、建替えだとか移設あの

移転をしていくにはですねえ、その土地を売却して、公立病院であっても、日赤な

どみんなそうでしたけども、それで新たなところを買っていくという。できればあ

の土地の利用の変遷で、比較的車社会でありますから今の市中化されたところより

も安い土地を買っていくと。で建築費に一部回るということが普通の当たり前の流

れですが、残念なことに辰野町の場合はどういうわけかあそこは全部借地でありま

す。借地。年間やはり先ほども話じゃありませんが、約4～500万ぐらいの地代を
毎年払い続けてる。したがって、そこ売ってどっか行くにしても返していかなきゃ

いけないという非常にあのまたその売ることによっての売却益もない。その中でや
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ってかなきゃいけないってことで、大変あの多事多難のことであります。それより

も何よりも候補地も含めながら、資金をどうするかということにつきましてもまだ

最終段階まで詰めてありませんので、それも検討しながら。しかし、まあ平行して

いろんなことも、資金にしてもなんか構想がないと資金の問題も出てきませんし、

構想ばかり進んじゃっても資金がないと進まないってことでありますから、早く大

詰めをしていかなきゃならない。理由は、先ほど言ったとおりでありますから、近

代医療、高度化医療にできるような病院を望むということであります。その規模に

つきましては、先ほど質問でありましたが、いま現状では内科系45、外科系45、
そしてまた療養型ですかね、長期療養型病床群っていうのが正しい言い方でありま

すが、療養型で45床ぐらいを目算にしておりますし、またベットが少しずつ入れ
替わってもそのときによって、5床が向こうへ行ってこっちの10床がこちらへまわ
ってってことは可能なふうにも考えていきたいと思っておりますが、法律的にどう

なりますかであります。  
なお、急性期がなくなるってことは全くありません。上伊那基幹病院伊那中央、

昭和伊南病院、辰野病院三つ合わして連携をしていけっていうんですが、まあ今の

ところどっか真中の病院の方に全部考え方合わしますと、全て急性期をもってこい。

あとは療養型とかですね、リハビリだとかですねえ、そういった慢性期の方をそち

らの方の二つの病院でというふうな論理がとおりそうでありますので、これには応

じられないというふうなことを私どもは考えてます。理由は夜中でもなんでも急性

期ってことになると辰野以外の近いとこへ、近いとこって言いますか辰野いがいで

すから、当然辰野よりも遠いとこまで行って、急性期、救急そういったものを診て

もらわなければなりません。で、いまはこれからの病院のあり方は、各市町村にみ

んな病院があれば別ですが、そうじゃありませんので、先ず急性期は受け付けて、

ほいで第1次医療、第2次医療は辰野町立総合病院でもやっていかなきゃならない。
第3次医療、もう専門化してきますとですねえ、例えば心臓だけの手術をするとか
そんなふうになってくると第3次医療までやっているところへ。それも全部やって
いるわけじゃありませんから、この病院は心臓やっている。こっちの方は脳外やっ

てるってこう分りますから、それを特色としてあのまた移送していくと、こんなや

り方が私は本当の意味の連携だと思います。しかし、真中の大きな病院も1年経っ
ても大赤字だっていうことで、とにかく患者みんな集めろ、急性期ものっとってけ

と。こんなことやられてあと診療所みたいなふうにですね、なるのが連携では私は

ないと思ってますから、是非その辺はご理解いただきたいと思います。  
さて、その中で病床数がうんぬんってことありますが、前は340床ぐらい法的に

みると、法ってこんなものを法律で何で決めるのか知りませんが、何でもかんでも

国の法律です。上伊那の中では340床ぐらいが不足病棟、病床でした。これが伊那、
箕輪の生協さんの方で125というふうな今確保の予定が出ております。伊那の仁愛
も55プラス15というようなことで、各地でこの病床が段々、段々こう必要になっ
てまいります。そうすると現在残ってるのが22病床ですから、辰野がいまあの130
ですから、やっても152っていうことですか。まあしかし、それがあの本当の制約
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かどうかってことも分りません。辰野で200床やりたいのにそんな制約のためにで
きないないのかどうか。がその辺も話し合いでありますが、まあ現実には現在の患

者さんの数とか、辰野町のおかれた町立辰野病院の有り様、特色、このものやって

いきましたときに何床かっていうことが判定されるわけでありまして、お金の都合

だとか、今後を見なんでとりあえず現状130だから135ぐらいにするのかとこうい
うことじゃありません。やはり病院運営を専門家にも立ち会っていただいて、患者

さんの流れをみて、そしてやっていかなきゃなりませんし、辰野の場合は辰野病院

だけかと思うと小野にやはりあの両小野国保病院35床もってますので、その辺も
かねて考えていかなきゃならない。こんなふうに思います。決して急性期なくすよ

うな病院には、私はしたくないと思います。  
ただ総合病院っていうものが、でなくなるんじゃないかっていうようなこと言わ

れますが、やはりあえて言えば総合病院でいきたいと思ってます。ただ第3次医療
に関しては違うことであります。伊那も一部第3次まで入りますが、全部ではあり
ません。昭和伊南も一部第3次まで入りますが、全部ではありません。ということ
であります。ということで、第2次医療ぐらいまでは一応揃えていかなきゃならな
いというふうに思います。  
さて、これからは総合という言葉が使われるかどうかでありますが、今あちらこ

ちらの総合病院で、総合という名前が言葉からカットされております。辰野も町立、

町営が町立になりました。2年、3年前ですか。そのときに総合っていう言葉を取
ってしまうかという話もありましたが、まあまあ総合今まで慣れているのでという

ことでありますが。まあ言っている意味は違うと思いますが、あちらこちらの病院

でも総合っていうなことが付かなくなってくる時代に入ります。理由は、先ほど言

いましたように何をメインの第3次医療にもっていくのか。第2次までやっていく
のかってことで、総合っていうと何でもかんでも第3次医療まで全部そこでできる
かっていうイメージになりますので、それはもうほとんど大学病院ぐらいしか日本

でもあり得ないことになりますから、まああのあえて言えば町立辰野病院というな

ことに名前がなっていくだろう。ただ根橋議員の言われてますように本当に何科だ

けしかなくて、ほか何もないっていうようなこういう診療所みたいなものではあり

ません。やはり今のような総合的な科目は揃えていかなきゃなりません。  
さて、産婦人科の問題でありますが、前回もご質問ありましたし、院長にも答え

ていただきました。その後も各報道ほかでお分りのとおり、全国で150有余の公立
病院の産婦人科が全部ここで休科になります。こりゃあ大変なことだということで

あります。原因は少子化、それからあまた医療報酬の問題、全部これ厚生省みんな

結局お役人が机上でやっているがためだと私は思っていつも言ってるんですが、現

場へたまたまちょっと見に来て現場分ったような錯覚に基づいていろいろやられち

ゃうとえらいことなんです。少子化ですから間違いなく少子化。したがって、お医

者さんなり手が少ない。そんなようなことの中で、まあ産婦人科ってものが成り立

ってます。しかし、医療報酬も安いとくるんですねえこれがまた。小児科のように

とおっしゃいましたが、小児科も非常に安かったんです。大人は注射をじゃあ3セ
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ンチぐらい打つでしょう。子どもは1センチだから医療費は、医療報酬は3分の1で
いいって、こんなことを決められたんではですねえ、とても大変です。子どもは静

脈だって細いし、ギャアギャア泣き叫ばれますし、注射するんだって時間が余計か

かるでしょう。しかし、医療報酬は安いってこう論理で厚生労働がやってたがため

に小児科になり手も少なかった。医療報酬も安い。こういうことで非常にあの少子

化と産婦人科ってものにぐーっと医者になり手が少なくて、医師不足になっている。

しかし、ほかの科でも医師不足なんです。一番が今言ったようにその二つでありま

す。これもやはりせっつめてまあ国の厚生労働の医療管轄している政治のやり方一

つで直ぐ変わってきちゃうんですねこれが。やり手がなければ医療報酬上げてやれ

ばいいんですよ少し。それもしなくてまあ今はあわてて気が付いて小児科の方は少

し医療報酬上げてきましたので、少し挽回ができようかと思いますが。まあしかし、

急にじゃあ医者がなるかって言いましてもなかなかね、時間がかかりますので直ぐ

にはあの応えてこないです。  
それと一番あの大きな問題は、このなんで150ものを公立病院の産婦人科が休業

せざるを得ないかっていうといま言ったようなことと、そういう背景とそれにプラ

スαでまた厚生労働省がこれ決めちゃったんですが、お医者さんの国家試験を取っ

た皆さんに対して臨床研修医制度をここで執行するということで、去年の4月から。
今までも少しずつはあったんですが、はっきりそれを徹底しました。で臨床研修医

は、医者でないので2年間は。医者になるんですが、予定者ですが医者でないので、
指導医のいる下でもって研修しなさい。指導医がそこでちゃんと見てやらないと注

射もしてはいけない。手術もしてもいけない。こりゃあ広い医療の見地からみると

一見正しいようにみえます。しかし、こんだ指導医はただ名前だけで、ああいいよ

適当にやりたまえとは言わないですね、ちゃんと見てなさいっていうんですから。

一つの科で10人ぐらいの医者が揃ってるところじゃなければ、そういう研修医を
ちゃんと見て指導するだけの余裕がないです時間的な。同時に病院運営は非常に苦

しいわけですから、今の医療報酬の関係、努力すれば下げる。努力すれば下がる。

こういうことを繰り返しですから苦しいですから余裕がないから、小さな病院では

受け入れられないってことになります。おまけに、それでも医学部を卒業し、医師

免許を取った皆さんはでもまあその地元の自分の我が母校で研修するならまだいい

んです。ところが自由にですね、我が母校でなくてもいいってやっちゃったですね、

この厚生労働省は。ですから長野県の例えば信大の医学部来てて、長野県から受か

ってるなんちゅう人は100人のうち15人ぐらいしかいないんですね、これもやっと
増やしてそんなもんです。昔は9人ぐらい、1割を割ってました。全て偏差値だけ
でやってますから、要するに偏差値の訓練をされたとこって、大都会の方が進んで

ますから、そういう人たちがババッバっと受かっちゃってまして、それで我が母校

でなくていいっちゅったからみんな我が出身地へ帰っちゃうんですねえ、それ大都

会ですよほとんど。ですから500床、1,000床、400床なってもんじゃない。もう
1,500床とかですね、2,000床とかそういうところへみんなこう研修医で行っちゃう。
そういうところは大きいから余裕がある。そうすると我が母校の例えば産婦人科で
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もどこの科でも、我が教授のとこには駒がなくなっちゃうじゃないですか、だから

回せないっていうことになっちゃったんですよ。でも医師の合格者ってのは7～
8,000人毎年いるわけですから、これを2年間そうなるんで、3年目からはそんなに
あの大都会でも受けきれっこないですから、また戻ってフィードバックされると私

はみていますので。まあそんなことでまあいらんことですが大事なことであります

が、そんなふうに暫く休業ということになります。なお、努力は町もいたしており

ます。  
まあしかし、辰野も婦人科だけは置きますので、本当は信州大学の教授さんの方

から辰野病院の院長に話があって、産科も婦人科も女性外来も一切引き揚げという

ことで、とんでもない話だっていうんで。まあ産科ももう一人医者がいればできる

んですが、常時二人じゃないといま産科できないことになってますので、女性外来

とそれから婦人科だけは置いていただくようにお願いをして、それは続けます。ま

あそういった意味で、抵抗しながらも、段々またあのお医者さん回していただきな

がら、総合的なあの考え方、名前はともかくしていきたいとこんなふうに思ってま

す。それちょっと最初の方が長くなり過ぎちゃって申し訳なかったと思っとります

が、まあ大事なことですんでお分りいただきたいと思います。  
それから特色という形の中では当然あの回復リハビリですね、回復リハビリはこ

れは辰野の特徴としては非常に当たるんじゃないかと。私は当たるって言いますか、

必要じゃないのかなというふうに思っております。また療養型病床群、長期療養型

病床群、一般に療養型これも辰野病院では必要な特色ある一つに入ってくるかなと。

まあそれだけじゃなくてほかにも特色ある病院にしないと、先ほど言ったように公

立病院も非常に運営が苦しいわけでありますので、その辺に考えていきたいと思い

ます。  
次ぎの問題といたしましては、厚生連の協議はしたことあるかということであり

ますが、まあ現状ではですね、過去にはそういった話があったり、聞いたりしたこ

ともありますし、我々も見学に行ったこと富士見あたりも見たこともありますが、

現時点ではやはり辰野は辰野で、まあ今新築とかですねえ、改築とかいろんなこと

やってますので、進めていくわけでありますが、当然この中にも先ほど言いました

ように民間のあの資金も導入して、行政が活用さしていただくというＰＦＩ方式も

検討しております。まあこれ難しいかどうかしりませんが、ＰＦＩ。同時にそうい

った会社、当然会社ですから大きな大手な会社ですが、その辺もいろんなたたき台

などは提示してくれてます。  
まあその中の一つとして当然あのＪＡの厚生連なども考えてもいいでしょうけど

も、ただ厚生連の問題になってまいりますと、必ずしも医師確保ができるかという

ことでありますけども、そうばかりではない。富士見のあの富士見病院ですが厚生

連でやってますが、あそこの院長さん始め皆さん一生懸命頑張ってやってますけど

も、もう辰野よりも前に、去年の4月あの信大ばかりでなくて山梨大学の医学部と
もあの提携しています。昔は山梨医科大学って言ってたところが、あの独立行政法

人で山梨大学入っちゃいましたので、大学の医学部ですが。そこと産婦人科は提携
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してましたが、もう去年の4月からは引き揚げです。というようなことで、同じよ
うにやっぱり大変な憂目をみているわけでありますから、厚生連になっちゃってそ

れでいいのかと。  
あと財政的な問題もご指摘でありますけども、まあそれは今後の話としてやって

まいりますけども、やっぱり医療職員のあの考え方も大事でありますから、町だけ

でもいくわけでありませんので、検討には視野にはもちろん入れてまいりますが、

今は即刻そういうにして建て替えるとか、今のまま続けるとかそういうことではな

いというふうにお伝えを申し上げたいと思っております。  
あと第一診療所、川島診療所の問題であります。その診療所へ訪問看護ステーシ

ョン設けてっていうことありますが、いまも話をここでしたとこでありますが、訪

問看護ステーションってことになりますと、常備2.5人の必要、職員が必要です。
同時また診療所でありますから、毎日じゃなくてもお医者さんが来てっていうこり

ゃあ確かに理想的にはセットで非常に結構ですが、それだけの需要が見込めるかど

うか。また先ほど言いましたように運営が成り立つかどうか。もっというと採算ベ

ースに乗るかどうかということであります。これもまた厚生労働省ですが、厚生労

働とかあの総務省でありますが、やはりへき地・辺地になるかどうか。辰野の場合

ならないんですね。ならないもんですから、へき地医療・辺地医療が導入できない

です。距離の問題、人口の問題いろんな問題があります。  
したがいまして、辰野は伊那は七谷を辰野だけでも小さく七谷やっちゃってるか

ら、非常に谷合いの多いところですのでっていうことで、今まで頑張って第一診、

それからまた羽北の方ですね。あ、今度はあの川島診ですね、両方やってます。で

お医者さんにも無理を言ってやっていますが、両小野国保でもう一人お医者さんが

確保できればあの川島の方へもやってくれるだろうというなことも考えたり、いろ

いろいたしております。しかし、これはあの先ずお医者さんの確保です。やってく

れる人がない限り、いくらこう唱えて絵を画いても駄目なんです。先ほどのように

医師不足の状態で、しかもまた診療所だけやってくれる人がいるかどうかっていう

ことでありますから、まああの経営云々も大変ではありますけれども、あの医師確

保を努力、現在しているとこであります。今もいらっしゃるお医者さんに更にまた

延長願えないかと、交渉もいたしているとこであります。交渉中でありますので、

このくらいにお願いを申し上げたいと思います。  
あと下水道汚泥の問題、あのこれはあの農集はだいたい汚泥が自然土地還元とい

うことは建て前になっておりますが、なかなか日本中どこでもやってないんで困っ

てるんですが。更にまた公共もですね、特環も合わして公共の汚泥もそんなふうに

土地還元できないかということであります。非常にあの高邁な理論で理論的には正

しいと思いますが、実践的には非常に手がかかりお金がかかり、かえて大変なこと

であります。特にまた公共の場合には重金属などもこれは一定の基準以下であれば

受け入れておりますので、それまでの汚泥の中でどのように農地還元できるまでに

除去できるかということが問題であります。農集は絶対そういうもの入れてはいけ

ないことになっていますから、企業だとかそういったものはつないじゃいけません
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のでいいんですけども、まあその辺も含めて課題でありますし、また広域の中のガ

ス化溶融の問題、コークスを使う問題、確かにその辺の問題もありますが、今考え

られる中ではあれしかないというふうに今んとこ広域の中全体で専門家も考え、議

員の皆さん方も来ていただき、そんなふうな方向であります。なんかいいものがあ

ってダイオキシンが先ずはダイオキシンですから、ダイオキシンが発生しないよう

な0.00１ナノグラム以下になるようなものが開発されればと望んでいるとこであり
ます。しかし、当初より大分金額も安くなってきました。待ってりゃ、待ってるほ

ど辰野と伊那のあの中央センターの炉はどんどんあの耐用年数に近づいてきます。

辰野は新しいからいいんですが、伊那はもう19年で耐用年数だから19年造り替え
ようってやったのに、まだ延ばそうとしていますが。それで今度の広域議会にも辰

野からも代表の皆さん行っていただいておりますが、まあちょっと2億円ぐらいの
予算をかけて耐火煉瓦の交換なっての始まってます。まあとってもそれだけじゃな

くて、ほかのとこもどんどん老朽化してきますから、伊那は進めば進むほどちょっ

と10億単位ぐらいのおそらくかかってくるだろうとこんなふうに思います。こん
なことは最初から分ってることであります。まあしかし、新しいところが決定しな

い以上はそういったことも続きますので、辰野もどんなふうに対応していくのか検

討しなければならないと思います。  
あとごみの減量化につきましては、学校・保育所また住民の意思の問題とかいろ

いろございますが、やはり有料化でぐーんと減りましたけれども、またここで少し

ずつ戻ってくる可能性がみえてきております。同時にまた怖いのは有料化してって

いうことでありますので、間口の方はそうなりましたが、だからといってはみ出す

人は見えないところへ行って捨てられちゃうと。不法投棄の問題もありまして、ま

あ合い合わせて更にまた減量化になるように、生ごみはできるだけ肥料化、まあＥ

Ｍ菌ほかでボカシなどやっていただいている皆さんもありますし、またあの肥料化

しても使ってくれるとこがなければ困っちゃうわけでありますので、できるだけ畑

や農地や菜園など、また花卉菜園などにも有効なところに使ってもらうような話合

いなども地域でもってできればと、こんなふうにも考えてるとこであります。課長

の方からもお答え申し上げます。  
○ 町民課長  
   質問順位3番根橋議員にお答えをいたします。先ほどあのごみの減量化の中で数

値目標はというお話でありましたが、今回あの議員さん皆さんのお手もとにもお配

りしてあります「広域のごみ処理の基本計画の見直し素々案」その中でも、今回郡

下の平均が１人当たり現在547ｇの可燃ごみが出ております。その中で郡下で一番
多いのが辰野町ということで653gというような中で、今回の目標値の中では1日、
1人当たり平成22年で534gという計画をいたしております。この計画を決定されま
したら、まあ町といたしましてもそれに向って努力をしていきたいと。また昨年の

9月にごみ減量化推進委員会9名の方々に集まっていただいて設立をいたしました。
その中で住民主導型での対応をしていただき、行政は行政側の中から広報・有線・

出前口座等、また有線テレビ等を利用いたしましてＰＲを行い、行政と住民の皆さ
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んと一体となった運動を展開していきたいと思います。  
それと現在あの基本計画の見直しの中で、ごみの組成調査をさせていただきまし

た。燃やせるごみの中に厨芥類、生ごみですがこれの占める割合が42.4％、また先
ほど議員の中もありましたように資源可能な紙類等の占める割合が22％というよ
うな形になっております。それらのこの厨芥、生ごみの資源化、堆肥化への運動展

開が最重要な課題となると思いますので、それらも含めて運動を展開をしていきた

いと思っとります。以上です。  
○ ９番（根橋）  
   2､3再質問をしたいと思います。先ず建設場所については、これからまだ腹は決

まっていない。ほれからまあ各運営委員会等で町民の意見を聞いてということです

ので、その中で多いに議論をしていきたいというふうに捉えていきたいと思います。

問題はあの病院の特色等については、特に私が心配している、あるいは町民の皆さ

んから心配が出ているのはその事実上ですね、急性期の部分っていうベッドがまあ

少なくなることは事実。今の計画でいくと少なくなることは事実ですので、現状か

らみればもうそれでいいのかもしれませんが、先ほどの指摘のような状況の中では

ね、これでいいのかと。こりゃあ他人事じゃなくても私どもの世代、団塊の世代は

本当に今の65歳以上の方よりも3割も人口多いわけですよ。こういう中でね、これ
で大丈夫かと。この点については納得はできないということであります。それであ

のこれについては、だから今後実施設計ってことになって決まってしまえばこりゃ

あどうしようもないんですが。例えば将来の見込んでですね、例えば伊那中央がそ

うだったわけですね、直ぐはやらなかったんだけれども50ベッド分は確保したん
ですよ最初から。そいでその後に増やしたという経過あるわけですけども、まあそ

ういったことを検討することを求めたいと思いますが､その辺の考え方はどうかと

いうことを質問したいと思います。  
   ほいで2番目はその川島、一診の問題なんですが、このちょっとやっぱ町長に現

状にその地域医療ご存知ないんじゃないかと思うんですね。であちこちのあの診療

所などは、非常に例えばこれあの厚生連なんかもそうだし、それからあちこちこの

近くで茅野もそうなんですね。これ小さな小規模な診療所とだいたい訪問看護ステ

ーションとセットになってんですよ。ほいで訪問看護ステーション2.5人っての確
かにそりゃあそうだけど、そのブランチってかね、その支所を設けていけばいくら

でもそんなものは対応できてわけです。現にそういうことで対応しているんですよ。

何でもかんでもそこへみんな2.5人配置する必要は全然ないんです。だからそれは
運営の仕方であってですね、それから中村ドクターも本当にやっていただいている

んですけども、やっぱりそれとやっぱりセットにならなきゃ全部ドクターにね、過

重負担になっていってしまえば、それは難しいっていうふうに思うし、現状のいま

の町の確かに訪問看護ステーション1箇所あるわけですけども、今後の今の同じ情
勢っていう状況でね、在宅医療の志向が強まっているわけです。病院でスパゲッテ

ィ常態でね、最後は迎えたくないっていう世論は強まってます。だからそういうな

かでやはりあの在宅医療を重視するという姿勢をね、これはあのどうしても強めて
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欲しい。とりわけ川島・一診についてはね、今現状はどんどん患者が少なくなる、

財政負担が増えるからしょうがねえじゃねえかっていうような、そんな先ほどと同

じですけどもね、後ろ向きなというか現状に甘んじたような考えは捨てていただき

たいと思います。それについて再度その辺の、もう少し今の在宅医療展開されてい

るとこを勉強していただいてですねえ、町としてふさわしいやり方を考えて欲しい

と。それ2点目ですがいかがだと。  
   ごみについては、辰野は今課長答弁のとおりにね、上伊那でダントツなんですよ

1人当たりの出す量ってものが。これは結局財政負担に跳ね返ってるわけです。だ
から出る方もいかに抑えるかってこと考えなければ、削る方ばか考えているっきり

でね、この住民福祉の方の削る方ばか考えているんでなくて、そういうあの生ごみ

なんかは巨額な2億8,000万なんていう量ですから､これが1割仮にですね負担がな
ったって2,800万の節約になっていくわけですよ。でそういう点を真剣に考えてい
ただきたいと思います。でこれはこの議会だけでなくて、これから継続的に私ども

も、私も注視していきますし、提案もしたいし、それで先ほども言ったのは特に紙

類ですね、紙類これが2割～3割入っていることは確実なんですよ。で私ども毎日
の生活でも、ちょっとした化粧品の箱とかお菓子の箱とか、どんどんごみいっちゃ

うんです。だけどもそういうものをこまめに全部資源ごみとして出せれば、そりゃ

あ燃やす量は減るし、それから地球環境にはやさしいし、今のリサイクル社会に合

致しているわけです。でそういうきめ細かい政策の積上げなんですよこれは。生ご

みもそうだと思います。その辺でもう少し突っ込んだあの考え方を求めたいと思い

ます。以上です。  
○ 町 長  
   それでは根橋俊夫議員の再質問にお答え申し上げたいと思います。やはり急性期

減は困るということでありますし、私ども困るわけであります。まあしかし、現状

からみるとってことでありますので、伊那市の採ったようにそのスペースを確保し

ておいて、部屋を仕切らずに、そして認可されたときに仕切っていくという方式も

いいのかもしれませんが、ただし、建築面積が増えるために非常にまた何億円とお

金がかかってしまうということになりまして、しかもその間仕切れないわけであり

ますので、伊那中みたいに箕輪から南箕輪、長谷、高遠みんな組合員としてお金を

集めてやるならいいですが、辰野は辰野だけでやってますので、どうして箕輪があ

っち向いちゃったか困るわけでありますけども。あのまあそりゃあいいとしまして、

余裕的な問題もまた検討はさしていただきと思います。  
   ただまあご指摘でありますので、まあ建物があってその上へお神楽みたいののせ

るっていうことは、あの建築法でも一応許されていないわけでありますし、またあ

の縁起的にもよくないと言われています。しかし、当初から４階建てにしといて、

5階･6階を建てるんだよという予定で、基礎の柱を全部上へ50ｃｍぐらい出しまし
て、そこへ既にこう鉄筋コンクリートであればアンカーボルトをこう出して、用意

をしておく常態で後で増築を建て増しをするってことは、お神楽でなくてただ予算

だけの考え方で後回しになったということでもありますし、これは構造計算もそう



 - 39 - 

にされてますので、そういったことに対することは可能かもしれません。まあ合い

合わせて検討をさしていただきたいと、こんなふうにも考えております。  
それから診療所の問題でありますが、確かにこれあの訪問看護ステーションあり

ますので、そこからブランチという形で枝葉みたいに出していけば2.5人もいらな
い。だけどまあ1人はいなきゃいけないわけで最低ありますし、まあ診療所とセッ
トになればいいですが、実際だけど私の先ほど言ったのはそれだけの需要が見込ま

れるかということであります。まあその辺も検討してみなきゃなりませんし、また

先ほどの診療所の問題はやはり、まあそういった意志をもってしっかりやれと。お

医者さんを集めるに意志をもってということですが、しっかりあちらこちらで勉強

してこいってことですが、まあしかし、そのあくまでも需要ともう一つは予算です

ね、予算の問題。今は川島とそれから第一診療所に対しましては、まあ公設民営み

たいな一部形を採ってます。それでお医者さんも一生懸命それ頑張ってくれてます

が、まあしかし、それだけはお医者さんの方も張り合いがないとかいろんなことに

なってきて、次ぎの段階へとやっていくわけでありますが、今までみたいにやりま

すとですねえ、皆さん方もご存知だと思いますけども、1箇所の診療所で大体年間
1,000万近い赤字が出ましたよねえ、1,000万とか合計2,000万近いものが。まあと
ても町もそこまで出してやりきれない。かかった人数から割り返してみると大変な

ことになると。まあしかし、それだったらできるだけ辰野病院の方へまで来てもら

う。両小野国保まで来てもらうと、あるいは往診をまた民間のお医者さんにしてい

ただくと、いろんな方式を考えた方がいいだろうと、こんなようなことから今始ま

ってるわけであります。まあしかし､何にしても病院であっても医師不足の時代で

すから、ましてそういった診療所まわりのあのお医者さんが来てくれるかどうかが

一番大事でありますので、神経使ってさらにまた頑張っていきたいとこんなふうに

も思っとります。  
あとスパゲッティ方式ってのよく意味が分らないんですが、病院の方もあのもし

これ十羽一からげという意味でしたら、そうならないような今医療、個人のやっぱ

り人権とそして考え方、いろんなものあの尊重しながらやっていくように病院ほか

も心掛けておりますので、是非ひとつその辺もまた違う面がありましたらご指摘を

いただきたいとこのように思います。  
生ごみに対しまして、減量できるようにまたいろんなあの施策、施策を講じてみ

たい。以上であります。  
○ ９番(根橋) 
   えーと再質問というか、一つあの診療所の赤字は2000万じゃなくて200万だと思

うんですが、ご訂正いただきたいと思いますが。ほいでスパゲッティってのはあの

よく言われているそのチューブがらみって意味ですね。あの病院で集中治療室等で

すね、チューブがらみでそういうのはいやだってかね、そういう意味です。でいず

れにしましてもですねえ、ちょっと今の答弁だと消極的なんですが、今の地域医療

本当に大変なことは事実なんです。でドクターがいないっていうことも厳しいって

ことも事実。しかし、そういう中でやはりいかに住民の健康守っていくかっていう
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点については、もう少しやはりあの勉強っていうかお互いがですね、検討していく

ことが大事じゃないかってことを指摘申し上げて終わりたいと思います。  
○ 町 長  
   はい、ご質問じゃありませんようでありますので、ただ訂正がありますので、赤

字につきましては2,000万じゃなくて、200万、200万ぐらいだったと思います。し
かし､それ以前はですねえ、看護師さんが正規でお願いをしているときはもっと出

ました。あのその方が退職されて、また嘱託で来てくれたんで看護師さんとしての

給料がずうっと安くなりましてそのくらいですから、実際には500～600万でたと
きも記憶にもありますので。まあしかし、いずれにしましても赤字にならんように

やっていくことが大事かと思います。以上であります。  
○ 議 長  
   ただいまより昼食を摂るため暫時休憩といたします。なお、再開時間は13時20

分、1時20分といたしますので、時間までには入場してください。  
    
   休憩 午後0時14分  
   再開 午後1時20分  

 
○ 議 長  
   休憩前に引き続き再開いたします。ここで欠席届のご報告を申し上げます。下田

則巳議員が所要のため、午後欠席する旨の届出がありましたのでご報告いたします。  
   それでは進行をしてまいります。質問順位4番、議席3番篠平良平議員。  
 
【質問順位4番、議席3番篠平良平議員】 

 
○ ３番（篠平）  
   それではただいま議長から発言の許可をいただきましたので、順次質問をいたし

ます。 

始めに実効性ある「町税等の滞納整理」について伺います。町税の徴収が町政の

根幹をなすものであり、町税の徴収が適切、かつ、厳正に執行されなければならな

いことは当然のことであり、税は公平に負担されなければならないことは、国民誰

もが理解しております。「政府税制調査会」の中期答申がなされた中で租税につい

て、つまり税金の公平性について、このように言っております。「公的サービスを

賄う租税を、国民皆が広く公平に分かち合うことが重要であり、人は自らに多くの

公的サービスを求めつつ、租税の負担はなるべく、少なくしたいと考えがちであり

ますが、一定の公的サービスを賄う場合には、自らの租税の負担の軽減は、他の

人々への負担の増加を、意味する事を忘れてはなりません」と述べております。 

昨年の12月議会に｢町税等の滞納に対する特別措置｣の条例案が上程され、委員会

審査で継続審査となり、改めて今議会で審査されることとなっております。この条

例の目的は、町税等滞納者の放置が納税義務を果たさずに権利を主張することを黙
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秘することで、町民の納税義務の公平感を疎外することを考慮し、また、納税につ

き著しく誠実性を欠く者に対して、納税を促進するための特別措置を講ずることで、

町税等の徴収に対する町民の「権利と義務」の象徴を図り、納税意識の喚起や滞納

の未然防止、町民の信頼確保などを目的として、制定するものであります。氏名公

表を必ずしも目的とせず、あくまでも最終的な判断であり、第三者機関の審査会の

中で基準に照らし、研究・検討し、直接滞納者からの事情を聞くことや公表する場

合にもおいても、基本的人権を尊重し、事前に滞納者に弁明の機会を与えるなど、

一方的に執行するわけではなく、プライバシーにも十分配慮しながら、2重、3重の

チェックをし、適正、かつ、慎重な手続を踏んだ上で、極めて民主的方法であると

理解しております。 

全国で先駆け条例制定した小田原市の条例制定までの過程を調べてみました。遡

ること12年前、平成5年に市長が「税負担の公平性」という観点から、悪質滞納者

の氏名公表について、研究するよう収納課長に指示したということであります。し

かし、収納課長の結論は、地方税法、地方公務員法の守秘義務の関係で、氏名公表

はできないという報告であったそうであります。平成10年1月、再び市長の指示で、

悪質滞納者の氏名公表研究・検討プロジェクトを発足させました。しかし、平成11

年1月にここでも同じ様に地方税法、地方公務員法の守秘義務の関係で、氏名公表

はできない旨の、報告があったそうであります。 

ここで諦めないのがこの市長の凄いとこ。平成11年3月に市民代表、法律学者、

弁護士、税理士など7名で構成する「市税徴収制度懇話会」を設置し、平成11年8月

に提言、平成11年12月に「市税滞納審査会」を設置、平成12年3月議会に条例案を

上程し、可決されたというものであります。何が言えるか。条例制定に市長の強い

熱意と意思と指導力が発揮されたわけであります。 

条例制定された各自治体では、法的問題については、このように解釈をしており

ます。名誉毀損に関しては、事実の公共性、目的の公益性、つまり社会一般の人々

のためになる利益及び事実の真実性が証明できれば、誠実性を欠く滞納者の氏名な

どを公表しても、名誉毀損罪は成立せず、公益目的であるということで、不法行為

責任についても同様に成立しないと解釈しております。 

滞納者の氏名公表ということについては、公表という事実と公益性との関係で、

滞納という事実とそこに著しく誠実性を欠くものという要件があり、納税者との不

公平感を是正する、あるいは不公平感の増長を防ぐという点で、公益性の確保につ

ながり、正当性はあると判断しております。また、守秘義務については、公務員に

課せられた守秘義務は、国民全体の利益を図るためのもので、納税道義の向上とも

っぱら公益を図る目的で公表した場合には、社会通念上、相当と認められる限度を

超えたものでないから、守秘義務に違反するものでないと判断されています。法律

学者、弁護士の方々に専門的法律や判例など様々な角度から研究・検討してもらい、

総合的な観点から条例施行に踏み切っております。 

私は今回の条例制定について、12月議会でも申しましたが、諸手を上げての賛成

ではありませんが、やむを得ない措置であると考えます。多くの町民の方々は、国
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民の義務として厳しい社会情勢の中、苦しいながらも懸命に納税している方がいる

ことを真摯に受け止め、そうした町民の気持を斟酌し、どの自治体も実施できずに

苦慮していた、あまねく町税滞納への対応の打開策として、本町民のみならず、県

内自治体が注目する中で、新しい時代を切り開く、時宜を得た取り組みであると評

価するものであります。しかし、氏名公表については、厳格な規定を設け、施行規

則の中に掲げるべきと思っております。 

そこで2点について伺います。この条例が制定されることによって、滞納問題す

べてが解決されるとは思ってはおりません、税の公平性、公共性の利益などを図る

うえで、一定の効果は期待できるとしても、即収納率の向上が図れるかというと滞

納額を一挙に解消していくことは困難であるが、滞納整理が今後進めやすくなるこ

とは確かであります。更に担当職員の研修を深め、専門的な対応ができ、どんな悪

質滞納者にも冷静に対応できる人材を育て、各課の連携を密にし、協力体制を取る

等、「町税等の滞納に対する特別措置に関する条例」を生かす体制づくりは必須で

あります。更なる、納税促進のための体制づくりを、何か考えているのか伺います。

国民の義務である納税を真摯に受け止めた誠意を持って行っている多くの町民の気

持ちを斟酌し、英断されたことには評価します。条例制定には賛否両論あるものの、

さらに実効性ある条例とするには、「おそれず、ひるまず、とらわれない」、不退

転の決意が望まれるが、滞納整理に当たっての町長の決意を伺います。 

次に特色ある辰野病院建設について伺います。今なぜ辰野病院の建設が必要かは、

9月議会で申し上げてきましたので、くどくどと申しませんが、いわゆる築後35年

経過し、老朽化に加え、時代とともに施設そのものが、患者のニーズに合わなくな

っている現状からであります。国民が医療に対する関心の高まりと共に、患者が病

院に求める期待度と満足度は、益々高まってきております。高度経済成長のころ、

どこの病院も患者の入院の要望に応えるため、増床計画を行ってきましたが、療養

環境という点では今一つ重視されてきませんでした。しかし、ここ数年の間に、多

くの患者を診るだけでなく、療養環境が治療の中で、重要な位置を占めるといった

考えに大きく変わってきております。同じ負担であれば、サービスの良い病院、快

適な環境の良い病院、あるいは自費負担しても質の高い医療ができる病院を選ぶこ

とになり、患者が病院を選択する傾向は今後益々強まってくると思います。 

この様な状況の中で、辰野病院職員で組織する、「医療機能検討委員会」では、

医師、看護師、事務担当者を含めた研修、勉強会、ＱＣ活動など積極的に取り組み、

また、これからは選ばれる病院を目指すことが重要であるとの観点から、患者や町

民に対する医療情報の提供として、「辰野病院だより」を発行し、町民の皆さんか

ら受ける評価も高く、患者や家族をはじめ地域町民に満足される病院改革に日々取

り組んでおります。病院職員がこの地域で行うべきことは、町民の生命と健康を守

ることに尽きると思います。患者の皆さんのみならず、より快適な環境の下で町民

に親しまれて信頼される中核病院として、さらに高度で良質な医療が提供できる、

そうした職員が働きやすい、働き甲斐のある環境をつくることも重要で、それが

「安心して安全な医療」を行える体制を整えることに繋がるからであります。 
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私は、昨年の9月議会で、「荒神山ウォーターパークに温泉を活用し、リハビリ

を含めた総合的な辰野病院の建設」を提案してきました。今でもその気持ちは変わ

っておりません。その後、多くの町民の皆さんから、期待と希望を託してご意見、

ご示唆、激励をいただき、実現に向けての意思は尚一層強くなっています。私が9

月に質問をした二日後の夜、ある女性からこんな電話をいただきました。「9月議

会で議員さんが質問した、ウォーターパークに辰野病院を新築することは決まって

いるんですか」という内容の電話であります。私は「決して、決まっている訳では

なく、自分の考えの一つの提案」として質問したことの内容を説明すると、その方

は、「私は、議員さんの質問を聞いてハッとしました。私は今まで、ウォーターパ

ークを営業することだけを求めてきましたが、ウォーターパークをこのような有効

活用の方法があることに、少しも気が付かなかった。私は目から鱗が出るほど嬉し

かった。是非頑張って欲しい」という内容の電話であります。20分程の短い時間で

の会話でありましたが、リハビリの必要性、温泉を活用した病院建設に熱意を持っ

た「ウォーターパークの営業を求める会」の方からの電話でありました。 

社会資本投下の中で財政が厳しくても、どうしても行政がしなくてはならない施

策の一つが辰野病院建設であり、避けて通れない問題であります。行財政改革大綱

の中で、17年度では基本計画の策定が示され、その委託料予算として8,000万円程

盛られ、18年度から実施計画に移る計画が示されています。町民の皆さんとの対話

の中で、病院としての概念だけでなく、緑豊かな良好な自然環境の町民の憩いの場、

安らぎの場を感じる場所として、ウォーターパークへ「特色ある辰野病院」を建て

て欲しいという要望は根強く、病院建設は辰野町にとって最大の事業であり、町民

は重大な関心と期待を持って見守っております。 

町長は9月議会の答弁で、新しい提案として、できれば6個月ぐらいの間に、結論

を出したい旨を申されましたが、その後の検討経過は、4月より当面の間、産科が

なくなることに加え、町民は他の診療科目もなくなるのではないかという不安を抱

いているのも事実であります。しかし、病院が新築されたときには、大学からの産

科医師を派遣してもらえる確約もあり、そうした町民不安を払拭するためにも、今

議会で方向性を出し、今こそ、町長の強力なリーダーシップと勇断を持って、町民

に夢を与えるときではないか。町長の決意をお聞きいたします。以上、若干質問が

長くなりましたが、壇上からの質問を終わります。 

○ 町 長  
   それでは午前中に引き続きまして、一般質問質問順位4番の篠平良平議員の質問

にお答え申し上げます。第四次行財政改革大綱の中からという謳いで、納税促進の

ための体制づくりと滞納整理にあたっての町長の決意ということでご質問でありま

す。今、縷縷かたられたとおりかと思います。大変財政難でもありますし、また公

正・公平の立場、90何％のほとんどの人が税金は納めていただいておりますが、
それも先ほど言ったように楽で喜んで払っている人ばかじゃない、大変苦しい中で

も歯を食いしばってやはり納税意識という観点から払ってくれる方も大勢いらっし

ゃるわけであります。それに対しまして、滞納せざるを得ない常態の人、あるいは
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また払えるの払えない人、様々かと思います。辰野町も今までもいろんな手法を求

めまして、徴収係専門においたりして、これを滞納整理をしてきたわけであります。

ただ他所の町では5年以上経過すると、もうこれを不納欠損という形の中で整理し
て、要するに会社で言いますと一応損金で落としてっちゃうところがある。しかし、

それでは5年経てば我慢してれば、お互いに我慢してれば消えるのかというような
まずい意識も出てくるということで、辰野町は何10年も全部入らない限りは累計
されております。その金額がいろいろ合わせますと3億、4億と、こうなってきた
わけであります。もちろん一年の中でそれだけのものが一気に生まれるわけじゃあ

りませんが、しかし、そういった累計やまた滞納額も前よりは増えてきている。社

会現象ほかいろんな現象の中で、また人間の社会的な感性の問題も含めてそのよう

な現象が起きておりまして、今回提案を求めているものも沢山あるわけであります。  
   現在委員会の方へ付託している氏名公表の部分もありますので、ここでは私の方

としては委員会の方へお任せしたる以上は、多くはその件に関しては特別語ること

はできないわけでありますが、まあしかし、あの小田原市長のお話も今聞かしてい

ただきました。こりゃあもう法律を越えて作るものでありますから、当然それだけ

の軋轢もあったはずですし、また作ったことに対する非難も当然あるわけでありま

す。法が優性か、あるいはまた条例がそれを越えていのか、というふうな見解も出

てきます。まあしかし、公共性、公益性に関するものだからいいだろうという考え

方もあるのかもしれません。しかし、現行法ではこれはまあ作っても実際に施行し

た、実施したところがないわけでありますので、法的観点ははっきりしたあの今ま

での判例はないわけでありますが、しかし、法を越えて判決が出るはずはもちろん

ありません。これはもういい悪い抜きの問題で、誰がみても常識論の中であります。

しかし、今回提案した問題に関しまして議論もいただいておりますが、とにかく納

税意識の高揚という意味におきましては、議員の皆さん方が担当委員会中心に公聴

会などもやっていただきまして、賛否両論同数で語り合っていただたこと。あるい

はまたこの問題に対して、住民意識が非常にあの揚がってきております。関心を持

ってきております。あちらこちらで話題、議題にもなってきております。そういっ

たことの中で、協働のまちづくり説明会におきましてもそういった問題も出される

地区もありましたし、ということで相当のこれは波紋を呼んでおり、ある一定の効

果をもう既にでき上がってきているのかなあというふうな感想を今私もこの場にあ

たっては持ってるところであります。あくまで氏名公表することが目的ではありま

せん。納税意識の高揚というもの自体につながればありがたいなあというふうにも

思っているわけであります。  
   したがいまして、また懸命な委員会の皆さん方の見解を待ちますけども、まあ町

といたしましてもとにかく税収が上がることを一生懸命望んでるわけでありますの

で、ご理解をいただければありがたいと思っとります。ただ守秘義務になるかどう

かってことは、これはあの条例が制定されれば、しかし、されてもですね、法律を

越えて作った場合には守秘義務にあたれば守秘義務として罰せられます。というこ

ともありますので、あくまで法制下の中でのあの許されたことだけしか日本の国は、
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あるいはまた政令、法定あるいはまた法制国家はそのようになっておりますという

ことだけはあの申し添えておきたいと思います。  
   滞納整理にあたって町長の決意ってことでありますが、まあ今言いましたように

真剣に現在でも取り組んでおりますし、広域的にも連携する。あるいはまた県とも

協調する。こういう形の中で払っていただけない皆さんに話をして、なんとか払っ

ていただくように、例え分納でも結構でございますし、いろんな方法もありますの

で、更にまたこのことは今の委員会付託の件がどうあれしていかなければならない

ことであると。更にまた進めてまいりたいと思っとります。  
   次ぎの問題につきましては、特色ある辰野病院の建設に向けてということであり

まして、まあ社会資本投下の中で財政が厳しくても、どうしても行政がしなくては

ならないものというふうに書かれていますが、タイトルで。まあ行政って言います

か、辰野町が病院を持ってるがために辰野町の行政がしなきゃならないことという

ことに解釈いたします。ないところはする必要ないわけでありますので、辰野町は

既に1.5あるいは二つ病院持っとりますので、このことは住民同意あるいは民意の
要請も強いわけでありますので、やはり近代病院に構築すべく頑張っていきたいと

思っておりますし、また9月議会からちょうど6箇月だということでありますが、
既にそのようになるように現在、運営委員会でも検討を始まっておりますし、また

財政の問題もある程度までこぎつけてきておりますが、更にまた腹をくくって皆さ

ん方に提案しなきゃならん時期もこようかと思いますから、いずれにしましてもも

う少し慎重に民意を汲みながら展開をしていきたい。  
   ウォーターパークは、先ほど来いろいろと議員の皆さん方もお話があるところで

ありますが、確かにいろんな意味ではやすらぎ、緑、ご指摘のとおり、また天竜川

のせせらぎ、またそこの地域、土地の特性としてもし温泉も使えるならというなこ

とで、これからの病院運営に特色あるものということになると非常に適地であると、

適地の一つの有力な候補であるということだけはこれは事実であります。まあしか

し、そこにあるウォーターパークあるいはプールなどの問題の解決にも当面あたっ

ていかなければなりませんので、先ずはどのような方向が必要であるのかというこ

とであります。ある一定の方向が出ましたらリーダーシップを取って、そして住民

の皆さんにお願いをし、民意を汲んだ上にですね、決定をして、構築にあたってい

きたいとこんなふうに考えてるとこであります。  
   まあこの間も申し上げたかと思いますが、まあ非常に財政苦しい中でありますが、

まあ大きな下水道というものが一応一段落に入ってまいります。これは約270億円
ぐらいかけて、まあ1年ではありません。何年に分けてやってきたわけであります。
まあこういったもの、ですけどこれ起債事業でもありますので、返済はまだこれか

ら過ぎへいってピーク迎えますが、しかし、気持ち的には事業が一応終結をみる

近々にきておりますので、次ぎの大型事業としては病院事業なども民意からみて次

ぎの大事業の一つかなあとこんなふうにも考えているところであります。あと課長

の方からもありましたらお答えをしたいとこんなふうに思ってます。  
○ ３番（篠平）  
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   納税の体制づくり。  
○ 税務課長  
   あの条例につきましてあの継続審査ってことになってますんで、その様子をみな

がら対応さしていただきたいって思ってます。ただあの滞納整理の強化ということ

で、今回のあの第四次行財政改革大綱にももってございますけれど、町税等のあの

口座振替の一層の推進等も図っていきたいと思ってますし、またあの全国的にあの

段々普及、普及と言いますか取り入れられてきているんですが、コンビニストアで

のあの納付等も考えながら、納税のしやすい体制をこれからは作っていきたいとい

うに思ってます。またあの午前中にもありましたけれど、広域による滞納整理とい

うことで、上伊那広域の中で合併問題であの中断してるんですけど、それをまたあ

の担当者としても持ち掛けながら､滞納整理の一層の強化を図っていきたいってい

うに考えてますんで、よろしくお願いします。  
○ ３番（篠平）  
   まあこの条例の件にはあの総務委員会の方に付託してございますので、あと委員

会の皆さんにお願いするわけですけど、ただ一点ですねえ、あの今現在この辰野町

の中でも氏名公表という条例は今現在あるんですよね。これ何かというと辰野町放

置自動車の廃止の要するに条例があるんです。でこの中の13条に公表というとこ
ろがあります。ちょっと読んでみます。「町長は、前条の規定による命令を受けた

者が正当な理由なく、その命令に従わないときは、その事実を公表することができ

る」まあ2項として「町長は、前項の規定による公表をしようとするときは、予め
公表されるべき者に対し、その理由を通知するとともに弁明の機会を与えなければ

ならない」とこういうになって、この条例の施行規則の第9条公表というとこです。
ここには「条例第13条第1項の規定による公表は、次ぎの各号に掲げる事項につい
て公告することにより、公告と言うことは公式に一般の人に知らせること」という

ことです。公告することにより行うものとすると。この中に六つ載っております。

一つが命令を受けた者の氏名、二つ目に命令を受けた者の住所、命令の内容、事実

の内容等々載っているんですね。でまあ若干この滞納とこの放置自動車という点で

ニアンスの分は違いますけども、まあ一応辰野にもこの条例は昨年の12月の、あ
昨年じゃない、15年の12月に制定されているということでございます。でこの件
については、あの先ほど言いましたようにあの総務の方でやりますけれども、先ほ

ど言ったようにあの課長の言ったようにこの条例が仮に制定されたとしても、滞納

が減るというわけじゃございませんので、まあ真面目の者が馬鹿をみるようなそん

なことをいつまでも惰性のままにしていいのかということを私は思っとります。  
   それから病院ですけども、まあ検討してるということで、まあ町長もあの前回9

月のときに、まあ一番の問題は財政の問題だと。一番財政はやっぱりまあ一つとし

て病院建築に対してまあ大きな国、県の補助がないということが先ず一つあると思

うんですよね。まあ1割から1割半ぐらい。それとこの病院建築に関しては、莫大
なまあ起債を使わなきゃならないと。この二つがまああるわけでありますけれども、

まあそんな中であの昨年の9月のときに、町長まあ地方交付税がガクンガクンと下
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がっちゃったと。ほいで下げ止まりいつまでいくか分んないというようなことで、

なかなか結論を出せない常態であったと思いますけども、まあその三位一体の改革

が昨年の12月に概ねのまあ全体像が出されたわけですねえ、その中では17年、18
年については大幅な削減はしないというような方向が。まあ全部が三位一体まだし

っかりとしないんですけど、そういう方向が出されて、なおその1７年以降も地方
財政計画の合理化、透明化を進めるとされて、そういう方向が出されているわけで

すから、１8年以降も大幅な今の解釈でいけばね、大幅なあれはないんじゃないか
っつうそんな気もするんですけども。そういうふうに私はちょっと理解してるんで

すけども、それであのまあ町長も今いろんな方向で検討していると、まあＰＦＩも

検討はしている。それであの方向性だけはね、まあ仮に仮にですよ、その建設がち

ょっと先にいっても、方向性は出すべきじゃないかなあっつう気がするんですよ早

めに。まあ、あの財政的な問題で建設が先に1年いこうとしても方向性だけは、例
えばどこへ建てるというようなね、その方向性だけは出してもいいなあと思うんで

すけれど、その辺のちょっと答弁をいただきたい。  
○ 町 長  
   先にあとからの病院の問題でありますが、方向性でありますけれども、まだ運営

委員会の方から答申をいただいているわけじゃありませんので、もちろん運営委員

会の方へ投げかけてはありますので、一定の方向に基づいてお話を申し上げてるわ

けでありますので、やはり先ほど言いましたように今のこういった時代であります

し、私の主義からしてやはり民意を汲んだうえで方向決定をしたいと思っとります。

まあしかし、そういう方向にもちろんあの議員もご指摘のとおり、進んでいること

だけは事実でありますから、研究してですね。ただ国の今､ご指摘のとおりのよう

なことがありましたので、若干、若干って言いますか相当遅れているってことも事

実であります。ただ大きく国が下がらんだろうというのは、これは大変なことであ

りまして、やはり国民あるいはまた地方6団体大騒ぎしないと、どんどんと減らし
てきます。まだまだ減らします。早く国の方も倹約するように、国家公務員もう1
回各省庁の見直しぐらい入ってもらわないと、こう各地方ばかりどんどん人員減ら

して、あのその人たちは国民が見えてませんので平気な人たちですから、やはり気

がついていかないと。こんなの放っておけばどんどんと切っていくでしょうね。地

方の住民サービスということを観点においてませんので、とにかく国が成り立つか、

成り立ちそうもない。じゃあ切ってくる。切ってくるんじゃ大騒ぎになる。じゃあ

大都市を見方に付けようとして、付けて、多数の論理ということでどんどん責めて

きておりますので、そんな簡単なもんじゃない。こんなふうに思ってます。  
   まあ町はいつも言っていますように、事業ごとには他所の市町村に負けないぐら

いの有利な事業は取ってまいります。まあしかし、任意一律ですねえ、地方交付税

を何％カットっつうときに、辰野だけよしてくださいってわけにはいかないんです

ね。それが辰野でこう頑張ってきてても3～4年間で17億も下がってるわけですか
ら、まだまだ下げると思います。国の考え方は地方でサービスするのはある面で行

き過ぎだってなこと言ってきております。個人給付は一切止めなさいってことどん



 - 48 - 

どん出てきておりますし、こんなこと地方でやってるんですよなんて今ごろ気がつ

いて、いろんなことを言ってきて、要するに減らすのにやっていけないっていうと、

あの行政でやるべきじゃないことまでやってるんじゃないかと、どんどんこう先ず

その出金の方まで切って意見を申し述べてきております。まあそういうことですか

ら、まだまだ下がるかあるいは攻防でですね、地方が頑張って国に対して向うか。

そういう中で国もやっていけないですから、国の方に早く火がついてくれれば。今

んと国が火がつかなんで、こっちだけ押付けてる常態。まあ人がいいっつやあ人が

いいんですねえやっぱり。気が付かないっつやあ気が付かない。やはりマッカーサ

ーから与えられた民主主義のために国民に意識が少ない、勝ち取ってない。こうい

うことの中で、こんなことも起きてるんじゃないかとこんなふうに思います。シャ

ープ勧告で、大都会みたいなこう沢山の税金が集まるところは、国民の税金は日本

中少し余分に取って、大都会のような沢山集まるところは、今度は橋を架けたりな

んかできないようなところへ、この地方交付税として別個に取って、それは国が使

わなんでこの交付していけということで、今法律で基づいてやってるんですが、そ

の地方交付税国が手を付けてというのが現状でありますから、その辺もお互いに見

抜いていかなきゃならないとこんなふうに思っとります。いずれにしましてもそう

いう辰野病院の問題は、現状進めていることは事実でありますので、ひとつご理解

を賜ればありがたいとこんなふうに思っとります。  
   あと滞納整理の方の問題に対しましては、大変なことであろうかと思いますが、

先ほど車不法にですね、まあ置いてある。しかし、あのあそこにナンバーがいくつ

か置いたって、捜しても分らない。持ち主も分らない、どこへ行っているか分らな

い。この場合は公表して、さてどなたのものですかとこういうことはいいと思うん

です。どこに誰がいて、まあ辰野に住んでいようがいまいがですねえ、その人を今

のようにまた公表できることになってまして、あくまでこれは条例でできる規定で

ありますが、例えそうであってもですね、放置自動車をしていろいろ言ってるにも

関わらず、撤去できない。公衆の利益に反するだから公表していい、できる規定に

なってますが。公表した時点で、公表したこと自体が法律に引っかかります。名誉

毀損ということになってまいります。要するに神罰が悪いことに国税が優先だとい

うことです。国税の以内でなんとかやりなさいと。不都合でしたらあの国の法律を

直しなさい。法律を直しなさいとこういうのが法治国家の原点でありますから、い

ろいろ理屈を付けてきてもおそらく駄目だとこんなふうに思ってるとこであります。

なお、その条例ももう１回再認識さしていただきたいと思います。以上です。  
○ 議 長  
   進行いたします。質問順位5番、議席11番 山岸忠幸議員。  
 
【質問順位5番、議席11番 山岸忠幸議員】 

 
○１１番(山岸) 

２点につき質問します。１点目として、今回の「辰野町第四次行財政改革大綱」
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並びに「大綱推進プログラム」「緊急財政健全化計画」の3点セットに中で、特に
職員の人件費削減に関する事項につき何点か質問します。今回の大綱は「住民と行

政のまちづくり」をテーマとして、今までの行政改革に加え、その名称のとおり財

政改革も大きな柱になっています。これらの中では､公共料金の値上げや各種の使

用料､手数料の値上げ､また様々な団体や組織に対する補助金の削減や打ち切り､ま

たサービスの停止といった形で､町民一人ひとりに大きな負担を求めるものになっ

ており、これから、さらに厳しくなるようになっています。こうした中で多くの町

民は､多少の不満を抱きながらも､辰野町が町として残るために致し方ない､我慢を

しようという状況にあると思います。しかし、こうした状況の中で､町民の間には､

町の全体の収入がこれだけ少なくなっているのに、職員の数が減らない。給料等の

人件費が少なくならないのはどうしたことか、という疑問がくすぶり続けているの

も事実であります。  
こうした疑問に対して､町では大綱や健全化計画の中で､職員の人員については､

昨年度から平成25年までの10年間で、一般行政職の職員を今より3割、約50人ほど
削減する計画でいます。また定年前の早期退職勧奨制度を活用して、早期退職者を

募る計画もあります。給料の面では､この議会にも提案されているように、昨年に

続き給料の100分の１を削減する案が出されてきています。このように何とか、い
くらかでも人件費を抑えようとしています。しかし､健全化計画の中では、このよ

うにも言っています、「効率的な行政を行ううえで､職員の人件費コストを下げる

ことが､健全化の大きな要素になってきます。職員の年齢構成や身分保障上の問題

もあり､一度に職員数を削減したり､給与を大幅に下げることは制度上容易ではなく､

団塊の世代など多数の退職職員が出るような時期まで待たなければ､抜本的な対応

は難しい状況です」と。このように、この人件費に関しては分かってはいるけれど

も、根本的な改革はできないという状況にあります。  
 そこで何点か質問します。まず、これまで進められてきている業務の効率化、ま

たＩＴなどの活用による業務の合理化、さらに大型事業の削減等により、職員一人

ひとりの業務量は少なくなってきていると考えられますがいかがでしょうか。  
次にこのような状況の中で、現在の辰野町の財政規模､業務内容等からみて､今現

在の一般行政職の職員数は、どれくらいが適当と考えておられるのか。また町の予

算に占める人件費の割合、平成17年度予算では全体の23.6％、16億8,000万円余と
なっていますが、この割合はどれくらいが望ましいと考えているのか町長の考えを

お聞きします。  
 町長は今後の町の適正財政規模について、65億円程度が望ましいのではないか
と言っていますが、このまま人員の削減が自然減少だけでは、人件費の割合は増し

ていくばかりです。そこで、人員の削減が進まない状況下では、人件費の総額を決

めてしまい、それを職員数で割る。ちょっと極端な例なんですが、例えば100人で
できる業務を150人でしているとしたら、100人分の給料を150人で分けてやってい
くとか、人件費の割合が予算全体の20％以内が適正と考えるならば、その20％を
最高額としてそれ以内に収めていく。予算70億円では人件費は14億円以内、65億
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円の予算のときには最高でも13億円と、このように決めておくといった考えはで
きないでしょうか。昨日の新聞報道では、箕輪町では町の一般職の職員を125人か
ら118人に減らして、町全体で267人からに257人に減らす職員定数条例の改正案が
出されとありました。町でもこうした計画があるのかお聞きします。  
「大綱推進プログラム」では今後、能力給制度や人事評価制度などの導入が検討さ

れていますが、人件費の大幅な削減に結びつけるのは、なかなか難しいと思います。

住民との協働したまちづくりが動き始めているときに、先ほど述べたような不均衡

感、不平等感などの住民感情が大きくなれば、協働そのものに亀裂が生じることも

危惧されます。改革プログラムが始まるこの時期に思い切った対策が必要と考えま

すが、町長の考えはいかがでしょうか。  
次に2点目として、辰野病院の増改築について質問します。このことについては、

先ほどまでに二人の議員が取り上げておりますが、昨年より議会でしばしば質問や

提案が出されているところであり、多くの議員が現在地での増改築より新しい場所

での新築を提案しており、新しい場所の候補としては南パルの跡地、荒神山ウォー

ターパークが挙げられていました。また協働のまちづくり町民会議の中でも、新築

の場合は特色ある病院づくりをとの提言でした。そして本年度は新たな場所での新

築の場合の設計協議がなされ、現在地での増改築との比較検討がされたと思います。

こうした経緯を踏まえて、現時点で病院の増改築あるいは新築に対してどのように

考えているのか、町長の考えをお聞きします。また17年度予算では実施設計委託
料として8,100万余の金額が計上されています。実施計画ということであれば当然
具体的に何処へどのような形でという基本があるわけです。そこも併せて答弁願い

ます。  
辰野病院も昭和4４年建築で35年経過しています。老朽化対策として、既に平成8

年にマスタープランが作られていると聞きます。そのプラン作製から既に10年近く

経ようとしています。病院へ入院したり、お見舞いなどで行かれた人は、老朽化が

進んでいることを実感しています。壁には無数のひび割れが入り、タイルの剥落も

あり、一部改善命令も出されていると聞きます。また雨漏り、配管漏れもあり、看

護師詰め所、医師の当直室等一部使用できない状態になると聞いています。またこ

の間、医師、看護師をはじめとする病院職員は病院建設に関し、それぞれの立場か

ら、こうもしよう、ああ、もしようと夢を語り、新しいプランを病院建設にかけて

きて途中で頓挫するといった状況で疲弊してきています。また最近の医師不足とい

った面から考えても、医師や看護師もどちらかと言えば老朽化した病院よりは、新

しくきれいな職場で、最新の設備の整った職場で働きたいと思うのは当たり前だと

思います。こうした建物の構造的問題、またそこに働くものの意欲､希望と言った

面から見たとき、更に医師不足などの点からみても、このまま現状のままで辰野病

院を存続していくのは難しいと思われますがいかがでしょうか。 

最後に辰野町周辺の公立の医療環境をみたときに､上伊那では駒ヶ根の昭和伊南

病院､伊那中央病院とあり､岡谷では今度、岡谷病院と塩嶺病院が一緒になり新しく

なります。こうした状況の中で､昭和伊南の患者数の減少は伊那中央病院の影響が
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大きいなど言われています。改革大綱の中でも上伊那の公立3病院の役割分担､連
携ということがありますが､辰野病院としては､今後どういった分野で特色を持って

いくのか。あるいは専門分野を持っていくのか、これからの病院つくりの基本とな

るところですので考えをお聞かせ願います。病院の件に関しましては、根橋､篠平

両議員への答弁もありましたので、再度確認のため答弁をお願いいたします。以上

で質問を終わります。  
○ 町 長  
   それでは質問順位第5番の山岸忠幸議員の質問にお答えを申し上げたいと思いま

す。  
  先ず協働のまちづくり、また国の方がどんどんと地方交付税、国庫補助・支出金な

ど切ってきております。こういう中で町の財政がまあ辰野も含め、日本中の地方公

共団体が苦しんでいるわけでありまして、これに対して人件費の比率がどうか。高

いのではないか、あるいは減らせるのか。ひとつのまた升を作ってそれに合わして

やってったらどうかと、こんな提案の問題打破とこんなふうにも考えております。

このモデル、モデル的にっていうことになりますけども、モデル的には172名ぐら
い。第７次ということでありますが、これあの差引を福寿苑が入ったりいろいろこ

うやっていきますので、そういった差引していきますと、約197名、200名近いモ
デル。辰野町のだいたいこれを現在の見方の適正的なモデルからいくと、約137名、
あ197名ですから200名と200名とみた方がいいんだと思います。現在204名、203
～４名いますので、それにもう近いということであります。まあしかし、これもあ

の総務省やなんかがそのときの都合で決めてきますので、あのモデル的にはこうだ

とか、何人に一人ぐらいの公務員でいい。まあそうやっているとお金よこせっつっ

て国に行きますので、地方交付税もっと出せって言いますので、都合悪いからもう

ちょっと大勢の中で一人の職員でいいじゃないかなあって、こう見直すとすぐこう

下がってきちゃうんです。ちなみに昭和63年から30、元へ、昭和63年から64年に
かけて、平成年が始まるちょっと前です。そのころ辰野町の職員数は事務系ですね､

今のこの200人に対し、204人に対しては254名いました。それで歴代行革で段々減
らしてきた。  
ＩＴ、コンピューターが入ったりいろいろしながら、また合理化も進めながら職

員が減ってないんじゃないかっていうんですが、事実上はそれだけ減ってます。で

今回は私ども考えていますのは、こういったモデル的には200名とか203～4名、
197名くらいなんでしょうけども、これでもとってもやっていけない。もうあとは
適正うんぬんでなくて、人件費を払ったりして今後町を立ち行かせるためには、ま

あ150～60名まで下げないとしょうがないだろうというふうなことで、今推し進め
ているところであります。したがいまして、定年になったらお辞めいただく職員ば

かりでなくて、早期退職勧奨条例なども設けて、なかなかこれが優遇ができないん

ですけれども、本当は優遇してって思ったんですけども、税金で払うがために税金

の二重払いになってしまうとか、いろんな理屈がありまして、そういったことでき

ないんですけども、まあ勧奨をし、また協力いただくというな形の中で進めてまい
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りたいとこんなふうに思ってます。  
   さて、人件費が今どのくらいかということでありますが、平成14年と比較して

まいりますと、当時が22.2％というときもありましたけども、現在は23.6％。ほと
んど変わっていないとみていいと思います。しかし、占めている額はともかくです

ね、人件費自体は9.4％下がってます。平成14年度と比べると約1億7,000万円も下
がってます。これはあの職員の皆さんや皆さん、また理事者や議員の皆さん全部ひ

っくるめてある一定の協力をいただいているという部分もあります。同時にまた％

がじゃあ下がらないからおかしいじゃないかっていうんですが、この総体の当初予

算の一番最初の収入額が下がれば、人件費が同じだったらこう率上がってっちゃう

ね。ということでもっと上がるかなと思いましたら、今度災害があったんで。この

行政ってのは面白いんですね、一般には会社経営でいきますと、売上金額に対して

支出こうでてきます。こちらはあのこちらわって言いますか行政の方は、借金して

借り入れたお金も収入になっちゃうんですねえ。でそれで何をやるか、これぐらい

でやっていこう。災害が起こって、こりゃあまあ国庫補助だとか、県補助とかいろ

いろあります。まあ町単もあります。約じゃあ10億円ぐらいあったと。10億予算
が伸びちゃうんですねえ。あの町は大したもんだ、こんな厳しいときに予算が積極

型で、昨年より5％も伸びたなんて言ってみても、見たら、よく見たらですねえ、
災害復旧だったとこんなこと一杯あるわけです。それで、そういう中で人権費を％

でもって表していくってのは、非常にこの大きなあの意味のないパーセンテージで

ありまして、結局こう波が出ちゃうですね。増えれば下がる。今回の辰野町なんか

あれじゃないですか、22,23号台風などでぐっと今度決算でみると上がっちゃいま
すので、人件費は非常に安いっていうパーセンテージが出るんじゃないですか。決

して特別災害があったからあの人を減らしてるわけでもありませんし、人件費下げ

てるわけじゃありません。そうかってじっとしてお金がないからいろんな事業でき

ないよと、起債ももらわなんである中でもってやってこう、じっとしていると人件

費ってのは上げなくても今の出費を払っていくと、22～3億もし払ったとすればパ
ーセンテージ非常に高くなるじゃないでしょう。ただそうは言っていてもいけませ

んので、一般の常識的には会社もそうですし、一般の公共でもそうだと思いますが、

3割超えると危ないといわれるのが常識です。ただし、じゃあ病院経営はどうかっ
ていうと、ほとんどこれ人件費だけのようなもんでありますので、50％ぐらいが
だいたいどこの病院でも人件費なっております。これは55超えると危ないと言わ
れているくらいだそうです。ですからあの一般にしましてもですね、これはあの製

造業と卸売り業、沢山あの金額を出して差益が1割か2割しかない、そん中の人件
費の占める割合全部これ見方が違いますので、ですけどただ一般的に一言でいうと

今のような数字の30％とこんなふうになるんではないかとこんなふうに思えます。  
そういうことの中で、今度はいい悪いに関わらずどんどん人件費が大変でありま

すので、しかし、人件費は金額を決めとけとか、枠を決めといてってやると、先ほ

どのように当初予算によってえらい違っちゃいますので、これはあの当初作るとき

にはいいでしょうけども、実際にあの運用するにあたっては大変なことになります。
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どっちかが違ってきちゃいますねえ、パーセンテージが上がっちゃうかあるいは下

がっちゃうか。金額がこう上がっちゃえばこう下がっちゃう。それであの災害でも

もっと別個の事業が入ってくるとそちらの方へ人件費もっていきますので、じゃあ

全体的な流れはどうなるか。で全部でもってだからちょっとこれはあの言っている

気持ちはよく分りますし、そのように我々も気をつけてはまいりますが、いずれに

しましてもその何割だからこうだというふうには言えない。同時に職員の数もモデ

ル数よりももうどんどん下げなければやっていけない常態、こんなふうにお考えい

ただければありがたいと思います。また再質問でもあればお答えいたしますが、今

のご質問ではそんなふうに今考えております。  
次は辰野病院につきまして、そのお話の中で改善命令というものはありませんの

で、改善命令が出たらえりことですねえ。ただし、2年に一遍あの有資格者、設計
士などが地方事務所へ報告して、ここはあの今の少し修理とかですね、こんなこと

はあれかもしれんけど、改善命令ってことになると本当に建替えを強制的にやらな

きゃいけない。あるいはある一部やらなきゃいけないって、改善命令っていうちょ

っとそのそんな大げさなもんじゃないと思いますが、まああるいは建築指導とかで

すね、そういうことはあるかもしれませんが、改善命令が出てるような危険な、人

間がそこにいるだけでも危ない、こんなものではありません。43～4年か、に建っ
たものでありまして、現在まだ37～8年、鉄筋コンクリートで、後ろの西側はつい
最近ですから耐震構造でありますが、そうでないところも耐用年数からいくとまだ

まだであります。それは老朽化って言いますか、やはりタイルの剥がれとかそんな

ものはまた直せばできることであります。またあの雨水が少し漏おるとかそういう

ことはどこでもこれ起こることでありますので、こういった寒いとこでありますか

ら、陸屋根の問題とかいろんなことがあります。そういったことは補修などをして

いかなきゃならないとこんなふうに思ってます。  
老朽化して危険だし、とにかく建替えなきゃいけないっていうことではないと思

うんです。まあ確かに新しくはないですが、近代医療、高度医療に対応するような

基準に合ってない。基準はあとからできましたので､そのために廊下を広くしたり、

車椅子があのすれ違いしても、あの間を看護婦さんが歩けたり、あるいはまた点滴

のもの下げながら歩いても大丈夫とこんなようなこともありますし、またそれぞれ

都合にいいところにＭＲＩとかＣＴとかいろんなあのことを持っていかなきゃなり

ませんし、また合法的にナースステーションのあり方、ある位置などの問題もいろ

いろと出てまいりますので、そういった意味で総合的に建替えたらどうかというふ

うなことであります。今、改善命令が出るような非常に危険な建物であるのでなん

ていうことになりましたら、今いる患者さんみんな出ちゃいますもんね、そういう

ことではない。しかし、ご指摘のように非常に環境豊かに、そして快適な病院であ

る必要はありますので、それは働く皆さんも、働く先生方も、患者さんもそうであ

りますから、それに向けて努力はさしていただくとこいうことであります。ご理解

を願えれば大変にありがたいとこんなふうに思っとります。  
非常に建てにくいってのは、先ほどもちょっと前の議員さんにお答えしたとおり
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でありますが、普通の常識のように土地を売って、新しいとこ買うってことはでき

ないっていうことです。借地ですので非常にあの辰野の場合は、借りっぱなしの常

態できちゃったもんですから、上の建物うわもの売ったって買い手はないですから、

そっくりあの建てなきゃいけない。なお、土地を買ってなんちゅうことになったら

不可能ですので、やはり所有地の中でどっか適宜やった方がいいだろうということ

であります。是非ご検討いただければありがたいと思います。あとご指摘のところ

もありますので、課長の方からもお答え、また事務長の方からお答えいたしますが、

マスタープランは平成13年にできあがったとこですから、是非ひとつお分かりを
いただきたいと思います。最近のマスタープランです。ほいで平成14年に基本設
計に入りました。平成15年にその見直しに入りました。今年度平成16年は、町有
地に別のところへ新築の検討はどうかということも今検討されているとこういうこ

とでありますので、この順番は13年ぐらいからあの具体的に入ってきてるとこう
いうことであります。  

○ 総務課長  
   山岸議員さんのご質問の中で、人件費っていう話が出てきまして、職員の給料が

即人件費っていうばっかりでなくて、人件費の中には特別職の議員さんも含めた、

入ってますし、消防団員さんの報酬ですとかそういったものも入っておりまして、

23.6％分、16億の部分については、そういうことでありまして、職員給について
は14億6,700万ほどですので、20.6％ぐらいが職員給、そういうことになっており
ます。それから業務量が減ってきているのにっていうお話でございまして、確かに

まああの総体数ではなかなか減ってこないってことあるわけありますけれども、仕

事の業務内容によりまして大きく変わっておりまして、まああの総務費、総務の中

では15、16と13名ほど増えているわけでありますけども、合併の協議会ですとか、
行革の行財政改革の関係、ほれから派遣職員だとか、まあそういった形の中で行政

需要が増えてってこともありますし、税務課も徴収の関係で15年に二人増えてる
とか、変わって農水省関係、農水の関係で3名減、商工で2名、ほれから建設で7名
とこういった形で増減をしておりますので、同じ分量で同じようにいくっていうん

じゃなくて、やっぱしその時々の行政需要によって動かして、その需要満たしてる

とそういうことでご理解をいただければありがたい、こんなように思います。総体

的な人数の減につきましては、そのように今努力をさしていただいて、一生懸命し

なきゃいけないっていうことで、やっておるわけでありますけれども、箕輪の例が

出ましたけれども箕輪では人件費比率は24.6％ですし、飯島は25.3％ということで
ありますので、決して辰野はあの人件費率が特に高いとかっていうことではありま

せんけども、これからも更にそういった努力を重ねてまいる、そういうことであり

ます。よろしくお願いします。  
○ １１番(山岸) 
   あのこの人件費に関しては、あの住民の気持ちっていうことであの今回質問させ

てもらったわけなんです。この大革、あの改革の大綱が出て、あのプログラムが出

されて具体的にあの住民が負担していく部分っていうのは、かなりのもので増えて
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きてるっていうのはあの皆さん感じているわけですね、あのやっぱ自分の負担にな

る分ってのは、痛みはうんと感じるわけなんですよね。であのまあその例えばあの

役場のなんですか、玄関入ったところに自動交付機ができましたよね住民票の。あ

あいうものができることによって、民間の考えではああいうものを設置すればあの

町民課の窓口の職員が一人くらいは減ってもいいんじゃないかっていうに考える。

民間もそうですし、一般の人たちはそういうふうに考えるわけなんですよね。まあ

サービス業っていうあの役場の仕事の中身があるんですけども、やはりそこら辺あ

の住民の気持ってのはそういうとこにあるわけなんです。だからそこら辺を分らな

いと、その協働これから協働でしっかりやってこうと、辰野町つくっていこうとい

うときに、何で俺たちばっかっていう気持ちがあの起こり、起こりかねないってか、

あのそりゃあずうっとあるんですよね皆さん。それがここであのこういうふうに具

体的に数字で使用料値上げとか、こういう形で出てきてますから、余計そこら辺が

あると思うんです。であのまあできるだけ職員の数もね、その業務そういうに機械

が増えたら、コンピューター増えてる、ＩＴも活用できるということになってきた

ら、やはりいくらか業務量もね、効率、で業務の効率化ってのは職員の皆さんは

日々それを考えているわけなんですね、どうしたら効率よくできるか、合理化でき

るか。それを考えるってことは職員の皆さんもある意味では自分の首を絞めてるっ

てことなんです。そこら辺のところをこう考えてもらって、その仕事が減ったなら

ばそれ、その替わりを住民に向けたサービス、違うものをなんか新たにみつけてい

くというようなことも必要じゃないかというふうに思います。  
であの人件費削減っていうことなんですけども、あの先ほども言ったようにあの

健全化計画の中で、あの大幅な給与カットなんかは制度上容易ではないというふう

に書たりますよね、まあ制度かなり分厚いあの形で職員の給料なんか決められてる

と思うんですけども、あの今日の新聞でも清内路村なんかは10％から20％カット
っつって、辰野町の10倍から20倍、まあ清内路村特別な事情があるんですけども、
そこら辺まで覚悟してやって、それが制度上できないじゃない、制度上クリアして

やっているんですよね。そこら辺のところを勉強していただいて、あのやっていく

必要があるんじゃないかと。でこの住民の気持ちっていうのを職員一人ひとりが肝

に命じて、それとこの人件費って言うのは健全化計画のなかでも言っているように

大きなウエイトを占めてるんだっていうことを、職員一人ひとりに自覚して、あの

やってってもらいたいなと思います。以上です。  
○ 町 長  
   ご質問でなかったような気がいたしますが、あの再質問の方です。しかし、あの

間違いがあってはいけませんので、少しお答えをさしていただきます。自動交付機

につきましては、確かにご指摘でありますので、ただあれはカードを皆さんが作っ

ていただかないと。だからあれは普及率の問題がありますので、住民の皆さんの7
～8割、6～７割がカード作っていただければ、窓口も少しは減ってくるかなとこ
んなふうに思います。ただあれは減らすためのものでなくて、年中無休、それから

朝7時から夜8時まで住民サービスの向上もありますので、その辺を例えばご理解
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いただきたいと思います。しかし、議員さんの言っていることはよく分ります。機

械導入、ＩＴの導入、コンピューターの導入だったらそれだけ職員も減っていいだ

ろうとこんなふうに思います。したがいまして、昭和63年254名から現在203～4名
まで減ってきていることも事実です。しかし、もう一つですね、かてて加えてあの

頃と比べてみてください、どのくらいの仕事量が増えているか、細分化されている

か。介護保険なんてなかったですね、その事務もやっております。保健福祉もみて

みてください、どのくらいヘルパーが増えてるか。またどれだけの福祉が進んでい

るか。訪問看護なんかはなかったですねえ、また在宅介護だとかですねえ、そうい

ったことまあ一つとってみても、まあほとんど変わってない課もありますですけど

も、同時にまたもうちょっとタームを長く、中長期的にみてまいりますと、下水道

なんちゅうことはなかったでねえ。したがって水道課に下水道入れて、ずうっとや

っているこの10何年来、この分だけ仕事量増えてるんです。まあしかし、下水は
もうじき終わっていきますからいいようなもんですが、ということも合い合わせて

みていただかないと、あくまで単面的に見て、単面的に結論出されると今大変に困

る時代です。我々もそうです。左も右もよく合わして見ていかないと大変な誤解を、

この変遷期ってのよくそうなんです。でもやっぱりあの山岸議員のおっしゃるとお

り、我々も気をつけていかなきゃなりませんし、同時に今、議員の言われたことは

そっくり国の国家公務員に向って言ってもらいたいことだなあと思いますし、また

言う機会があったらお願いしたいし、我々もそれ受けて県職も、国の特にキャリア

組ですね、あの皆さん方にもそういった世論を伝えてまいりますし、我々も姿勢は

正してしっかり頑張ってまいりたいとこんなふうに思っとりますので、よろしくお

願いいたします。以上であります。  
○ 議 長  
   進行いたします。質問順位6番、議席6番 小林光夫議員。  
 
【質問順位6番、議席6番 小林光夫議員】 

 
○ ６番(小林) 
   17年度予算案に計上されて、設置が計画されている子育て支援センター、仮称

「つどいの広場」の必要性と経緯について質問します。桜井議員の質問でもありま

したので、更に聞いてない内容を中心に質問していきたいと思います。計画の子育

て支援サービスの必要性に対し、供給は現状不十分かどうかということです。ぬく

もりの里を中心に北大出のふれあいセンター、樋口のいきいき館等でも具体的な子

育て支援サービスが行われてる状況をお尋ねします。まだまだ現状不十分であるな

ら、更なるサービスの向上に向けて施設の拡大を図るうえで、できるだけ経費をか

けないなために現有の公共施設の有効利用はできないかといことです。  
第四次行財政改革大綱案にも「町有施設を開放して、子育て支援の場として活用

を検討します」とあります。ぬくもりの里、町民会館、図書館の2階、学校の空き
教室、パークセンター等、最近多く建設され大変恵まれている町内各福祉施設の有
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効利用というものを調整をしていくうえで、検討せざるを得ません。先ほどの答弁

で空いてないということですが、当然今あいてればそれも問題です。当然、施設利

用の変更は必要ではないでしょうか。苦しい財政難の中の知恵とは、その程度のも

のではないと思います。  
   次にこの支援センター設置計画にあたり、民意は十分かどうかということであり

ます。我々議会では本会議の17年度予算で初めて上がってきているわけで、町民
にとっても今年に入って新聞報道等で知った程度あり、とても多くの人の民意が反

映されているとは思ええません。苦しい財政状況の中、やむを得ず休止をする町有

施設がある中、経費がかかる新規事業というものはよほどの慎重で、町民の理解が

得られなければならないということは、言うまでもないと思います。以前、成瀬議

員の質問でサティの跡地に子育て支援施設の設置の要望がありましたが、それはパ

チンコ店ができる前の話であり、現在では、とは大きく状況が違います。どうも町

民の理解が不十分と思われるのですが、そこで私は計画地周辺を中心に20件余り
ではありますが、計画の宣伝も含めて聴き取り意向調査をさしてもらいました。

「そういう常設の施設を必要だ」「この辺には今までなかった」「買い物ついでに

利用できて便利でいいじゃないか」「新たに建設するよりは安上がりではないか」

という意見もありました。子どもいる家庭では「あれば利用する」という方が多い

ように思われます。一番多くの意見としては、パチンコ店の隣ということに対して

の心配や反対がありました。中には「利用しない」と言っている親の方もいました。

実際はどうあれ、普通の感覚でもパチンコ店の隣は、いくらかでも考えた方がよい

かと思われます。どのような経緯でこのような計画ができたのか、実に気になると

ころであります。  
   子育て支援の需要に供給だけしていればいいかということも考えてなければどう

でしょう。子どもを連れてそこでくつろいで、一定の時間過ごすという現状ができ

る分けです。  
次ぎの項目になりますが、果たして成育にとって適正かということです。子ども

と遊び、くつろぐということであれば、室内より屋外の方がいいのではないでしょ

うか。それは冬でもそうだと思われます。紫外線対策で室外は駄目ということもあ

りますが、施設ができれてしまえば、それは過ごしやすい室外の施設にいくでしょ

う。お店でぶらぶら過ごすよりは､いいかもしれません。ただ子ども成育、教育に

とってはあえて不便性を保っておくのも必要ではないでしょうか。その辺について

は、教育長の率直な意見もお聞きします。  
おりしも町内の公園も十分あります。かつては多くの親子がそういった公園で集

い、ふれあったという話を聞きます。最近は少子化でそういう公園も優々利用でき

ます。ただ逆に少子化で親子が集まらないからつどいが難しくて、町内集結という

意味でも新たなつどいの場をというのも皮肉な話です。パチンコ店の隣ということ

ですが、私は町長と同じくそれほど気にしません。ただ先ほどの意向調査の推測か

らして、民意はパチンコ店の隣ということがマイナスという意見が大多数でしょう。

その現状の中、推進するのは強行と言わざるを得ません。もし進めるのであれば、
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町民の理解を得るのが先ではないでしょうか。造ってから理解を求めるというので

はあまりにも危なさ過ぎます。利用者が少なくて、第2のサティ、ウォーターパー
クにはつくってはいけないと思います。  
公共の交通について質問します。アンケートや試行運転の結果から課題としまし

て、極少数の移動手段に困る人をいかに支援していくかということにあります。当

然経費はかけてはなりません。では方向性としてはどうかというと、利便性だけを

考えればタクシー券を配るということです。当然経費がかかりますが、本当に対象

者が極少数であればそれも有効でしょう。では経費、効率性を考えれば理想モデル

はというと、ヒッチハイクであります。町では車が溢れ、どんな中山間地域でも人

が移動すれば車は走っています。当然ヒッチハイクはリスクがあるわけで、実際に

は自家用車を使って、近所あるいは区でもってお互い乗り合わせて、助け合うシス

テムを作れないかというものです。そんな想いを長野陸運局に相談してみました。

問題は、全くのボランティアであれば法には違反しないんですが、料金を取る場合

は陸運局の許可が下りればいいということです。では許可を得るにはどうすればい

いかというと、運営協力機関を立ち上げまして、その中には利用者、運営する地域

社協やＮＰＯ、地元タクシー会社等に入ってもらい、陸運局職員を立会いの中で、

既存のバス路線がないなど様々な問題をクリアして、許可を得るものす。または利

用者から料金を取るのではなく、エコマネーという存在もあります。あるいは運営

はボランティアで、そのボランティア活動に対して町などで、補助できるかという

ことであります。補助の規制は国土交通省ではありません。厚生労働省等の関係で

規制があるかもしれませんが、すいませんがそこまではあの調べてありません。是

非調べてそういう方向で検討してみたらどうかということを、質問して終わります。  
○町 長  
   それでは質問順位第6番の小林光夫議員の質問にお答え申し上げたいと思います。

子育て支援センター、先ほどらいのお話でございますが、先ずときめきの街の2階
というなことであり、今までもやってたんではないのかということで、公共施設で

確かに先ほどいったように移動式で北大出ほかやってきたわけであります。まあし

かし、あの国の方のやはり予算付け、補助金の方の指定でまいりますと、複数の場

所で実施するのではなくて、拠点となる場所を定めて実施することということであ

りますし、またあの実際に来られたお母さんって言いますか利用者の中でいきます

と、やはりどっか町の中心部、まあその北大出から見れば北大出に近い方がいいで

しょうし、小野から見れば小野が近い方がいいでしょうけど、ちょっと町はこう3
方向で大変ですけど、まあまあ中心部へ常設的にしかもあの固定的に置いて欲しい

というふうな声も加味したものであります。なお、この子育て支援センターにつき

ましては、町づくり町民会議ほかなどでこれはやるべしというあの意見が強く出さ

れております。それが先ほどのウォーターパークとは違うとこでありまして、ウォ

ーターパークの方はやるべきだという意見と、まあ休んでもやむを得ないだろうと

こんな意見も賛否両論あったんですが、これに関してはやるべきだということです。  
   なお、これは大勢の議員さんから先ほどらい辰野町もご提案を昔と言いますか、
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中期的前から頂いておりますし、やらなきゃならんかなっていうことで考えてはい

たことであります。ただ現在どうかって言いますことは、あの半分言ってもできな

んであきらめている人もあるでしょうし、忘れている人もあるでしょうし、まあし

かし、よくこの子育てあるいは少子化対策などをこう立脚して打ちたっていく場合

には、前には出たけど今はこうあまり声になってない。しかし、これは潜在需要と

いうことで、町の方では大事に評価しておるわけであります。潜在需要、隠れてい

る、隠れて今ちょっと影に隠れちゃった。もちろんこれに対しまして、顕在需要っ

つってこうわんわんこうね、この問題はこうだって言っているような顕在需要、潜

在需要とあります。両方とも正しい住民の需要でありますので、タイミング的に表

へ今出ているか、出てていないかの違いでありますからまあそれも加味して、同時

に私どもの政策からみてどうしてもやっぱり少子化歯止めかける、まあこれだけじ

ゃなくて沢山の手を打っていかなきゃならないというふうにも考えているとこであ

りますから、そういった意味で民意を十分把握してなかったということではないと

思います。  
そりゃああのサティって言ったときは、隣にパチンコ屋さんがない時代、確かに

パチンコ屋来るとは思わなかったんですが、ただまあ全体的なパチンコ屋のないサ

ティでっていうことではなくて、まあとにかく町の中心部、まあ空いているいろん

なところを利用、活用でというふうな意味でありますから、まあたまたま今回は隣

がパチンコ屋さんあるということであります。まあしかし、パチンコって言いまし

ても先ほどから言っておりますけど、パチンコがある横へ何をしてはいけない、託

児所を設けてはいけない、何だかんだという法律はありませんし、もう事実上おそ

らく大都会なんかねえそんなこと取捨選択言ってはいられないでしょうねえ。確か

にパチンコ屋の中にはこういったものはないでしょうが、隣とか、上とか下とかそ

れはもうあり、いくらでもありえる話でありますし、あとはその利用者の問題であ

ります。気にしないんではないんですけども、あの気に、気と言いますかそれを問

題視、極大化される方が困るということであります。気にして影響されないってこ

ともありますんでねえ、そこへなんかあるぞ、よし意識しよう。しかし、俺には影

響受けないようにしようと、のも大事ですよ。あるいは全然無視してる場合もあり

ますよねえ、あるいはあっても平気でそんなことは無頓着という場合もあるでしょ

う。いろいろありますけども気にして影響されないと、こういうこともやっぱりこ

れからの若いお母さん、それから子どもたち、子どもはまあ2～3歳ですからあれ
ですけども、とても大事なことです。何もない無風地帯へ行けなんちゅったら人間

みんな死んじゃいますよねえ､あの免疫なくなっちゃってというなこともあります

ので、屁理屈かもしれませんがあのその辺もまたお分かりをいただきたいとこんな

ふうに思います。そして、これはあの聞き耳頭巾という今、あの教育委員会の方で

やっていただいております。ちょうど前の教育長のときに私が作っていただいたも

のでありますが、この中でも居場所づくりということがだいぶ大きい提案として、

時代の流れとして出てきてるわけでありますので、子育て支援センターを今回提案

するに至ったわけであります。  
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   遊ばせるなら屋外がいいっていうんですけども、これが一番楽でいいですねえ、

どっかの公園を指定していけばいいんで。雨の日も雪の日もありますがどうします

かねえ。常設ですからそこの係員は傘さして待っているという、まあそんなことも

冗談でないんでしょうけども、まあしかし、これありがたいことにここんところは

教育長に答弁をということでありますので、教育長の方に答えていただきたいとこ

んなふうに思っとります。  
   次は町営バスの問題でありますが、試行運転考察からということであります。い

ろんなところでボランティア的にやって料金を取ってはいけない。それは当たり前

のことでありまして、わざわざあの陸運局へ聞いていただいてご苦労様だったと本

当に思います。しかし、あのボランティアの人に補助すればボランティアでなくな

っちゃうんだということも、まあ僅かな経費はいいですよね、ですけどボランティ

アの人が補助、補助金もらってやったら、まあこりゃあＮＰＯみたいなね、あの有

料ボランティアっての中にありますから、そういう意味なのかよく分りませんけど

も、給料に匹敵するようなもの、あるいはまたその半額、3分の１に匹敵するよう
なもの出した場合にはボランティアなくなってしまいます。どっか、どっかで運営

費出さなきゃいけないんですでねえ。乗る人が持つのか、区で持つのか、町で持つ

のか。で陸運局のいろいろこう合わせながらやっていくと、みんな出さなきゃいい

んでしょうけど、それじゃあねえやり手がなくなっちゃいますから、またその危険

な問題、保険の問題、なかなかそういった安閑としてできない分もありますので、

今後の参考にはさしていただきますが、また一緒に区などと一緒に協議をしていか

なきゃならないことだと思いますが、ただ先ほども言いましたように余りにも試行

運転のときの乗り手が少なかった。アンケートからも余り要望がなったということ

は非常に残念なことだったなあと思います。あと教育長の方からお答え申しあげま

す。  
○ 教育長  
   小林議員の子どもの成育にとって適正かってことだけに限って答弁さしてもらい

ますが、これについては先ほどの桜井議員のところでもあのある程度答弁しました

ので、補足的なことに限って話をさしていただきますが。その前にあのほかのとこ

ろにもそういう施設活用できるとこがありゃあしないかっていうことで、学校の空

き教室とか町民会館とか図書館の2階っていうような話がありましたけれども、あ
の学校の今、子どもたちの人数がうんと減ってきてるってことは皆さんもご承知だ

と思いますが、減ってきてるから空き教室がうんと増えてるんじゃないかと、こり

ゃあまあ一般的に誰でも考えますねえ。実は現実は全く逆でありまして、今あの学

力向上ということを大事にして、皆さんもあのもうご承知かと思いますが30人規
模学級にしたり、それから少人数学習集団にしたり、それから中学はあの選択学習

がものすごく増えております。そういうことで、殆んど今あの小中学校で空き教室

ってのはあってもまあ一つあるかどうかっていうような程度であります。でまあ仮

にあったとしてもこういう施設は、あの異年齢の子たちが同居してやるってことは

私そういう点では余り適正じゃないなって思ってます。それから町民会館や図書館
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ですが、あの町民会館であの今、子育てサークルでおちゃめクラブなんていうのが

あるんですが、こういうにあのそのサークルでそのときそのときに必要に応じてや

る部分はいいですが、全部あの常設でっていうことになっちゃうと非常にあの難し

いかなってことと、あのあとで私言いますが、この一番大事なことはスペースだと

思います。そういう面でいうとちょっと町民会館や図書館の2階ってのは、図書館
の2階の中間教室もあのもう少し広げなきゃいけないってな常態でもありますので、
ちょっと難しいかなっていうことですが。それであの今回のこの施設はあの成育機

関っていうよりも、成育機関ということは、まあ終日継続して育てる保育園なんか

典型でありますが、それとはまあ全く違うかと思います。あの部分的に子育ての支

援を受けるサービス機関、その観点で適正化どうかってことを考えていくべきかと

思いますが、実はあの先ほども桜井議員の答弁の中で出てきました岡谷のあの例で

すけども、子どもの国、えーと子育て支援施設っていうちょっと正確、ちょっとあ

れなんですが、あのそういう施設がまああって、あれは元東急のところの4階を使
ってます。であそこは先ほどもお話のあったように直ぐ近くに、近くじゃなくて隣

にですね、隣の階の下にボウリング場やあのゲームセンターっていう、まあゲーム

センターなんて青少年からいくと一番あのふさわしくない施設でありますが、そう

いうところがあって、実はここのあたりは1～2年前、非行少年の溜まり場になっ
てて非常に問題になったとこであります。にも関わらずこの子ども国施設について、

特に悪い影響があったっていうことはあの聞いていません。で私も見学をしたこと

がありますが、ここの良さの一つは、ここの良さの一つはですねえ、非常にあのス

ペースが広くてゆったりしてる。このくらいの広さになりゃあいいんですが、とて

も辰野の場合はそこへはいかないと思いますが、あのそういう面とやはり町の中心

にあるっていうことが非常にあの大きな条件だったかなあって思います。  
   それからあの屋外でゆったりっていうことは、まあそりゃあそのとおりですが、

今回のこの施設はあの先ほどもあの保健福祉課長からお話のあったように、相談、

研修、それからあの昼寝とか授乳とか、遊びとかそういう多目的に使うってことを

一番あの重視していること言えば、やはり屋内であって、あとその公園っていうの

はそれと結び付けて、あの整備してあげるということは必要かと思いますが、そん

なふうに思います。以上であります。  
○ ６番(小林) 
   あの公園で子育て支援センターっていうことじゃないことは、まあご承知と思う

んですけども、まあそこで完全子育て支援センターに相談を受けてってそういうこ

とではなく、まあ単に親子で行って遊んで、まあつどえばっていうことでまあそう

いうことに関してはもうもっと公園うんと利用していればどうかっていうことの話

です。であの、まあ問題はその町長言った北大出例えばふれあいセンターでやった

ときに、「やあ、あの町の中心であった方がいい」と。まあ当然北大出のまあ中心

の人がわざわざ北大出まで来たって、それはそこまでずくのある人かなあってのも

あるし、そういう意見が出た、または町民会議で強くそういう子育て支援センター

っていう要望が出たと。じゃあその人にあの、じゃあ今度そこのあのときめきの街
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2階にできますって、それを言って初めてその人が要請してそれに民意に応えたっ
てことになると思うんですよ。ただその支援があるからってことで、それに応えた

ってそれで満足してもどうかってこともあると思います。であの、まあ大都会では

あのその前大都会の例を出してパチンコ店の近くでっていうようなことあるんです

けども、まあどうなんでしょうかねえ、田舎としてのメリットはじゃあそういう静

かなメリットはなくして、じゃあまあ大都会の雰囲気を味わうっていう意味じゃあ

いいかもしれませんけども、そういうこと、うんなるかもしれないですね。  
   えーと、えーとで、で教育長あの聞きたかったことは、えーとまあいつも教育長

のこの教育方針でこうまあ子どもしっかり裸足で遊ばせるとか。ほりゃあ靴はかし

た方が子どもだって痛くないし、そりゃあり利便性ってこと考えりゃあ靴はかした

方がいいでしょう。あと中学校の校長しているときに、中学でさえもう子どもが、

あ親が送り迎えをしてってことにどうなんだっていうことで言っておられました。

ほりゃあ子どもから見りゃあ車乗って帰れりゃあそりゃあいいでしょう。だからそ

ういうことで、私言ってるのはあえてそういう部分で、まあ何でもそれ親のため、

子どものために利便ということじゃなくて、まああえてこの不便性をどうかってい

うことで言っているわけで、まあその辺のことをあのもう1回教育長にもお聞きし
たいと思います。  

   で、えーと岡谷市のあのまあ子ども国ですが、まあ一方の考え方としてですねえ、

まあ子ども国はまあ向こうは生涯教育課ですかねえ、ちょっとまた教育課なんです

けども、まあ辰野町の町民の利用が多いということですが、確かに利用が多く比較

的まあ混むということもあるということですが、まあとても入場規制するほど込む

ということじゃないそうです。私考えるにむしろ辰野町の交通の便を利用し、そう

いう施設は岡谷市など周辺市町村に、まあ一方の考え方ですよ。周辺市町村に任し

たらどうかですか。岡谷市でも混み合って困ることがなければ、行政評価としても

利用者が多ければ喜ばれます。何もあえて頭を下げる必要もありません。そういう

ように要領よくやっていけばどうでしょう。何にも国の予算から補助金をもってく

ることが要領がいいというのもどうかと思います。武道館ライブあの地方一揆、地

方分権、交付税の確保という中で、補助金に対しても慎重にならなければいけない

ことはまあ町長も十分認識していると思います。国の子育て支援計画に対しても、

できるだけ真に受けないように検討しているのもどうでしょうかっていうことです。  
   こういうことを心配、またこういうことを心配する人がいました。ここで反対が

あり事業中止となれば、2度と計画が揚がることは難しいのでは。もし、本当に計
画がプラス面が上回ると予想され、町民の理解も進み有効だとしたら、来年の予算、

まあ失礼、来年のことは分りませんが、補正予算あるいは臨時議会を招集するなど

何回でも提案してください。私もその都度新たな気持ちで検討します。是非長野県

よりタフな辰野町を応援します。その辺のお考えをお聞きします。  
   試行運転ではあの利用者少なくて残念と言っておりますが、まあそれは残念って

いうか、まあ町長もさっき前でも要望したものに、あの利用者が結局みんな十分に

確保されているじゃないかっていうふうに錯覚したって言いましたけども、まあそ
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れはそれでしょうがないことでありまして、あの別にもう巡回バスっていう考え方

はちょっともうないかと思いますけども、まあそういうことじゃなく、あのまあ今

言った提案で、の中であのその法的な面とか、ちょっとまだあのいろいろあるんで

すが、その辺はまあ後で検討されるとしまして、いかにニーズに応えていけるかっ

ていうことで考えていけばと思いますがどうでしょうか。  
○ 町 長  
   それでは小林光夫議員の再質問にお答え申し上げます。子育て支援センターとい

うことの中でご指摘でありますが、まあそういったものは地域近くにあるなら任し

てというふうなことで、要領よくということでありますが。もちろんそういったこ

とは大きな流れからみると私ども賛成なことであります。しかし、あの相当小林光

夫議員はご存知じゃないかもしれませんけど、この議会でも皆さんが来られる前か

らですねえ、あれから言えばまた皆さん来られた後も、また住民の民意も、そして

そういった皆さん方があの岡谷へ行っているいる人たちが、こう造って欲しいとい

う強い要望があることは事実なんです。任しといてよければ、あまり強い要望がな

いと思うですけども、まあやはりそういったこと、できるならばやっぱり自町、自

分のところにあった方がいいんだろうというなことであります。それで、このたび

はこんなふうに踏み切ったわけでありますので、是非ひとつあのご利用いただける

ように、小林議員も本当にあの自ら奥さんと一緒に子育てに励んでらっしゃるし、

公園も使っていただいたりいろいろしますので、そこへも是非来ていただいて、ま

たいろんな提案をいただければというなことであります。公園なんかはあのこれは

特に今回のこれと関係ないっていうことよく分りましたが、ご自由にどんどん使っ

ていただけるようにですね、あの解放していくつもりでありますし、区の方へも児

童公園は任してありますので、また使いやすく環境整備は区とともにやってまいり

ますので、どんどんとご勝手につくっていただき、広い空の下で子育てを励んでい

ただければありがたいとこんなふうに思っとります。  
   あと町営バス運行に関しましては、先ほどのとおりでありますので、またいい方

法があれば具体的にあれば検討をしてまいります。以上であります。  
○ 教育長  
   あの保健福祉の領域のこと私が最初に答えるのなんか変ですけれども、もう一遍

答弁してくれっていうのであのしますが、先ほども私言いましたけれども、今回の

この施設は教育機関ではないということす。もう1回、もう一遍言いますと子育て
支援のためのサービス機関。あのこれが保育園のような教育施設だとすれば、小林

議員のおっしゃったようにあの不便性っていうのは多分その何でも便利にしないこ

とがまたいい教育になると、そういう意味だと思うんですがね。これはあの私も賛

成で、例えば保育園を造ったから全て親があの送り迎えできるように駐車場完備す

るとか、そういうことは私は基本的には賛成ではありません。ですからその点は、

教育機関だったらそういうことをしてくことは大事ですけれども、これあくまでも

子育て支援のためのサービス機関ですので、それはちょっと耐える力をつけるとい

うこととは、ちょっと違うかなってふうに思います。以上です。  
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○ ６番（小林）  
   まああの現状あのどうかということでありまして、まああの是非とも、是非とも

じゃなくて、あのまあその言ったあの多分具体的なもうちょっと場所とかを提示し

てのこのまた議論ってものがあの必要かと思いますので、もうこれうんと慎重に検

討をするべきことで、もし必要性があればまたそれを熱意をもって提案されればど

うかと思います。以上です。  
○ 議 長  
   ただいまより暫時休憩といたします。なお、再開時間は15時10分、15時10分と

いたします。  
 
   休憩 14時49分  
   再開 15時10分  
 
○ 議 長  
   休憩前に引き続き再開をいたします。質問順位7番、議席16番 遠藤裕子議員。  
 
【質問順位7番、議席16番 遠藤裕子議員】 

 
○１６番（遠藤） 

それでは通告をしてあったとおりに、男女共同参画について一般質問さしていた

だきます。辰野町でも平成9年には、女性プラン策定のための懇話会を発足をさせ、

また男女共同参画社会づくりの促進に取り組んできております。また、平成10年に

は教育委員会の中に女性室を置き、女性係長を誕生させ、その取り組みの強化が図

られてきました。そして、辰野町女性行動計画策定委員会を設立し、選ばれた策定

委員13名によりプランの策定が行われ、その内容も大変よくでていたものだと思っ

ております。当時、これをどのように推進していくかということも考えましたけれ

ども、こうすればいいということもなかなか出てきません。しかし、これはプラン

の策定に関わった人たち、そしてその内容を学習をしてきた私たちが、プランの実

現に向けて推進していく以外ないということでした。 

更に平成13年ごろには、県でも男女共同参画を進めるための県民会議を発足をさ

せ、その県民会議が活動の目標を立てて年間の事業計画を設定し、各市町村に呼び

かけ、その事業に辰野町も参加をし、主なものとしては、研修会、セミナー、フォ

ーラム、講演会、講座など盛りだくさんのものでありました。このような勉強会に

参加した辰野の女性も多くおります。そして、平成14年12月には県と県議会が一緒

になり、男女共同参画を推進するための県条例が公布をされました。県条例ができ

た以降は、県が主催する勉強会も段々少なくなってきているような気がしますし、

男女共同参画推進のためのコミュニケーター制度もなくなりました。したがって、

県も一生懸命条例を作ったんだから、これからはその条例を活用しながら、それぞ

れの市町村の取り組みを一生懸命せよということだいうふうに思います。 
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我が辰野町でも、男女共同参画推進委員会の方々が中心になっていろいろな取り

組みをしており、平成16年度には、平成12年から16年の5年間を振り返り、その見

直し、プランの見直しがされております。この5年間で行政として努力された目に

見える点も多々あると思います。15年度には消防委員2名の女性が起用されました

し、町長もよく言われておりました農業委員も女性2名が出ることができました。

民生委員は50％余が女性ということであり、また審議会・委員会への女性の起用も

図られています。 

プランでは50％目標をと言われていましたが、更に辰野町行財政改革大綱推進プ

ログラムの中では、男女共同参画による町づくり推進委員、推進の中では、審議

会・委員会への女性登用率を50％以上にということが書かれて協調されておりまし

た。このことはこれからの町づくりに女性の参画、責任も大変重いということだと

思います。起用された女性自身も勉強をし、精一杯頑張らなければならないことだ

と思っております。それから町職員の男女共同参画、特にその中でも女性管理職へ

の登用については、どうであったでしょうか。また新しく見直されたプランについ

ては、どのように活用していくのでしょうか。 

現在、長野県の男女参画共同センターは、男女協働参画センターは岡谷市にあり、

毎年フォーラムが開催されて、辰野からも男女共同参画推進委員、女団連の各会長、

イコール講座のメンバーと、多くの人が参加し学んでおります。これからも、自分

たちでできることはいろいろな機会を捉え学習し、それをそれぞれの会なり地域で

生かしていく、そのようなことを繰り返し行いながら、男女共同参画社会づくりを

していく以外方法はないのかなとも思いますが、町長、町としては今後どのように

考えているかを伺いをしたいと思います。 

次に協働の町づくりに女性の参加をということについて、辰野町の第四次行政財

政改革案の中にも開かれた行政の推進という項で、男女共同参画による町づくりの

推進が強調されておりますが、私は特に地域の活動に女性がどのように参加してい

けるか、考えてみたいと思います。 

現在でも日赤奉仕団、保健補導員、安協女性部、老人会女性部など、各町内でそ

れぞれ自主的に順番を決め、人選をし、それぞれが役員としてそれぞれの任務を果

たしてきております。それが長い間当たり前に繰り返されてきました。これこそ大

きな地域づくりへの参加であったと思います。しかし最近では、年代的に人選が難

しいというところもあります。これはその他の会でも言えることですが、そのよう

にして選ばれた人たちが、町の段階では女性団体連絡協議会に参加をし、交流を深

め、勉強し、活動をしております。私はこのミニ版みたいな組織が各区単位にでき

たらと思います。そこにはあらゆる団体、奉仕団、保健補導員、安協女性部、民生

委員、ＰＴＡ、婦人会、老人会、趣味の会等々、沢山な活動をしております。区と

しても、区とも相談しながら何か組織化ができたらよい地域活動ができるんじゃな

いかと思う一方で、区とか公民館の役員には入れない、入りたくないというのが実

態であり、地域の男女共同参画がなかなか進まない理由でもあると思います。 

町中､今どこでもどこの地域でも、少子化・高齢化が進んでいる現在、自分自身
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や家族だけででき得ないこともいろいろと出てきております。こんな今こそ、自分

の住む地域で隣近所の人々が助けたり、助けられたり、お互いに協力し合える地域

づくりをしていかなければならないと思っております。そんなとき、元気なお年寄

りや女性が持てる力を発揮し、一生懸命男女共同参画社会づくりをしていきたいと

思っております。難しく考えることなく、いつでもどこでも、男性・女性を問わず、

誰でもが協力し合ってつくっていく社会のことであるというようにお考えておりま

す。 

話はちょっと変わりますが、最後にこの3月の3日、農村女性ネットたつのという

会の総会の「かあちゃんのつどい」に招待されて参加をいたしました。「食と農－

仲間とともに豊かさ発信」というテーマで、参加者もそんなに大勢ではありません

でしたが、内容がとってもよく、前から地産地消にも力を注いでいる会であり、当

日は、地域の食文化の交流、郷土食手づくり料理の交換というようなことで、役員

が作ったお料理をテーブルに並べ、試食タイムをつくり出席者全員で試食をしたり、

そしてそのお料理のレシピも全員に配布をされるという。そしてその横の方では、

種子交換ということで私がよく眼についたのは豆類が沢山並べておられ、関心を寄

せられておりました。引き続き研修会、ここでは「心にゆとり、暮らしに花を」と

いうことで、春を楽しむフラワーアレンジが農村生活マイスターの方を講師に行わ

れ、カーネーション、ガーベラ、小菊などを使い、ペットボトル・ペットのコップ

に花を生けるという、花器として使ったものも資源ゴミとし、出す寸前のものを有

効活用をていたのも大変関心がありました。本当に、誰もが気軽に楽しく参加でき

るつどいでした。 

役場で多くの女性職員の皆さんも、いろいろな団体の人たちと接し、その中でこ

んなことを地域づくりに生かしたいというようなことはないでしょうか。あるんじ

ゃないかと思います。行政も町民も一緒に進める協働の町づくり、この中で例えば

町の女性職員、男性でもいいわけですけれども「何月何日の日曜日にアレチウリの

退治をします。町民の皆さんも一緒に手伝ってください」って、有線で、有線やほ

たるチャンネルで呼びかけてくれたら、私は本当に嬉しいと思います。そして参加

もします。これは一つの例として言わしていただきましたが、役場の中から、自分

の時間を使って町民に「何々を一緒にしませんか」というような呼びかけをするの

も、たまには必要なことじゃないでしょうか。町の、町民と一体感、信頼感を深め

るものと思っています。協働の町づくりにみんなで一緒に参画を是非したいものだ

と思います。 

男女共同参画社会づくりは、人の考え方を変え、社会を変えていくことであり、

気づいた人が先頭に、時間のかかる大きな仕事であり、あせらず前向きに努力する

のみだというふうに考えております。よい考え方があったら町長にも教えていただ

きたいと思います。いろいろ自分の考えていることを思うままに述べさせていただ

きました。町長どうぞご所見をお願いたしまして、壇上からの質問を終わらしてい

ただきます。 

○ 町 長  



 - 67 - 

   それでは質問順位第7番の遠藤裕子議員の質問にお答えします。男女協働参画に
ついて、一定の時期が過ぎまして、次ぎの段階でどのように考えるかと。あるいは

また提案などもいただいたわけあります。あのいずれにしましても今回の男女協働

参画社会ってことに対しましては、平成11年にこのプランが、ほたるの里のプラ
ンっていうことで発足いたしまして、12年から16年ちょうど今年までの一応計画
だったわけであります。現在はあのプランの見直しを今、今年はかけて策定進めて

まいりまして、改訂版を今印刷中でありますので、これに基づいてまた一定の反省

要綱も入っておりまして、また更に女性の社会進出に向けて、また政策も立ち続け

ていきたいとこんなふうに思っとります。  
   一応目標では50％ぐらいの各審議会へ女性の登用ということでありますが、な

かなかまだそこまではあの程遠い状況であります。しかし、あの結構極端に多いと

ころもありまして、保険補導員の会では180人全員女性とかですね、あるいはまた
体育指導員が45.5までいっているとか、公民館運営審議会が50％、図書館の協議
会なども50％、民生委員では55.4％女性が占めていただいておりますし、また社
会教育委員でも半分50％、人権擁護委員でも40％ぐらいの実績は段々ついてまい
りました。また議員ご指摘のようにあの女性議員の皆さんも、もう3名今いらっし
ゃるわけでありますし、公民館長も長野県初で、高遠とともに女性の館長というこ

とで、公民館長が決めさしていただきましたし、農業委員も今、議員おっしゃると

おり2名大願でございましたが、この今年度擁立できたわけであります。  
   まあこういう中で、更にまた住民の皆さんの理解といろいろあるわけであります

が、やはり各区などでも女性の登用ってことを願いしていたり、また公民館活動で

もお願いしてますが、なかなか実際に言っていただいても、あのお薦めしても受け

ていただけないっていうような尻込みされちゃう例も沢山あるわけでありますので、

まあ段々とそれにめげずちょっとずつ、またあの女性登用に向けて頑張っていかな

きゃならないとこんなふうにも思います。  
   協働のまちづくり関しましてあのご質問でございますが、やはり協働のまちづく

りへ女性参加ってということで、ある一定のやっぱり呼びかけもこちらの方も、町

の方もしていかないと、ただ集まって欲しい、気持ちのある人か来てくれ、公募だ

と言ってもあれですから、女性何名とかですね、そういったことももう少し心配り

を町もしていった方がもっと女性の意見を登用できるようになるのかなと。審議会

のまた委員も更にその中へ加えることできるかなあとこんなふうに思っとります。  
   町では女性の課長補佐が今1名、係長が7名という時代に入ってまいり、まあ時

代って言いますか、もう1名課長補佐もいましたけども昨年退官されましたので、
今現在1名とこんなところであります。今まで女性は、幹部、トップをするもんじ
ゃないって言うような変な流れが社会にありましたために、急激にいって直ぐに課

長になれって言ってもなかなか無理でありますから、それだけの家庭体制、本人の

気構え、また回りの意識付け、そしてまたある一定の過程も経ないと、てんづけっ

ていうわけにもまいりません。まあそんなような意味におきましても、町でもまた

社会でも、またいろんな審議会でも、更なるまた女性の登用に向けてご理解いただ
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き、住民の皆さん方ご協力にもいただいて、社会進出、同時にまたご意見をお伺い

したいとこんなふうに考えているとこであります。なお、関係課長の方からお答え

を申し上げます。また課長と言いますか、次長の方からもお答えを申し上げます。  
○ 教育次長  
   私の方からあの策定プランの見直しの状況等について、若干説明さしていただき

ます。あの12年から16年の計画でありました男女協働参画プラン、町のプランに
つきましては、なかなか行政ではあのある程度まあ強制的というか、あの委員、審

議委員の選任については積極的に努力したつもりでありますけれども、なかなか町

長言ったように50％以上の目標は達成できませんでしたので、16年1年かけて反省
の中で、まあ毎年あの各項目について、それぞれ主管課を対象には見直しをしなけ

ればいけないというような反省等をまとめてきました。またあの新たなプランの作

成につきましては、アンケートをお願いしまして、意識の改革がどの程度進んでる

かということでやってきましたが、11年から16年までというと、平成11年のとき
にはかなり意識については家庭内の役割分担とか、区や町の行政の意志決定期間へ

の女性の進出ということについては、意識の中ではかなり理解されておりましたの

で、アンケートの結果としてはその意識が極端に進んだとか、そういうふうにはな

りませんでしたけれども、この間については更に実行できるような方法をもっと考

えて欲しいというような反省になっております。で先ほども町長申し上げましたあ

の区、こんだ分館、ほれから地域の役員に意志決定の場へ女性の登用をってことで

ありますけれども、これからはあの女性の皆さんにもよくよく理解していただいて、

そういった意味であの役員等の就任要請があったら、まあ大変なことは分りますけ

れども、勇気をもってフル参加していただいて、そういった区や公民館、地域の組

織の意志決定の場へどんどん出て来ていただければというような、雰囲気づくりを

教育委員会としても進めていきたいと、そんなふうに考えたプランを現在まとめま

して、印刷入ってますので、ここで4月早々には配付できるかと思いますので、そ
れを活用してえいただいて、更にあのこういった雰囲気づくりを進めていただけれ

ばと思っておりますので、よろしくお願いします。以上です。  
○ １６番（遠藤）  
   あの各種審議会とか委員会の、への女性の登用というのは確かに進んできて、あ

の一生懸命進めていただいていると思いますので、まあそれに女性自身も応えていく

という努力が必要じゃないかっていうふうにも思っております。このあの原稿作りに

際しては私も内閣府の出している「男女協働参画白書16年度版」も見たわけですけ
れども、まあその中に書かれているものは統計的なものとか、専門職のことが多く書

かれており、各市町村での男女協働参画への取り組みの状況なども書かれておりまし

た。特別に進んでいるという市町村も見あたりませんでしたけれども、そういうこと

からいうと我が辰野町も全国レベルの取り組みがされているということも事実だとい

うふうに思いました。いずれにしましても、男女協働参画っていう問題は自分たち自

身も男の人も一緒に勉強をしながら、行動に参加をしながら、自分あの意識を変えて

いくしかないんじゃないかなあと思って、これはいつになったらいいという問題でも
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ありませんし、それぞれ気づいた人が先頭に立ちながら、進めていかなければならな

い問題じゃないかというふうに思って、これからも頑張りたいと思います。以上です。 
○ 議 長  
   お謀りいたします。本日の会議はこれにて延会としたいと思いますが、これにご

異議ありませんか。  
   (異議なしの声) 
   異議なしと認めます。よって本日はこれにて延会といたします。長時間ご苦労様

でございました。  
  
   延会 午後3時30分  
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【一般質問 ２日目】  
８．会議の顛末  
 ○  局 長  

ご起立願います。礼。（一同礼）  
○  議 長  

皆さんおはようございます。定足数に達しておりますので、第２回定例会第５日

目の会議が成立いたしました。  
ここで、欠席届の報告を申し上げます｡前田親人議員が所要のため、本日欠席す

る旨の届が出ておりますのでご報告をいたします｡ 
   ただちに本日の会議を開きます。本日の議事日程は一般質問であります。10日

に引き続き一般質問を許可してまいります。  
   質問順位８番、議席1番 矢ヶ崎 紀男議員。  
 
【質問順位８番、議席1番 矢ヶ崎 紀男議員】 

 
○ １番（矢ヶ崎）  
おはようございます｡早朝よりの傍聴ご苦労さまでございます｡それでは、ただ今

よ  
  り質問をさせていただきます｡ 
   最初に、辰野町の防災対策の現状について、地震災害についてを含みます｡首都

圏が強い直下形地震に見舞われたらどうなるか、中央防災会議の専門調査会がまと

めた被害想定は、背筋を寒くさせるものであります｡被害想定は、被害を最小限に

押さえるための備えを急がなくてはなりません、最悪の場合は、死者は約１万

3,000人にあがり阪神大震災の2倍になると言うことであります｡避難者は700万人
に達し、内460万人が避難所暮らしをせまられると見込んでおります｡首都圏では、
関東大震災のようなマグニチュード8級の地震が200、300年ごとに起きております
が、今回の想定は、その間に数回発生するマグニチュード7級の地震が対象であり
ますが、当町においても、いつあってもおかしくないと言う前提にたって手を打っ

ていく必要があります｡ 
地震の発生そのものは、避けられない以上どれだけの被害を減らせるかが鍵とな

るわけでありますが、今こそ官民上げて減災に取り組むことが必要であります｡建

物を耐震化したり、家具を固定したりと言った取り組みが大事なのはどこでも共通

するわけであります｡住宅密集地で火災を食い止める方法など、自治体や個人など

それぞれに地道な努力を重ねる必要があります｡ 
それでは、質問に入ります｡役場庁舎を含めた町内の公共施設及びインフラが、

壊滅的に被害を被るような震災に対する対策はどの程度整備されているか。また、

災害対策に関係したマニアルはあるか、それをどのように住民に示しているかを伺

います｡行政機関、医療機関、教育機関等であります｡一般住宅については、どのよ

うな対応をしているのかも伺います｡ 
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２番目として、通信手段が使用不可能の場合、孤立する山間地域も想定するわけ

ですが、どのような手段をもって救助するのか、復旧活動に移るのか、大切なこと

は、事前に行動マニアルが周知徹底しているかと言う、有事の際に混乱し復旧が遅

れるのではと心配される訳ですがその対応はどうなっているか伺います｡ 
大規模災害の場合、復旧には広域での支援、県、国ももちろんですが、また、公

共機関に支援依頼すると思うがその対応はどのようなものなのか。また、消防署と

しては、本格的復旧に取り掛かるまでの間、その役目は大変重要と思うが、どのよ

うな対応をするのか消防署長にも伺います｡ 
災害対策に対処するための活動体制についてでありますが、その程度に応じたマ

ニアルがあるのか、地域防災計画に基づいて行動すると思うが、また、住民には防

災無線等の指示に従い非難をさせると思うが、地域によっては防災無線が聞き取り

にくい個所があるわけですが、早急に調査をして対応を急ぐよう要望いたします。  
四番目として、近隣の市町村の状況はどうなのかそれを伺います｡大きな違いは

無いと思うが、今後当町において進むべき課題は何か、職員防災マニアルはどのよ

うになっているのか、今後防災アセスメント調査に基くハザードマップの作成と提

示を行う計画があるのかを伺います｡また、防災資材非常食の保管は分散保管が望

ましいと思うが、町としての考えはどのような場所が適当と考えているか伺います｡

また、昨年の台風22、23号における災害でもおわかりのとおり、大災害時には、
災害復旧費として予期しない多大な費用が掛かりますが、そこで伺います｡現在町

が基金として積みたてている運用、ペイオフ対策について質問いたします｡4月か
らのペイオフ全面解禁に伴ない、町内の指定金融機関に設けている一般会計、特別

会計の予算執行用口座の扱いは、今後どのようにしていくのか。ペイオフは金融機

関が破綻した場合、預金者への最低保証が、元本1000千万円とその利息に限られ
ている制度だが、決済預金は対象外と言うことでありますが、この点も伺います｡ 
次に、子どもの安全を守るためにと言うことで、奈良の女児誘拐殺人事件、大阪

寝屋川市の教師殺傷事件など、凶悪事件が相次ぐなか、当町においても子供の安全

を守るための学校、勿論保育園、小中学校、地域ぐるみの態勢作りを今以上に強化

しなければならないと言うある意味悲しい現実であります。文部科学省の動向も、

いかに学校のセキュリティーを強化するかと言うことに議論が集中しているようで

す｡だが、残念なことにどんな安全策をもってしても、安全性は１00％とは言えな
いのであります｡学校は、構内組織の整備や指導計画の作成を行うと思うが､現在ど

のような取り組みを行っているのか、また､不審者浸入避難訓練は実施しているの

か､護身用具はどうなっているのか、また､実技指導は行っているのか伺います｡地

域では、PTA関係団体連携の安全パトロール、地域の危険個所マップ作り、学校を
守る地域の会の組織作りと、交流も今後大切だと思うが現状はどうなのか伺いま

す｡ 
また、防犯パトロール中のステッカーや刺股を配布することを考えているのかど

うかも伺います｡一つの提案でありますが、各地区の老人会に協力依頼し、自由な

時間に腕章やジャンバーを着用して、個人で登下校時間帯に通学路に出て見守って
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いただけたらと思うが、教育委員会としてはどう考えるか伺いたい｡また､危機によ

る安全策をどれだけ強化しても万全ではないし､むしろ学校が地域から隔離され、

教育力を落とす可能性も大変心配であります。私たちは、学校が在立する地域の生

活のあり方を問い直す必要があるし、地域のコミニティーが崩壊すれば、支えあい

の精神も喪失する訳であります｡地域が荒れれば、子どもの心も必ずずさんでいく、

子どもの安全を守ることは重要でありますが､それと同時に社会的弱者に対する手

厚いケアー態勢が取れる地域社会を作っていくことが、今最も大切で必要な視点で

あります｡ 
提案でありますが、地域の子どもは地域が育むと言う社会教育の中で、また､地

域との一体感、また､連携を深める意味からも、年2回行われる全町一斉のゴミゼ
ロ運動の日に、小中学生の参加を積極的にPTA、地域に積極的に働きをし、実行し
たらどうか、また、総合防災訓練にも小中学生の参加を促がし、地域での助け合い

協働の町づくりの精神を学ばせることも教育の重要な使命と思うが、この点も伺い

質問を終ります｡ 
 ○町 長  

おはようございます｡昨日に続きまして二日目の一般質問であります｡質問順位8
番の矢ヶ崎紀男議員の質問にお答えを申し上げたいと思います｡辰野町の防災対策

の状況についてと言うことでありまして、大変にいろいろと心配していかなければ

ならないことであります｡しかし、名題がそこまで徹底してと言う意味でしょうけ

れども、壊滅的なと言うふうに条件が出されておりますので、壊滅的被害と言うこ

とになりますと、手のうちようが無いというのがほんとに現実になってまいります｡

しかし、そのなかでも先日の中越地震等を参考にして、阪神淡路の都市型地震。そ

して、中山間の中越地震などの中で少しでも安全対策、復旧対策、また、とりあえ

ずの生活ができるような対策に向けて取り組んでいかなければならないと、私ども

も真剣に考えているところであります｡特に中山間であれば、どこかから入れるだ

ろう、都市でもってほんとにごみごみした所で、ごみごみと言いますか、たくさん

住宅他があるところで、倒壊が多ければそこに近づくことができない。中山間であ

れば建物、構築物の倒壊数も少ないわけですから、その道がだめでもいずれ迂回し

てと言うふうにも考えていたんですが、実際に中越地震からまいりますと、やはり

一本道しかないと言う谷もたくさんあるわけでありますし、辰野町は、伊那は七谷

と言う勘太郎月夜の歌じゃございませんけれども、辰野町だけでも小さく、もう七

谷をやってのけているところでありますから、大変この辺を重点的に課題として取

り上げていかなければならないと、こんなふうに思います｡何れ壊滅的な状況と言

うことになりますと、広域でもまた、都市間で連携を結んでお互いに防災協定、援

助協定、支援協定をいたしておりのますからそちらからの援助。また、辰野に対し

ますいろいろそれぞれの物資等の導入も行わなければなりませんし、もちろん県、

国の方は当たり前でありますが、自衛隊出動などの要請もしていかなければならな

いと言うことであります｡今までは県知事がいないとできないとかいろいろありま

したけれども、今自衛隊の方へ連絡することは、市町村で可能になっておりますの
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で、そう言った面早めに専門的な、あるいは、相当の機動力を持ったものが実際に

援助、救援入ってまいりませんと、やはり人海戦術だけではとても壊滅的と言うこ

とになると不可能でありますので、その要請をしていかなくてはならないと、こん

なふうにも考えているところであります｡なお、マニアルうんぬんでありますが、

マニアルはそこまで壊滅的な状態を想定いたしておりませんでしたので、今後は更

にそれを深めて壊滅的な時には、防災の中心地がなくなってしまった場合、そして、

また、ライフラインが全て切れた場合、いろんなことを想定して、更に深めてマニ

アルも更に完璧なものにもしていかなければならないと、こんなふうに思います｡

しかし、ほんとに破滅的、壊滅的と言うことになりますと、このマニアルを作って

いくには連携動作その他が必要ですが、その連携がすべて分断されてくる形になり

ますので、先ほど言ったように、外部からの辰野への導入を更にまた進めていく必

要があると思います｡先日も、一応NTT他そう言った有線回線が遮断された時にど
うするかと言うことで、一応電話は庁舎内の電話を使ってでありますが、衛星を使

った無線で県と国の方との連絡の訓練を辰野町もしたところであります｡そう言っ

た無線が非常に有効になってきますし、更にまた、今は携帯電話他と言うことにな

りますが、ただ回線が今度は一気に込みすぎると言うことになってまいりまして､

破裂パンクの状態もあります｡そう言ったことをいかにホットラインだけは確保し

ていかなければならないと言うふうに思いますので､今のような防災の無線の方法

で混まない、破裂しないところのラインを確保して進めてまいりたいと、こんなふ

うに思っているところでございます｡ 
後やはり専門的な中電、この辺の場合は中電ですし、また、NTTもありますし､

また､更にはJRとかいろんな関係機関との連携、要請、また、他からの応援と言う
ことも行政だけでなくて、中後期的にそう言った組織をもったところの応援等も専

門的に、また､波状的にもう少し住民の住宅までも入り込んで願うと言うようなこ

とが大事かと思います｡なお、ボランティア活動も阪神淡路を契機といたしまして、

だいぶ住民の皆さん方の意識、国民意識が高まってきておりますので、ただ大勢入

り込んでも統括するところがないと、ばらばらではとても駄目だと言うことであり

ますから、いち早くボランティアの指令拠点、指令拠点と言うと失礼な言い方であ

りますか、何をやっていただければ一番効果的であるか。次から次へ入ってくる、

あるいは入ってこないかも知れない、しかし、予定した以上に入るかもしれない、

その人達の滞在する場所、テントその辺から、また、適宜どの位置へどんなふうに

やっていただければ、今は大事なことか、日によって、日が経過と共にやることも

変わってくるはずでありますか｡そのへんのことも、また、専門的にボランティア

の中心になって、発信塔になる所は、訓練をして、いろんなことを想定して、最終

的には壊滅的、破滅的な状態までを想定仕込んだ中でのマニアルも深めていくと言

うことがとても大事かと思いますので、そのようにさせていただきたいとこんなふ

うに思います｡ 
ハザードマップと言うことだと思いますが、そういったことで、それらもやはり

いろんな地震ばかりでなくて、22、23号台風他、いろんなことが辰野町も経験さ
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れておりますし、電車も大丈夫だと思ったのがひっくり返ると言うことも起こりう

ることだし、それが洪水によるものでなくて､地震によるものでもいいがたいとこ

ろがありますから、その辺が危険ランプをあちらこちらに付ける中での対処策も更

に進めたい｡同時に、また、辰野町は８６％山と言うことでありますから、傾斜地

をたくさん持っております。そう言う中で、地滑りと言うか土砂災害と言うことで、

地滑りもありまた、崖崩れもあり、土石流と言う考え方も出てまいります｡中越で

は､地震だけは何とか乗り切ったが、いいと思ったら冬に突入して、降雪による、

大降雪による、また、２次被害、３次被害と連続しているわけでありますし、この

辺におきましても、そう言ったことも十分考えられますし、地震だけで済まされな

い。更にその後の大豪雨が来ることも、風が吹くことも、いろんなことが想定され

てまいりますから、津波こそ無いわけですが、山津波だって逆に今度はありうる可

能性もありますので、十分に更に先程言いましたように、完璧なものに作り上げて

いきたいと、こんなふうにも考えているところであります｡また、議員の皆さん方

のご指導とか、いい提案があればお出しいただければ組み込んでまいる所存であり

ます｡ 
また、訓練も相当やっておりますから、更にその辺もあまり形骸化しないように

して種類別にいろんなこと、また、想定してやっていくことが大事かと思いますの

で、また、見直しもやります｡まずは安全対策、安全対策をまずどうとるか、その

次はその復旧に向けてどうするのか、第２次、第３次、第４次災害をどうやって食

い止めていくのか。また、コントロールタワーをどこに持って行くのかと言うふう

なことも合わせて検討いたします｡まあ、壊滅的と言うことになりますと、一番強

いところに防災の拠点は置くように、消防署の２階になっておりまして、新耐震の

中で作り上げておりますので、震度７や8ではそこは崩れることはないと思います
が、更にもっと大きなこと、あるいは、また、縦揺れ横揺れ複合的な斜め揺れ、い

ろんな揺れになった場合には、そことて絶対安全とは言い切れない訳でありますの

で、また、その場合にはどの辺に拠点を作るべきか、このように考えていかなけれ

ばならないと思います｡ 
地震そのものは、人の命を奪うものではありません。地震によって人間の作った

構築物他で人間の命が絶たれることが多いと言うことにまずは根本立脚して、そし

て、更に先程言ったような完璧な姿を考えていく所存であります｡ 
いまペイオフのことは少しお話がありましたが、また、関係課長の方からお答え

申し上げます｡いずれにいたしましても、何ですかね、利息と言うようなことで、

いろいろ昔はその預金の果実で運営すると言うことがありましたがだんだんできな

くなって、また、その果実を当てにしているとほんの僅かでもありますし、更にま

た、保障がされないと言うことになりますから、やっぱり決済型預金に切り替える

よりやもえないのかなと言うことであります｡やはり自由主義の中でありますので、

銀行もつぶれてもおかしくない、しかし、つぶすと大変国民の大勢に財産的な、大

きな財産的な資産的な迷惑が掛かる｡では国民の尊いい税金を国の方から拠出して

いいかどうか、一行だけなんだ、民間の銀行ではないか。しかし、影響が非常に多
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大の場合にどうしたらいいのか。広域的な損害にあたる場合もある｡いろんな論議

を醸すところであります。しかし、現状では、また、会計課長からお答え申し上げ

ますので、その点に対する対処もお考えいただきたいと思います｡ 
次は、子どもの安全対策ということでありますが、ああいった報道をするために

教えてしまうのかどうだか知れませんが、今度は、女性で学校へ入って刃物を持っ

て、聞いてみると訳のわからないこと言っていると言うことで、どう言うことか原

因が良く分かりませんけれども、精神的な問題の中で、そう言った加害をすること

も考えられますし、また、今の社会世評の中でそう言った人が生まれてしまうと言

うことも考えられでしょうし、また、あんまり一つにこだわり過ぎて、いつもその

ことばかり考え過ぎちゃってて、大局を見失っている人達が、また、逆恨みで学校

へ飛び込むと言うようなこともでてきたり大変なことだと思っています｡これに対

しましては、また、教育長、教育次長の方からもお答えも申し上げますけれども、

辰野町も各校が今2、3校から始めていますけれど、いずれ全校型で、校長先生中
心に、先ずは職員訓練と言うこともなされておりますし、また、それなりに対しま

す防衛器具も刺股などを中心に配備をしてまいりますし、ただ一番困ることは、学

校は授業をやっておりますので、隣のクラスとの防音もハードとして進めておりま

すし、防音してないとなかなか授業が思うように進まない。さりとてこういった場

合に、そのこと事態が今度バリアになってしまって、隣で大変な事件が起こってい

ても隣の教室では知らないでいると言うことであります｡それをやっぱり解消する

には、今のお話しではございませんけれども、無線的な問題の中で、学校で何処か

で何か起これば、だいたい各クラスで緊急の場合だけ、先生なり何なりが分かると、

そういったＩＴシステムを今考えられている様であります｡しかし、常時その先生

がイヤホンを付けて授業をしていなければいけないと言うそんな形になっちゃいま

すので、まあ、その辺の煩雑さとかいろいろの問題があります｡同時にまた、ＩＴ

でカメラを学校のいろいろな所に設置して、挙動不審な人、あるいは、また、あま

り事務室などへ顔出しをしてちゃんと許可を取って行った人かどうかと言う時で判

別をさせるようにしたり、顔を覚えたり、見慣れない時どうするか、いくら事務で

許可を取っても、その後挙動不審であれば、幾つのカメラが警戒信号を発するとか、

いろいろのことも考えているようです｡しかし、まだ具体的ではありませんので、

それぞれ人間のなせる手で開放的な学校、しかし、閉鎖的な学校にしてはいけない｡

しかし，こう言った犯罪からは防がなければならない。非常にあのある面では、正

反逆なところもありますけれども、できるだけ辰野町の中ではそう言った事件を起

さない様に努力しなければならないと思います｡              
いずれしましても、教育現場の学校と、そして、家庭と地域の三者連携をしてい

る掛け橋が、まさにＰＴＡでありますから、そのＰＴＡの皆さんにもご相談をし、

そして、先程言いましたように、それこそ三位一体になって、この町を守り貫いて

いかなければならない。学校にいる間の問題、登下校の問題、今も民生委員の方か

ら発信をいただいております「こんにちは」運動と言うことで、犬散歩他いろいろ

と外に出かけるならば、その登下校時間にできるるだけ併せて、できれば腕章も黄
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色いようなものも付けていただき、ワッペンを付けてもらう｡最近では、犬の首に

付ける同じ様な表示もあるようでありますし、まあそう言う提案もありますから、

そして、大勢が子どもたちを見守っているんだよ。同時に、また、前にも話しがあ

りましたように、どの家に飛び込んでも、といっても留守の家に飛び込むと、返っ

て戸が開かなんで、ガタガタしている内に余計危ないと言うことにもなりますけれ

ども、その辺が問題でありますが、安心、安全、子どもを守る家をでまるだけ多く

して行く、地域絡み、同時にまた、そう言った地域にはそう言った強姦が入っても、

これは入りにくい場所だなと言うイメージを与える。しかし、そんなことまで考え

て入ってくる人が居るかどうか問題ではありますけれども、もし精神的な問題があ

る方が入ると言うことになればそんなこと無視してきますので、大変でありますけ

れども、一応はハード、ソフト両面合わせて、子どもたちの安全確保を進めていか

なければならないと、こんなふうにも思っておるところであります｡              

それぞれ関係課長からもお答え申し上げます｡ 
 ○教育長  

それでは、子どもの安全対策の現状について、1、2について具体的にちょっと
私の方で答弁させていただきます｡先ず1についてですが、各校で一昨年から本格
的に手掛けている事ですが、登下校の際の不審者への対応策と、それから、学校侵

入者の対応策、この二つが今重要になっている訳ですが、全小中学校でこの危機管

理マニアルを作成しております｡これさっき防災の方でも言いました、このマニア

ルを作ってありますが、これとは別個に作ってあります｡それで機会を見て、児童

生徒に集団下校などの予防的指導だとか、実際に不審者に遭遇した時の対応、例え

ば大声を出すとか、不審者情報の防犯ブザーを活用するとか、安心の家に逃げ込む

とか、まああらゆる手段を使っての防衛策の指導もしてきましたし、職員には必要

に応じてパトロールも行ってきました｡それからいわゆるマップ作りですね、これ

は中学の物ですが、過去に不審者情報があった所、交通事故のあった所全部チェッ

クして、保護者にも知ってもらう｡ 子どもたちももちろんですが｡こんなこもして

おります｡で今年はマニアルを柔軟に対応できるように見直して修正すべき所は修

正してもらうと。それから教育委員会としても、刺股、インターホンですね、これ

ちょっとお金の問題で一気にというわけにいきませんが、計画的に増やしておりま

す｡こう言う点にも力を入れて、まあこの前成瀬議員から提言がありました防犯ブ

ザーについても、今回積極的にいろんな機種を保護者に紹介して、できるだけ多く

買ってもらうこともしておりますし、それから、来訪者については、今必ず事務室

でチェックをして、勝手に入ってくることは絶対にないようにしております｡それ

から、本年度から警察にも協力してもらって、不審者対応の避難訓練、これはどこ

の学校でも実施しておりまして、これは、二つありまして、児童生徒の避難訓練と

教師自身が、いざ不審者が侵入したときにどうやって対応するかの、この訓練を両

方やっております｡それから、中学では、特に危機感を持っていて、今、毎時間ペ

アで校内巡視をして、ちょっと、中学の場合は昨年まで、暴走族崩れみたいな心配

な卒業生がいっぱい来ましたので、特に力を入れたわけですが、おかげ様で今年は
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ほとんどそう言う卒業生は来なくなりました。  
それから、２番目についてですが、ほんとに矢ヶ崎議員のおっしゃった、地域が

地域の子どもを守ると言う点がほんとに有り難い訳であります｡であの、全国でよ

く言われている、セキュリティーの問題ですが、校門閉鎖とか施錠とか言うことは、

開かれた学校作りに逆行することですし、警備員配置もできればいいんですが、非

常に金の掛かること。実際にそれをやって必ず効果があるわけも無い。となると、

やっぱりハード面よりもソフト面をいかに強化していくかということが大事になる

わけでありますけれども、町長がさっきおっしゃいましたように、学校だけの取り

組みは限界があるので、少し前から保護者に、各学校で協力呼びかけていただいて、

誰でもできるようなパトロールをお願いしております。これ既に東小、川島、南小

あたりで積極的に取り組んでいていただいて、東小では、20人以上の方が参加し
ていただいております｡これは、例えば犬の散歩を兼ねたとか、買い物を兼ねたと

か、誰でもできるようなことと言うことで、やって頂ける方には腕章をと言う形で

やっている訳でありますが、まあそれだけでいいかどうかと言う事で、実は教育委

員会で、ほんとにこれを各学校独自でやって頂くのは勿論結構ですが、ほんとに町

全体の立場を考えて何らかのことを考えていかないじゃないかと言うことで、つい

あの7日に不審者対策会議と言うのを立ち上げました｡教育委員会で、であのそれ
から全学校、民生委員、ＰＴＡ、辰野交番、支援マスター協会等の協力を得て、先

ほど町長がおっしゃった運動を近いうちに始めようと、これ一応仮の名称は、「子

供を守るこんにちは運動」と言う名称ですが、具体的なことは、先ほど町長がおっ

しゃったとおりで、とにかく誰でもできると言う、つまり、あの動員して割振りす

ると言うやり方すると、毎日のことであり、仕事を持った皆さんにお願いする事で

ありますので、誰でもできる方法と言うことですので、さっき言った買い物を兼ね

ても結構、犬の散歩を兼ねても結構。場合によっては家の前に立っていただくだけ

だっていいと、そう言うような非常に幅広く考えております｡これは先程矢ヶ崎議

員がご提案のあったことにかなり近い方法であります｡それから、最後に先程地域

ぐるみと言うことで、防災訓練とかゴミゼロ運動に児童、生徒の参加もと言うのも

最もで、昨年から取り組んでいて、防災訓練にはできるだけ参加するように、ゴミ

ゼロはもう中学は、去年本格的に参加しております｡更に積極的に働きかけていき

たいと思います｡ 以上です｡ 
○ 総務課長  

それでは、矢ヶ崎議員さんの質問にお答えしたいと思います｡公共施設の関係

の震災対策整備でありますけれども、昭和56年の5月以前に着工した建物につい
ては、耐震だとか、診断だとかそう言ったものが必要になろうかと思いますけれ

ども、町の関係それぞれの施設ある訳でありますけれども、西小学校の一部だと

か、消防署だとか、それから、ある程度のコミｭ二ティーだとか、いろいろの部

分については、そう言ったものが施されておりますけれども、まだまだそう言っ

たことが必要な施設もありますので、先送りになっておりますけれども、これか

ら鋭意そう言ったものも進めてまいらなければいけない。そんなふうに思ってい
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ます｡それから一般住宅につきましては、住まいの倒壊、安全ですか、そう言っ

た防止対策事業を実施しておりまして、それによって耐震化と言うことも進んで

いるんではないかと思います｡ 
 通信手段の関係でございますけれども、大規模災害、壊滅的なものにつきまし

ては、先ほど町長の方から話しがあった訳でありますけれども、行動マニアルだ

とかそう言ったものにつきましては、総体的には、ここにありますように辰野町

地域防災計画の中で震災対策編と言う形の中で、どういった時にどう言うふうな

形でと、かなり詳しく決められておりまして、動員計画、警戒体制、非常体制だ

とか、緊急体制、そう言ったもの、また、震度によってどうゆうふうにする。そ

れから、発生から１時間以内だとか6時間以内、それから12時間以内とか。そう
言った形の中でどうふうに進めるかと言うことがある訳でありますけれども、具

体的なことになりますと、例えば先ほどありますように、ＮＴＴだとか中電だと

か、そう言ったものついては、直接私どもが手を出せない訳でありますから、そ

れぞれの専門の皆さん方にその復旧にあたっていただくと、そう言う形の中で相

対的なものについてマニアル化されておりますけれども、それ以外専門的な事に

ついては、それぞれのＮＴＴだとか中電さんだとかでマニアルを決めていただい

てそれに対処して頂く。こう言うふうになっております｡また、道路だとかそう

言ったものは当然通れなければ、それをまず直してからでないと動いていきませ

んので、そう言ったものが必要になってくる。こう言うふうになってくる訳であ

ります｡それから、町民の皆さん方にマニアルとしてお示しと言うことでありま

すけれども、そう言った細かいそれぞれがどう言うふうに対応するかと言う以外

にですね、町民の皆さん方に知っていただきたいことにつきましては、防災訓練

時の啓発事項が主になる訳でありますけれども、非常持ち出しとか、1分間行動
とか、消火、応急手当、安否確認、避難だとかそう言ったものをしていただくと

言うことが地域の住民の皆さん方のするマニアルではないかと考えておりまして、

そう言ったものが防災訓練の時期だとか、そう言った時にお示しをしながら訓練

をしていただいている｡そう言うことであろうかと思います｡ 
 防災無線の聞こえない地域だとか、そう言ったもののこれからの調査とか、そ

う言うことでありますけれども、なかなか輻湊したりですとか、いろいろの関係

で聞きづらい所ある訳でありますけれども、16年度につきましては個別受信機と
言うような形の中で、聞きづらい地域に対しまして、各戸にそう言ったものを配

備してやっていただく。そう言った形の中で順次進めておりますので、これから

も進めていきたい、そんなふうに思います｡ただ無線機ですとか、外のスーカー

等個々はかかりますので、そう言った物も逐次行っていきたい、そんなふうに思

います｡近隣の関係でありますけれども、ほぼ同じ様な形のなかで、同じ様な防

災マニアル等作りましている訳でありますけれども、まあ伊那市では職員の行動

マニアル、そう言ったもので、先だっては招集訓練をと、そう言った訓練をされ

ております｡町でも職員の防災行動マニアル、こう言うようなものもできており

ますけれども、これには、どう言うふうに動くとか、例えば道で倒れている人が
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あったらどう言うふうにやるとか、こう言うフローチャートの中で行うとか、そ

ういったものでありますけれども、これも更に普及をさせてまいりたい｡こんな

ふうに思っています｡ 
 あと、防災資材だとか、非常食の分散他につきましては、県でもそんな形の中

で予算と言う話しもある訳でありますけれども、町につきましては、それらもこ

れから視点に入れて配備計画等も行っていかなければいけないところであります

けれども、現在は、町そのものが中心で蓄えていける物をもう少し増やしてから、

そんなふうに思っておりますからよろしくお願いします｡ 以上であります｡ 
○ 消防署長  
   それでは、消防の立場から町長の答弁に少し加えさせていただきます｡議員の

言われるような壊滅的被害が出た場合には、一消防署、あるいは消防団では対応

できません。こう言った時には、今町長から自衛隊出動という話しがありました

が、その他に消防には、県、国に緊急消防援助隊があります｡緊急消防援助隊は

具体的に申し上げますと、例えば、昨年の中越地震の際に幼い子どもが救助され

る場面がテレビ放映されておりました｡その中で、東京消防庁、それから、長野

消防局等の隊員による救助活動があった訳でございますけれども、これらも緊急

援助隊の救助部隊、あるいは航空部隊によるもので、大災害になれば、こう言っ

た部隊の出動要請をして復旧にあたっていかなければならないと思っています｡

それから、通信手段が使用不能になった場合ですけれども、消防無線の活用の方

法もあります｡今申し上げました、県、国の緊急援助隊に応援要請をし、消防無

線の県内波、あるいは国内波などを利用しての復旧活動の方法があるのではない

かと、こんなふうに思っております｡以上でございます。よろしくお願いします｡ 
○ 会計課長  
   それでは、質問にありましたペイオフ対策につきましてお答えを申し上げます｡

この17年4月1日からペイオフ全面解禁となります｡したがって町では、これに対
しまして全額保護をすると言う立場から、大切な皆さんからお預かりしたお金で

すのて゛普通預金、それから、もちろん一般会計も含めてでありますが、特別会

計、企業会計、これは病院、水道も含みます｡それから各種もっております基金

につきましても、全て預金保険によります全額保護をしていきたい、と言う事で

現在4月1日に向けて作業をしております｡4月1日からは、全面解禁に向けての全
ての作業が終了して、全額保護すると言う事で現在進んでおりますので、よろし

くお願いします。以上であります｡ 
○ 議 長  

進行いたします｡質問順位9番議席15番 成瀬恵津子議員。  
 

【質問順位9番議席15番 成瀬恵津子議員】 

 
○ １５番（成瀬）  
   通告にしたがいまして、2項目質問します。1項目としまして、今社会的現状
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となっている通学も仕事もせず職業訓練も受けていないニートと呼ばれる若者が

急増しています｡15歳から34歳までの働くことも、学ぶことにもふみ出せない若
者たちは、全国の推計で76万人と言われています。こう言う人たちは、職探し
もしていないため、失業者にもカウントされていません｡学校を卒業した後一度

も求職活動を経験したことの無い若者の多くが主な理由として、人付き合いなど

会社生活に自身が持てない事を上げております｡このように、働く意欲に欠ける

若年無業者、ニートの増加など、新たな課題に対応するための、総合対策が国で

打ち出され、その中に中学生に地域の職場で仕事を体験してもらうキャリヤスタ

ートウイークが、いよいよ来年度から全国で導入されます｡ 
   予算政府案に新規に盛り込まれた事業で、中学生を中心に5日間以上の職場体

験や就業体験を実施し、ニートと呼ばれる若者が急増する中、地域の教育力を最

大限に活用し、学校段階から就業意識を高めていくことが狙いであります｡一人

の若者、一人の労働者に光を当てる。若者の失業率が高かったイギリスで、一人

ひとりにカウンセリングを行い、どんな訓練が必要か、どんな仕事を与えたら良

いかを個々の若者に取組み成功を収めたそうであります｡現在全国で職場体験を

実施している公立中学は、全体の86.9％にも及び、この内１日のみの実施が
47.3％、3日以内の実施となると89.7％とと、大多数を占めているのが実情であ
ります｡都道府県全体を見て5日間以上の職場体験を実施している中学校は、1割
にも満たないわけであります｡その中で2年生を対象に連続5日間の職場体験を実
施している中学校は、社会とのつながりを実感し、生きていく自信や将来の目標

をつかむことができ、素晴らしい成果を上げているそうです｡一日や二日では体

験学習と言うより、見学に近い形になってしまうのではないかと思います｡5日
間連続となると重みが全く違ってきます｡先ず１点目として、辰野中学校では、

2日間の職場体験を実施していますが、その成果は、生徒たちにどのように現わ
れ、生徒たちは職場体験に対しての感想はどのように言っているのか。また、受

け入れてくださる企業等はどのような意見・感想を持っているのかお聞かせくだ

さい。地域の大人たちと一緒になって働き、汗を流し、その中で生徒達は仕事に

誇りを持って働いている大人たちがいること、そして外からは見えない仕事の苦

労等を肌身で感じでいくのではないかと思います｡ 
   ２点目としまして、辰野中学校でも今後ニートと呼ばれる若者を増やさないた

めにも、是非職場体験を5日間は実施していくべきではないかと考えます｡職場
体験  

という重要性をどのようにとらえ、また、今後中学校の職場体験の日数を増やして

い  
く考えはあるのかお聞きします｡ 

  ３点目としまして、現在辰野町で職場体験学習に協力し、受け入れてくださって

いる企業商店等は44件ですが、その内約半分は町の関係の職場であります。中学
校側ではもっと多種に渡り、たくさんの企業に職場体験学習に協力し受け入れてい

ただきたい、生徒達が選んで体験するには少ない。辰野町の企業マップのようなも
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のを作っていただければ良いがと話されておりました｡しかし、学校側で企業、商

店等にお願いして歩くのは非常に大変だそうです｡是非町として企業、商店等に協

力していただけるようお願いし、生徒達がいろいろの職種に挑戦できることを考え

ていくべき、と思います｡職場体験学習をとおして、多感な時期に人生のベースと

なるような貴重な経験をさせ、学校の勉強だけでなく、仕事の大切さを早くから学

ぶべきではないかと考えます｡ある本に人間は何のために生まれてきたのか、何の

ために生きるのか、それは広い意味での人間教育によって生命の可能性を極限まで

開き表していくためとありました｡職場体験の実施は、受け入れる企業はもちろん、

先生方も大変な苦労があると思いますが、辰野中学の生徒の将来のために、新たな

職場体験の実施をすべきと考えますが、町長、教育長のお考えをお聞かせくださ

い｡ 
  二項目目としまして、学校内安全対策と子どもの登下校安全対策についてであり

ます｡これは、矢ヶ崎議員とダブリますが、質問させていただきます｡12月議会で
も防犯対策について質問しましたが、違う角度からの質問をいたします｡大阪府寝

屋川市中央小学校で起きました教職員殺傷事件は、非常に痛ましい事件でありまし

た。学校の安全対策が再び大きな問題になってきています｡辰野町の学校は、どの

学校も門があって無いようなものでどこからも簡単に学校に入れます｡玄関のドア

も簡単に開き直ぐに中に入れます。このような現状の中不審者への対策はどのよう

に考えているのかお聞きします｡また、防犯管理システムの整備などは､全国水準が

40.6％になっていますが、辰野町の学校での防犯管理システムの整備はきちんとで
きているのでしょうか、できているとしたらそれは直ぐに作動するようになってい

るのかお聞きします｡ 
 次に、現在東小で実施しておりますが、南小でも下校時の安全対策として、子ど

もの下校時に合わせ地域の人たちに犬の散歩やウォーキング等をやっていただき、

不審者から子どもたちの被害事故防止しようと、ワンワンパトロールを実施します｡

現在地域の方々に協力を呼びかけている最中であります｡これは素晴らしい提案と

思います｡是非他の学校でも子どもの下校時に合わせて犬の散歩､ウォーキングをし

ながら不審者から子どもを守るワンワンパトロールを実施していくべき、と考えま

す。また､公用車などに防犯ステッカーを貼る。例えば、子どもたちを不審者から

守るとか、不審者警戒中と書いたステッカーを貼って安全対策を実施している地域

が増えています。辰野町も是非、公用車等にステッカーを貼り、パトロールカーと

言う利用方をし、子どもたちの安全確保を図る見守り活動を展開していくことを提

案します。  
  地域、町、学校が一体となって防犯対策に取り組むべきと考えます。町のお考え

をお聞きし質問を終ります。  
○町 長  

   それでは、引き続き質問順位9番の成瀬恵津子議員の質問にお答えを申し上げた
いと思います。  
第１項目目と言うことで、いま悪い意味の流行語でありますニートと言う若者が
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増えてきていると言うことで、約76万人を超えていると言うことでありまして、
大変に心配なことであります。文部科学大臣がこれに対しての世評を報道しており

ましたが、非常に変なことを言ったなあと思うんですが、これは学校内ではみんな

同じで競争をさしていないせいだ。昔みたいに競争心をあおってないせいだと。対

抗心を養っていない、皆いつも同じだ、同じだと言うことを履き違えている。こん

な事を表現しておりました。  
一部でも文部科学大臣の言っているのは、おそらく官僚の皆さん方が考えて言わ

せているのでしょうけれども、これは、あえて言うと、どう言う競争かと言うと、

勉強と言いますか偏差値の競争をもっと過激にやれと言う意味じゃないかと思うん

です。そうすれば競争心がもっと根付いて社会に出てからも働いたり、あるいは、

また、向学心に燃えたり、また、職業訓練をしていくと言うですが、これはちょっ

とやっぱりあの大きな机上の空論であって、現場を知らない人たちが勝手に考えた

ことだなと言うふうに思います。どう言うことが一番原因なのか考えてみるんです

が、中々これと言うふうな決め手はもちろん無いです。しかし、よく今経済的にで

すね、日本の企業が空洞化して、賃金の安い中国などに行ってますので、中国に行

っていろいろと人と行き会ったり、話したりする人が日本に大分増えてきておりま

かすが、多くの皆さん方が日本に帰ってきて言うのに、中国の若者は目が輝いてい

ると言うんですね。それに引き換え日本の若者は、目が濁っているとは言いません

が、ドロンとしている若者が多いと。この辺にちょっとニートをたくさん生む一つ

の現象が、症状と言いますかね、現われているのかな。昔あの野生のエルザと言う

映画と言いますか、実際に基づいてライオンを小さい子どもの頃から逸れていたの

で育てていったと。だんだん大きくなって、人がミルクから始まって餌まで与える

ようにしてやっている。ぼつぼつ野生に返してやろう、自然に返してやろう。返し

たとたんエルザはその家にしょっちゅう帰ってきて、遠くへ離すんですけれど帰っ

て来ている。だんだんやせてくる。やはり自分で餌をとることができない、ライオ

ンであってもできない。捕り方も知らない。やはりずーと大きくなるまで上げ膳据

え膳、自分でもって食料などを捕らずに済むような環境に育てると、どうも自分か

ら自立出来ない人達が出てきてしまうと言うのも一つヒントかなとも思われます。

まあエルザは最終的には気がついて、そして結婚までしてちゃんと子育てもし、子

どもにはちゃんと餌を捕る方法を教えているようです。  
まあ、そんなとこかどうか言うと比喩で一つ分かりませんけれども、ほんとのあ

のそう言ったニートの皆さん方でもちゃんと食べているんですからね、いると言う

ことは誰かがやはりその食料を心配していると言うことになってまいります。です

から日本が豊かになる、昔みたいに食べるものも無い、泥棒と言えばコッペパン物

語みたいな、ほんとにもうお腹が空いて、自分でなくて子どもたちに与える食料が

無いんで、一つコッペパンのしかも切り掛けを取って捕まったんですけれども、子

どもにやりたかった。こう言うのでなくなってきている。したがって豊かになるこ

とはいいんですが、一方なんかを履き違えていると言うところの社会世情。やはり

どうしても日本はなんかどうか与えられて自分たちで勝ち取ったものでないなあ。
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経済見てもですねえ、どちらかと言うと発明はアメリカ他世界に多くて、日本はい

いものはいいもの発明をまねして、軽薄短小でどんどん安く物まねで量産をする。

そんなことだけに付加価値を求めた国の一つの結末かな、やはり独創性、独創力、

その必要性と言うものが欠落している。自分たちで勝ち取ってない、そう言う所に

国民世論も今大き方向に間違った所へ目をつけられて進んでいるような気がいたし

ます。まあ、そんなことでそんな理屈を言ってもしょうがない訳でありますが、ま

あ背景的にはそんな事も考えられますが、しかし、この様な状態を放っておく訳に

はいけませんので、また、我々も考えて参りますが教育長も真剣に考えてくれてい

ますから答弁をいただきたいと思います。  
同時に職業体験と言うことで二日くらいやっております。まあいろいろと感動し

たりですね、あの子どもたちも、ああこんなこともやっているんだと言うふうにな

ったり、また、あのただ非常に狭い所にちょっと二日くらい与えちゃいますので、

もっと広くたくさん与える。成瀬議員のおっしゃるとおりだと思いますし、日数も

二日位だと今度は飽きてくると言うことを知らない訳ですから、物珍しさで感動し

て帰っちゃいます。仕事っちゃあそう言うものかと、非常にあの局面、ほんとに端

面的な一部しか見ていない、その良さと悪さと両方が併用されております。職種も

限られちゃいます。と言うことでもう少し増やすと言うことでありますが、さて、

これが文部科学省の方が膨大なカリキュラムを組んで、総合学習他いろいろとやっ

ておるわけでありますが、なかなか時間が取れないのも学校現場の一つかと思いま

す。同時にまた会社側もですね、大変無理をして町の方から頼めと言うことですか

ら、できるだけお願いはしてみたいと思っておりますが、預かる方もえらい喜んで

預かると言うことばっかりでもないんですね、生産性はもちろん落ちます。昨日の

お医者さんの話じゃないですが、誰か専門化が付いてちゃんと見ていないと、危な

いし、出来ないし、それが二日も五日もと言うことになりますと、その会社に対す

る今度迷惑と言うことにもどのように考えていくかと言うことにもなります。です

からまあまあのところをお願いをしたり、まあ迷惑を掛ける会社をもっと増やすと

かですね、やってくれるよと言うそう言った会社だけに重圧を掛けて、もっと日数

を多く大勢を何て言うことばかりでなくて考えていかなければなりませんし、そう

かってあのなかなか受けても少ない部分も確かにありますから、行政の方が44の
内半分位というわけでありますけれども、そうかって行政だけが仕事だと思われて

もこれまた困る分けでありますし、非常に難しいとこであります。まあ、こう言う

ことも大きなこのニートを減らしていく一つの手だとは思いますので進めて参りま

すが、もう少し根本も我々も考えて、日本全体の問題でもありますし、是非一つ皆

さんのお知恵をいただきながら解決をしていかなければならい。フリーターと言う

職種と言っていいのか、フリーターと言われる皆さんも居ますが、その人たちはや

はり就職と言う形でなくて、アルバイト、アルバイターみたいなものをずうっと連

続的に行っているわけでありますが、まだ稼いでいると言うこと、仕事をすると言

うことに焦点が合っているようでありますので、このニートよりはずっと言い訳で

すが、ほんとのニートと言うのはえらいことだと思います。教育も雇用も自分の訓
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練も全てノットと言うことで否定している訳でありますので、人間の生活生命を否

定しているようなことにだんだん結びついて行ってしまいますので、是非一つまた

国を挙げてともに考えていかなければならないとこんなふうに思っております。教

育長の方からお答え致します。  
後は、第２項目目は防犯対策と言うことで書いてありますが、これは先程と同じ

ことでありますので、心配な限りであります。できるだけそう言ったことが町から

起こらないように住民と地域とそして学校と協力し合って、訓練他協力をお願い申

し上げたい。協力もあまり、先程教育長が言いましたように無理なことをお願いし

ても続かないわけでありますから、平常やっている仕事をどこかに合わせていただ

く、子どもたちが登校下校時の時間に、できるだけ行っていただくとかですね、出

てもらうとか、旗を付けるとか、犬のフラックもあるようでありますので、ドック

フラツクと言うような、犬だって警戒しているんだよと言うような、ひとつ笑いも、

余裕も、コミックも作りながら、こんな体制を作り上げていくと言うこと、あまり

がちがちでどちらかと言うと侵奪な考えになっていかないようにしながらしていか

なければなりませんし、一番大事といいますか困ることは不審者と言うものが、不

信者と書いてないんですね、本とに不審者かどうか一発見ただけで分からない、今

服装とかそんな時代ではありませんし、何を考えているかしゃべってみないと分か

りません。それで困るわけでありますから、その不審者とかそう言った人たちが、

そう言ったことできないように、悪いことができないような体制、こんな町づくり

であると言うことをできるだけ知らしめていくことも一つの解決方法になりますが、

そこまで不審者の方で考えてくれるかどうかは、多少疑問点はございますけれども

取り上げていかなければならないと思います。  
パトロールカーと言うことで、常にどこに行っても、水道課が水道の検診に行っ

ても何にしても、不審者パトロール中とこんな様なことも一つの案かと思います。

防犯協会で、ここで車を軽自動車ですけれども購入することになりました。町が半

分、そしてまた、各企業他の皆さん方のご好意をいただくのが半分くらい、それで、

この度許可になったのが回転灯であります。回転灯は救急緊急自動車等は赤で赤色

灯でありますが、工事は保護色灯、黄色い車でありますが、今度はブルーの青色灯

と言うんですか、ブルー色灯ですね、青い回転をするのが許可になりましたので、

それを常備付けて動く時には行く。たまには学校への方にも入り込んで寄っていた

だく。ブルー色灯を点けると、こんな事も考えているところでありますので、会い

合わせて皆さん方のご支援をお願い申し上げたいと、こんなふうに思っておりま

す｡ 
それでは、他教育長の方からお答えを申し上げます｡ 

○ 教育長  
それでは、成瀬議員の二項目目について答弁させていただきます｡ 
中学の進路学習は、非常に幅広い形で行われているわけですが、今回は職場体験

に限って言えば、以下の様に行われています｡まず、2年生は10月に2日間かけて約
200人程が一斉にですね、さっき言った44箇所に分かれて学習しました｡これは町
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内の製造業、サービス業、医療機関、公共施設など非常に多岐に渡っております｡

どこも終日です。ただ事業所によって若干開始、終了時間は違いますけれども、直

前の準備だけでも1週間。まとめ終わってからもその位かけております｡実際には
もっと時間をかけて取り組んでおるわけですが、また、1年と3年生は、ちょっと2
年生と違う形ですね、一斉ではなくて総合学習の中でボランテア体験を。これはク

ラスごとが多い様でけれども、例えば、施設とか保育園なんかで行っておりますが、

これも貴重な職場体験かなと思います｡これは、あのまちまちでクラスまちまちで

やっておりますので、そうは言っても1、2回が限度かなと言うわけです。これも
やはり準備と後付けにはかなり時間をかけております｡ 
ここにこう言う冊子があるんですが、これ一人の子、これは食菜館で学習した子

です｡たたった二日と言いますがものすごい取組み、一冊のノート位のものをどの

子もこう言うふうにまとめている訳ですが、30ページ以上にわたるものでありま
す｡ちょっと子どもの感想ほんの一部読ませていただきますが、「水曜日はセール

の日なので人がいっぱいいました。人がたくさん来れば物が売れる。だからどんど

ん物を出さなくてはならない。水曜日は、次から次へとラッピングをしてとても疲

れました｡自分たちが儲けるには自分がその分大変な思いをしなければならないと

思います」と「自分が苦労した分、自分に返ってくる。働く事が少し分かった様な

気がしました」。まだたくさんある訳ですが、これみても非常に子どもたちは、私

かなり見せていただきましたが、感動を受けて自分に立ち返って考えております｡

非常に成果は大きかったかなと思いますし、ほんとに成瀬議員がおっしゃるように、

大変意義のある活動かと思います｡ただ、ここで明らかなように、たった二日でも

非常に意義のあるものにするには相当の準備と後付の時間の確保が必要でして、し

たがって体験学習の日数も大事ですが、その全体の準備と後付を含めたこの学習が

私は一番大事かなと、と言う意味でまあ二日間が現在では妥当かなと思ってる訳で

ありますが、これ確かに１日はやっぱり効果ないかな。かってはこれ１日だったん

ですよね。それがまあ二日に変わってきたわけですが、であのさっきも町長もおっ

しゃったように、この事業所の確保も学年は本当に大変なんです｡と言うことは、

みんな受け入れてくれるわではありません。かなり断られております。私が箕輪中

学に居た時はお願いした半分は断られました。断っている理由は、関心が無いとか

そう言うことではなくて、やはりこう言う大変な不況、合理化の中で子どもたちを、

アルバイトではありませんので、どう言う所に配置するのがほんとにいいのか、そ

の時にどんなふうに指導、援助するのがいいのか大変難しくて断られた企業がたく

さんあるわけであります｡したがって、これを二日以上伸ばした場合に事業所はか

なり減ってくるなと、とても辰中の生徒200人を賄うにはちょっと厳しいかなと、
小規模校なら何とかなるかも知れませんけれども、そう言う心配もあります｡それ

から慣れない生徒の緊張感、ここで言っているように、子どもたちはほんとにたた

った１日でもうんと疲れております｡これが意味のあることですが、まあその体力

も含めると二日あたりが限度かなと思います｡まあ、これをもし増やしていったと

きに年間計画で大事なことがいっぱいあるので、何かを削らなければいけないと言
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うことになります｡その削ると言うこと自体が非常に今えらいことでありまして、

後で北條議員から出てくる総合学習のことも今非難されておるわけでありますが、

年間計画である物を増やす、減らすと言うことは、全体の中で考えていかないとい

けないものですからちょっと大変かなと思います｡ただあの企業等に協力をお願い

していくと言う事はほんとに大事なことで、県の経営者協会の上伊那支部でも、こ

う言うものを少しずつ積極的に取り組もうと、どうもしていただいているようです

ので、これは町長のおっしゃるように我々も一緒に学校と協力してやりたいとおも

っております。まあ、とにかく非常にいいことではありますので、更に一日増やせ

るかどうかと。また更に学校と相談ながら検討したいと思っております｡ 
次に二つ目のことですが、先程これについては、矢ヶ崎議員の質問に答えたとお

りですので、若干補足部分に限ってお答えしたいと思いますが、小中の取組みは先

程述べた訳ですが、これは各校共通した部分はもちろんありますが、小中の違いと

か、学校規模の違い、それから地域性の違いなどによって、学校によって独自の部

分がかなりあります｡例えば、集団下校と言うのは非常に効果がある学校と、道路

事情で返って危ないと、そう言う地域もあります｡それから、小学校はどうしても

女性の先生が非常に多いものですから、こう言う女性の方が多い場合の対応の仕方、

それから、教職員数そのものが徹底的に少ない川島とか南なんかですが、こう言う

学校の対応の仕方も工夫しております｡それから、中学はどちらかと言うと登下校

の不審者対応もうんと大事ですが、過去を言いますと、不審者と思われる人の侵入

ですね、この対応にかなり力を入れていまして、例えばですね、不審者らしき人が

学校の中に入って来た場合に、放送の内容についても、こう言う放送をしたら「こ

う言う所に集まってくれ」と。不審者が来ましたなんて、そんな放送ができません

ので、そう言う取組みまでしております｡それから防犯管理システムについてです

が、中学に限って言いますと、夜間ですね侵入者が入った場合に警備会社に直ぐに

連絡いくそう言うシステムになっております｡これはちょっと金掛かるもんですか

ら、ちょっと全校と言うのはなかなか難しいかなと。私も箕輪中学にいた時は、夜

中の3時頃連絡がきて直ぐ飛んでいったなんていう例がありますが、昨年の中学で
はいろいろ心配な生徒がいっぱい学校へ来て心配があったんですが、その割には校

長が飛んでいかなければいけないと言うことは昨年に限っては聞いておりません｡

過去にはきっとあったと思います｡ 
それから、地域の協力も先程矢ヶ崎議員にお話したとおりでありますが、とにか

く一時的に出来ても継続できなければ意味がない。そう言う意味でさっきのような

案を実行しようとしているわけですが、まああの町ぐるみとよく言うんですが、あ

んまり組織を動員していくと、今度またいろいろ難しい問題が出てくるので、あく

までも先程述べたことを大事にしながら広げられる可能性があったら広げていきた

いと、区長会とか防犯協会とかそう言うところへ広げていった方が意味があると考

えた時には、積極的に協力してもらう。とにかく上から下へやってくれと言うやり

方はできるだけ避けたいなと思っております｡とにかく一番はこの地域のこの時間

にいてもらえればありがたいと言うことがあるんですが、そう言うことよりもそう
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言うことをやって地域のその雰囲気ですねえ、そう言う不審者が動きにくい状況を

作ると言うことが一番かと思います｡ 
それからあの先程出た東小とかその他でやっていただいている、そのパトロール

は各校のやり方を尊重して、それは継続してやってもらうと言うことでお願いして

おります｡以上です｡ 
 ○15番（成瀬）  

１点、職場体験のことについてお聞きします｡5日間というのは無理にしても、
先程１日位は増やしていく検討をと言う答弁がありましたけれど、この職場体験と

言うのは、あの春休みとか夏休みを利用してやると言うことはできないことでしょ

うか｡ 
 ○教育長  

確かにそれはいい案だと思いますけれども、実はここ数年かって夏休みと言うの

は、先生達はうんと休めると言う状況がものすごく激減していまして、もう夏休み

ほとんど先生方休んでおりません、年休だけです｡普通の会社員と同じで、何があ

るかったらいろんな研修、この時じゃなきゃできない研修、それから中学は今年、

夏休みに家庭訪問を持ってきました。いろいろとやることが夏休みには有りますの

で、ちょっと検討はして見ますけれどね、夏休みは、かっての学校の夏休みと大分

違っております｡以上です｡ 
 ○議 長  
   進行いたします｡質問順位10番、議席2番 北條常信議員。  
 
【質問順位10番、議席2番 北條常信議員】 

 
 ○２番（北條）  

先ほどらいろいろ取り立たされております｡教育問題からお願いをしたいと思い

ます｡教育費が歳出の10％、大変ご苦労なさったんだなと思っております｡中山文
部科学相は、義務教育改革推進の課題であります学習指導要領の見直しを、中教審

に要請しています。この根幹の教育課程の基準全体の見直し観点として、やはり学

力向上で世界トップの復活を目指すと、こう言うことを言っております｡大臣の競

争の原理でございましょうか。それから教科内容の改善・充実・到達目標の明確化、

授業時数の見直しなどを挙げておるわけでございます。指導要領は改訂されまして

４年を過ぎたかと思いますが、生きる力、豊かな人間性、自ら学び自ら考える力、

基礎・基本の定着、個性を生かす教育、また特色ある学校づくり、あるいは総合学

習の充実等がキーワードになっていたと思います｡詰め込みの教育の反省から豊か

な人間性の育成を重点据えているわけでこざいます。また、ゆとり教育というのも

その成果を上げ、総合学習も地域に合った歴史、伝統、風土を盛り込んだそういう

教育の中で定着して、素晴らしい成果を上げている学校も多くございます｡子ども

をしていない子ども、パソコンゲームだけの子ども、遊びも働くこともできない子

どもでは駄目、子どもの心の再生にかけた教育課程がまたどうも何処かへいってし



 - 88 - 

まいそうなそんな感じでございます｡漢字はよく知っている、計算は大変よくでき

るテストの点は大変いい、しかし実際にそれを使えない、そんなことを言われてお

ります｡知識とは人間いかに正しく、たくましく生きるかを教えるものでなければ

いけないと思います。目まぐるしく変化します教育のこの指針、教育の持つ個人の

多様な価値観にほんろうされている先生方もいるかなあ、あるいはいるだろう、気

の毒に思っておるそんなこともあります。保護者の理に合わない意見にも頭を下げ、

押し切られて歯ぎしりをしている先生方もあるいは多かろうと思う訳でございます。

もちろん先生方は、自分の信念、それから教育哲学これを持ち、自分の学校の教育

方針、自分自身の教育方針の確立のため頑張っておるわけでございます。地方への

教育の権限の委譲、学校や地域の自主自立性の尊重なども前から言われておること

でございます｡その面でも更に町教委の独自の教育指標を更に確立して欲しい。郷

里に合ったこの郷土にあった教育の指標を確立していってほしい。そして先生方が

安心して、生き生きと心豊かな子どもの育ちの援助に専念できるようにしていただ

きたい。もちろん今までもそうであったと思いますけれども、更にそうさせていた

だきたい｡その他、学校環境への対応とか、少人数学級とか、あるいいは学校評議

員、学校運営協議会、あるいは学校安全の問題、教員評価等矢継早の改革に対応し

ているこの町の教育のあり方を通告にある項目にしたがいまして、ごく簡潔に概略

をお教えいただければと思うわけでございます｡ 
次に人口問題です。これは少子化対策、あるいは高齢者対策、その他多くの問題

を包含したものだと思いますが、町の人口の推移を見ますと、平成5年24,122人こ
れが平成17年には22,938人と1,184名の減となっております｡また、別の推計、算
定の方法で平成20年には21,386人と平成5年に比し2,736人の減となっております。
原因が何処にあるにしろ活力ある協働の町づくりのためには、極めてマイナスの要

因でなかろうかと思うわけです｡町づくり政策課のホームページには出生率も県下

で低い状況だとして、次世代育成支援対策の行動計画の策定に取り組んでいる様子

が伺われ大変ありがたいことでございます｡国でも新エンゼルプランなど出して各

省連携の上にその施策を講じております。  
町の17年度予算にも、待望久しい子育て支援センターの設置として2,600万余の

予算が盛り込まれております、大変ありがたいことでございます｡是非ともこれは

進めていただきたい、予定どおりにしっかりと進めていただきたいと、こう言うこ

とを思います｡これ質問の中に入っておりますけれど、本日は質問から取りたい、

除きたいと思います｡更に今議会上程の乳幼児医療について、就学前までの子ども

が給付対象となる医療費の特別給付条例が出されておりありがたく思っております。

その他出産の祝い金だとか、あるいは母親学級、あるいはまた育児相談、長時間保

育、児童保育、放課後の教室、ブックスタート、社協等の結婚相談と至れり尽くせ

りの施策を講じているとは思うわけでございますが、やはり人口は減るばかり、こ

れは全国的傾向だとか、全県的傾向だとか、全町村傾向だと言われれば仕方ないわ

けでございますが、かつて辰野町の中心でありました、下辰野区も来入児の数をち

ょっと見たところ、たった６名、あの下辰野区でたった6名です｡お店は段々戸を
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閉めて人通りも少なく、また町全体にしても農業にしても後継者なく遊休荒廃地が

めた増えて、農業の人口も減っていくようです。  
今こそ、生まれて良かった、住んで良かった辰野町とするための人口増の方策を

講じて欲しいと思うわけでございます。例えば、晩婚の皆さんの結婚を奨励して祝

い金を出したり、あるいは努力なさっている企業誘致はもとより、この町に転居し

てくる方々に対して住宅だとか、あるいは税の面でしっかりと優遇すると。あるい

は、また集団での出会いの場の設定のようなこと、そして出生率向上のための更な

る努力など、町づくりの政策課の素案の上に各課の優れたものを含ませて少子化対

策だけでなく、今度は人口増に視点を据えた施策を講じて欲しいと、そういうこと

を思うわけでございます。  
ここでは、したがいまして１点のみ質問をさせていただきます｡つまり活力ある

辰野町をつくるための人口増の対策づくりについてどのようにお考えになっている

かと言うことでございます｡今までの少子化対策については、たくさん叫ばれその

実績も積まれております｡観点を変えて、もちろん少子化対策も含めますけれども、

人口対策、あるいはまた、人口増対策への取り組み、こう言う具合にしていったら

いかがかと、そんなことを提言するわけでございます｡ 
   次でございますが、３番目として、農業振興事業等についてご質問をさせていた

だきます｡今議会の予算書によりますと、中山間総合整備事業33,674千円これがご
ざいます。いわゆる中山間直接支払い事業、これも平成12年から16年度、確かな
実績を上げて完了したわけで大変素晴らしかったなと思うわけでございます。この

事業が１７年度から５年間継続となる。こう言うことは、集落別にも多くの実績を

残しているものであり、是非利用して農業の振興をはかって欲しいと言う声が多く

あります。合わせて川島に農村公園があり、市民農園としてクラインガルテン１３

棟がありますが、適切な場所に更に増しておく考えはないかどうかお伺いしたいと

思います｡ 
 信毎の１月２７日の新聞に、いわゆる構造改革特区外の市民農園開設について、

全国的に展開が可能となったと、こう言う記事がございました。市民農園の開設に

ついてお考えをお聞かせください。関連しますが、町内には遊休荒廃地が多い、そ

の有効利用に市民農園の活用による都市住民との交流「グリーンツーリズム」と申

しますか、これをはかる考えは無いかどうかと、こんなことでございます。  
   少しごちゃごちゃしましたが、質問をまとめますと、中山間直接支払い事業の継

続について、農村公園、市民農園「クラインガルテン」の設置について、遊休農地

の活用によるグリーンツーリズムの計画はどうか、それから構造特区外の市民農園

開設の考えはどうかと言うこでございます。三方に開けたこの辰野町、まだまだ十

分に利用できる土地もございます。これらのことが、また、人口増にも関係を持つ

と言うことになれば更にありがたいことでございます｡ 
以上で質問を終らせていただきます｡ 

 ○町 長  
それでは、最後になったと思いますが質問順位10番の北條常信議員の質問にお
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答えを申し上げたいと思います｡３点に大きく分かれておりまして、まずは教育問

題と言うことであります｡やはり学習指導要領の見直し、言いと思えば見直し何百

年この日本は見直しをしたり、教育問題、教育力を高めるには子どものためには、

そんなことばかり毎年毎年やって一つ政策が出ると直ぐまた変えて、いかに、だか

ら教育がもちろん教育というのは直ぐに答えが出ないんで、後で出てくるんでとい

うことが一つの言い訳になっていますが、模索ばかりしている国かなとこんなふう

にも考えられるとこであります｡ 
偏差値だけで競争に勝ってきた人達がものを考えるとこう言うふうになるんです。

ですからやはり教育界というのは、偏差値だけで勝った皆さん方、先程も話しを致

しましたがそれも一つの能力だ。しかし、そうでない能力もたくさんあるんだと、

言うふうな見解にたっていただいて、日本の教育問題を考えないと大変なことにな

るのかな、日本の各大学は世界で１、２番を争うくらい入学するのが難しいそうで

す｡しかし、世界に対する貢献度は65番目位だそうです｡ただ入るのが難しくて、
余り勉強しなくてと言うことになるんでしょうけれども、とにかく物を発明する独

創する力と言うものは、日本の大学では培われない、今の教育界ではそのとおりだ

と言うことが一番の基本になっているだろうと思います｡その辺を培う教育に改革

しない限り日本は低迷を続けるだろうとこんなふうにも考えられます｡それに基づ

いての議員のご質問でもあるし、また辰野町でできる範囲、辰野町と言いましても、

やはり日本の国の中の一環ですから、一応法律に基づいて、文部省の指定どおりは

文部科学省の指定どおりは、やっていかなければなりません。その中で後は特色あ

る学校づくりがいかに少ない時間で、また少ない予算で、それに特別掛ける訳にい

きませんので、取り沙汰がうまくできるかどうかと言うことであります｡東小なん

かの場合は、ＰＴＡや学校の先生や校長先生方の要請もあったり、また、たまたま

地形的な問題もありまして、学校林を町で買わしていただいた｡中央道の直ぐ近く

でありますけれど、学校からも近いところでありますが、その有効活用が非常に功

をなしているようであります｡野山を駆け巡る、また、戦争ごっこは今あまりしな

いようでありますが、自然等の親しみ、また、急傾斜地をどうやって駆け上ったり

駆け下りたりするか、あるいはまた、草木そしてまた樹木とのやっぱり近親感を持

ち､そしてそこから発せられるフィトンチットなんと言う一つのホルモンも、人間

の体にいい健康にいい。なんとなく人間が爽快になるそういった環境にも親しんで

いる訳でありますから、そのことも各校でできればなあとこんなふうに思いますが、

山ばかりでなくていろんな特色を出していっていただけるような教育。少ない時間

の中で取っていただきたいなあと、こんなふうに願ってやまない所であります｡ 
もちろん活き活きとした心豊かな子どもが育たなければなりません、しかし、心

豊かであって何もする気がないと言うのではこれも困るわけでありまして、先程の

ニートではございませんけれど、これからは心豊かで、そして、また今の現代社会

に突入できるような気概を持った子どもをつくらないと､ただ心豊かで八方に間口

が開いていて､単面的でなくて非常に理解力もいいし、ニコニコしているし、そし

てまた優しいし、まずこれが基本でしょうが、しかし、気概を持って何かに臨まな
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いと人間は生きていけない、先程の話しになってくる訳でありますので、合い合わ

せた教育もしなくてはならない、どちらかと言うと日本はどうしても単面的、一つ

だけを追って来た、駄目だったらこっちが追うと言うようなことで、まあ人間の生

き方なんて決まっているわけですから複合的に二つか三つ合わせれば一つの教育が

でる訳ですので、その辺に早く気がついてほしいと思いますし、私どもそんな生意

気なこと言えませんけれども、我々からもお願いを国にも県も、そしてまた辰野町

の校長先生にも教育長をとおして願いしていきたい。こんなふうにも考えていると

ころであります｡あと教育長の方からしっかり答えて頂きたいとこんなふうに思っ

ているわでございます｡ 
人口問題に対しましては、確かにそのとおりであります｡議員のご指摘のように

晩婚の結婚に対しても祝い金他などで還元していけと言うことであります。女性の

社会進出、非常にこれ大事なことでありますし、そうあるべきでありますし、男女

同権でありますし、女性で特別できないことはある訳でありません｡さりとてそれ

があまり進みすぎていますので、進むことが悪いと言うんではないんですが、その

結果として、女性が更にまた高度の職業等に付いていただいたり、将来キャリアウ

ーマンとして頑張る方もいらっしゃる分けですから、有資格と言うことで資格を取

るようになってまいりました｡したがいまして資格取得のために、ある一定の時間

が費やされる、その分婚期が遅れる。また仕事に入るとそれだけの資格を持って実

力もあるわけですから、会社からも、あるいは勤めの場所からも当てにされる｡婚

期が遅れる、そしてどうしても、少子化になるのも一面でもあると思います｡これ

はだからと言ってそれを否定してはいけませんので、それでも子どもをたくさん生

める環境づくりが今要請されているわけでありますので、辰野町も延長保育を預か

ったり、また、子供をたくさん産んでもらえるように、企業や町独自でも考えたり

と言うふうな施策をいろいろと立っている所であります｡ 
もう一点は、そう言った女性ばかりの問題でなくて、まあ辰野町も今度提案を皆

さん方にさせていただいておりますけれども、子育て支援に対します総合的な考え

方、全協でもお話ししたいと思いますし、また子育て支援のセンター、つどいの広

場ですか､そう言ったもの等もやったり、また就学前まで結果的に無料に、医療費

に対しましては無料にさせると言うようなこともどんどん提案して、今やるべきこ

とを果敢に厳しい予算でありますが、そちらに集中して今やっていることでありま

すし、ともに何とか人口を増やすことを考えている所でありますが、如何せん根本

を突いていないのかなあと言うふうに思います｡根本を突いていないと言うことは

どう言うことかと言いますと、やはり現代、自分､そしてまた、自分なりの人格、

そう言うことが大事です｡また自分なりの人生の楽しみ方とか、いろんな近代的な

アレンジがありまして､昔みたいに産めよ増やせ、人口増が国策だと言うふうなこ

とばかりを言っていられない時代になってきた｡親も楽しまなければいけない､同時

に子どももつくって次代へバトンタッチしていかなければならない。  
しかし､その子どももできるだけ、これも間違っていると思いますが、高学歴で

あった方がいいとか、有資格であった方がいいとか、これ男女に関わらず、そして



 - 92 - 

またよりいい生活が出来るようにその偏差値を高めてやるとか言うことで、そちら

の方ばかり頭がいっていて、先程のように欠乏突っ放しと言うようなことを親がや

っていない。野生のエルザではありませんけれども、と言うところのやはり片面だ

けしか負っていないと言うことがあります｡その結果どうなるかと言いますと、や

はり即に結びつく話しでありませんけれども、子どもの養育費他に相当、独り立ち

させるためにお金が掛かってしまう。家計生活の中でいろいろ考えて見ると、家も

新しくした、親も楽しみたい、そう言うことでいくと子どもを5人も6人も10人も、
10人は極端ですが1．29までおってきているわけでありますので、それが3.4とか4
点いくつかになることがちょっと親の責任として、子を何処まで育てるかと言うレ

ベルアップと言いますか、バージョンアップが図られちゃってという中でそれ程育

てれないと言うようなこともでてきているのではないのかな、こんなことも考えて

いる訳であります｡ 
そうは言っても町でできることは積極的に果敢に取り組んでおります｡先程言い

ましたように医療費の就学前までは無料にいたしましたし、出産祝金は国保の方で

出さして頂いておりますし、いま北條議員の方で言ったとおりであります｡ちょっ

と早口で言っちゃいますけれど、保健福祉の方では、母親学級だとか乳児一般検診

だとか､育児相談だとかそしてまた、母と子に関する専門相談だとかいろいろなこ

とをやっておりますし、保育園の方でも母親が働いても安心して預けれるような体

制等をどんどんしているわけであります｡子どもは少ないのに保育園の方の仕事は

増えてきております｡そう言ったことは非常に多角的に受け入れをしているためで

あります｡また子育て支援センターを去年から移動的に始めまして、今年からは皆

さん方にご許可いただければ固定的にやらせていただくと言うふうなことでありま

す｡また学童保育等でも、学校から帰るところの時間帯をもう少し預かると言うよ

うなことで、町も協力してお願いを申し上げている訳でありますし、同じことであ

りますが放課後教室と言うことで、北小野の方ではやらせていただいております｡

また議員の皆さん方からもご提案いただきましたブックスタートと言うふうなこと

も、母親と一つの本の関わりと言うことで子どもに対します三つ子の魂はと言うこ

とでさせていただいておりますし、社協では結婚相談までしている訳であります｡

農協さんの方でもやって頂いておりますので、また合い合わせてうまくカップルが

いくつもできればなあとこんなふうに思っております｡ 
また、先程言いましたように晩婚率も上がってきていますで出生率も少ないと言

うことも一つの理屈になってまいります。またもう１点は、離婚率も高いですね、

と言うことでこれはどうしたらいいかと言うことで、両方が我慢ができなくなって

きているのか、社会が悪いのか行政がないのか分かりませんけれども、まあどう言

うことですか、いつまでも愛情がなければいけないでしょうけれども、そんなこと

毎日意識して生きている人あまり無いでしょうけれども、どうしても離婚が増えて

くることは、やはり出生率にとっては不利でありますし、その家庭に対してもあま

りいい事ではないなあと､第２の人生、第３の人生と言うような考え方で割切れば

またそれが一つの生き方かも知れませんが、どうあれ子どもを産むにはその間だけ
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は都合の悪いことになってまいります｡そう言うことの中で合い合わせて人口増を

図ってまいりますが、ただ平成14年と15年を比べてまいりますと、辰野町の就労
者でいきますと、現在平成15年が3,554名と言うことで、これが14年から15年にか
けて約9.8％増になってきています｡辰野町で就労している皆さん、これは昼間人口
がそれだけ上っていると見なしていいと思います｡しかし、それがそっくり9.8とで
てこないのは、学校だとか昼間人口と言うことそちらの方、学校へ子どもさんたち

が移動しているとか、入ってくるとかいろいろありますが、流出入を差し引かなけ

ればなりません。また辰野町から他へ働きに行っている人もあるわけであります。

しかし、辰野の就労者だけ見ると9.8％上がっておりますので、まずは昼間人口ア
プに施策を合わせていく、同時にまたなしくずしに段々辰野に、夜間人口という言

い方があるかどうか知れませんが､辰野の人口増に、辰野に住んでもらうような施

策も立っていかければならないと、こんなふうに思います｡ 
ちょっと若干隣の町と比べて、辰野町はアパート民間アパートのようなそう言っ

たものが少ないのかなと言う気もしないではありません｡同時にまた隣の町と比べ

た場合に土地がまだ少し高いのかな、まあ狭いと言うこともあります｡谷の始まり

ですから。また谷間も持っていますし、Ｙの字になっておりますし、同時にその真

中を非常にいい事でありますが、ＪＲの線路が分断をしております｡また同時にそ

のYの字がともに同じように大きな川が左右を分断している｡このような地形の中
でありますから、しかしやってできないことないので、じゃ行政で町営住宅、県営

住宅だいぶ造ってまいりました、湯舟でき上がってまいりましたが、しかし町営で

造ったりしてもいいですが、これからも、建替えも予算と見ながら進めていかなけ

ればならない時点にはきておりますけれども、しかし行政で今の法律で建てますと、

所得制限とかいろいろなことがありまして、誰でも入れる、人口増やすため入れる

と言うわけにいかないものですから、やはりその人口を増やすためには、民間アパ

ートなども是非ひとつ建立できるように、頑張ってほしいと思いますし、それには、

農地調整区域べったりでは、なかなか難しいところであります｡同時にまた何かや

ろうと思うと町中250何箇所と言うような埋蔵文化の指定地域になっておりまして、
全部これ引っかかってしまう。これで町が増やせ発展しろと言うことはだいたい不

可能なことですし、しかし不可能では我々の子孫に対して申し訳ないので、少しで

もそれを撤回しながら、また少しは諦めてもこつちの方をやると言うようなことで

もって、粘り強くこの方の解除に向けたり、そしてまた埋蔵文化等を早めに行った

りし、何とかすると言うようなことで住宅地の開拓｡同時にまた工業の誘致、こん

なことも働きかけていかないと総合的にやらないと、さあ住んで下さいどうぞ、ま

あ下水道もだいぶでき上がってきましたから、ある一定の水準以上には辰野はなっ

てきていると思います｡しかし、日本中今行われていますので、それは大差にはな

らないかも知れませんが、しかし進んでいない所もあるわけですのでそんなことも

一つの利点。後は、交通の要衝、地の利この辺をどんどん生かして、そして単価も

少し下げ、下げろと強引に下げるわけにいきません、これ自給のバランスで経済的

に決まりますので、まあしかし少し下がっていただいたほうが住民の皆さんも来や
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すいかな。岡谷もいっぱい溢れていますので、こちらに流入と言うことも、辰野を

飛び越えて箕輪にいっちゃったですね当時、まあ土地が狭かった土地が高かった、

こんな事も理由の一つかもしれません。また暮らすに良い環境作りと言うこともと

ても大事でありますので、環境の方もだいぶ皆さん方のお力で良くなってきている

はずでございますし、またほたるを愛好する水環境のバロメーターも謳い出しの辰

野でもありますし、日本の中心だ、いろんなことも言いながら是非人口増にお互い

になるように努力をしたいと思いますし、町も更にまたここに新しい政策なども考

えている最中でありますので、果敢に対応していきたいとこんなふうに思うところ

であります｡ 
人口減に対しましては、何れにしましても自然減、亡くなる方と生まれる方自然

減、もう一つは社会減と言うのがありまして、会社がなくなっちゃったから皆他に

いっちゃたとかですね、東京あたりから来てここに住み着いて、会社をやってくれ

る人がその企業がなくなってしまえば、皆元に戻っていっちゃうと言うようなこと

もあります｡ですから両方合い合わせて政策を立っていかないと、これはなかなか

立ち行かない問題だとこんなふうにも思っているところであります｡ 
次は、クラインガルテン等を中心とした農業問題でありますし、中山間の直接支

払これが今年で終るところでありましたが、これはお陰様で、これは国のお陰様で

ありますが、もう5年間延長になってまいりました｡と言うことで直接支払いをま
た町も果敢に導入をしたいと､こんなふうなことで今営農センターを中心に、営農

組合の皆さん方に働きかけて、そしてこの制度をうまく、比較的有利だと私見てい

ますのでご利用いただいて、町の農業の活性、同時にまた遊休荒廃地がたくさんで

きないように、また考えていかないと一旦荒廃しますとなかなかそれ復旧と言うの

が大変でありますし、議員ご指摘のとおり日本の人口はどんどんピークを越えて総

体が下がってきております｡しかし世界の人口は2,025年に向けて、今65～6億位に
なってきておりますが、しかし80億に向けて増えているところですから、必ず食
糧危機というものが世界グローバルに捉えた時には起こりうると見ていますから、

何の理屈や何の力やまた何の軍力だ、戦争ではなくて、その国で食料が自給できな

い限りはもう国力無いと同じ時代が近時下到来するだろうとこう見ていますので、

農業も大事に見守りぬいて、今は苦しくても採算取れなくても兼業、副業農家で結

構でありますので農地を守り続けて欲しいとこんなふうに願ってやみません｡そう

言った意味で辰野町も今の農業を進めているのが、都市近郊型農業と言うことに立

脚いたしました。進めているところでありますから、当然今議員のご指摘のように、

グリーンツーリズムあるいは体験農業、川島地区で前にそばですね、そば園のオー

ナー制を引いて農家の方にご協力いただいてやったこともあります｡現在まだずう

っと続いているのがりんごオーナー園とか、こんなことも一つのグリーンツーリズ

ムの一環である。グリーンツーリズムと言いますのは、観光全体に捉えてみた時に

点と線でどんどん渡っていく珍しい所を見ていくと言う観光もあるでしょうが、グ

リーンツーリズムの定義と言いますか、そんなふうなことが増えてきていると言う

ことは、留まる観光、そこで体験する観光と言うことであります｡したがってやは



 - 95 - 

り人間のもっと基本であります、やはり土に親しむ物を育てる、野菜嫌いの子にど

こかに出ていましたですね、実際に育てさせたと。野菜を農作物を、そしたらその

愛着から段々その野菜が好きになったと言う話がありますし、この間も話しが出て

おりましたけれど、都会の皆さんは頭で分かっても絶対分からないんですね農地が

無い以上は、と言うようなことで、我々とて実際に農地に実際にやっている方の極

意と言うものが、やっていない人は分からないはずであります。とても大事なこと

でありまので是非遊休になりそうな所がありましたら今の議員提案でありますので、

クラインガルテンと言うような小さい農園と言うんですかね、ドイツ語だそうだそ

うでありますが、クラインガルテン現在「かやぶきの館」の上に13棟持った訳で
すが、なかなかそれも建てると言う予算的な問題がありまして、あれは農業構造改

善事業導入の中でやらせていただいたわけでありますが、たくさんのものもっとぐ

ーっと絞って13棟に押さたと言うのが正直な話はなしであります｡そう言った建物
だけでなくても、農園を開放するまあ空き家があればありがたいんですが、そう言

った所を借りていただくいろいろの中で都市交流、都市間交流、またグリーンツー

リズムの根底に立って、大事な農業理解、同時に愛着、同時にまた作ったものはお

持ち帰りしていい訳でありますので、その苦労なども味わっていただくことも大事

かと思いますので、そのような施策を進めさせていただきたいと思います。  
農林課長と書いてありますが、消してありますけれども大事なことでありますの

で、もし必要あれば、農林課長の方からお答えを申し上げたいと思います｡ 
あと教育長、農林課長の方からお答えを申し上げます｡ 

○教 育 長  
   それでは、北條議員の最初の質問について、この4項目にそってお答えいたした

いと思います｡まず町の来年度の教育費の重点についてですが、額の大小と言うよ

りも施策の重点と言うことで、観点で述べさせていただきたいと思いますが、まあ

ご承知のとおり大変厳しい財政状況の下ですけれども、次の３点は、ほんと大事に

して施策としました｡一つは、活き活きとした心豊かな子どもを育てると言う議員

のおっしゃる四つ目の観点を大事にして、不登校の子を少しでも減らしていく、及

び学校内で意欲を欠けがちへの子の対応。この対策としてですねえ、教育相談体制

への充実と昼間教室の充実であります｡ 
   これについては、県費のスクールカウンセラーも来年度配置されますけれども、

町費のスクールカウンセラー、それから町費の教育相談員も配置して、専門性と大

衆性と言いますか、幅広いニーズに対応しております｡それから二つ目は、最近あ

のAD、HDとか、その他軽度発達障害の子が大変増えており、それから普通学級に
やや重度障害の子も入ってきております｡こう言うことはどこの市町村も大変な問

題でありまして、それに対応しまして、町としては、就学指導委員会の大改革をし

ております｡そして、就学相談員を設置しまして、就学相談体制を充実させており

ます。で、それと同時にまあおそらくこの町始まって以来だと思いますが、町費に

よる障害児介助員を配置しました。  
   それから、三つ目は学力向上に向けて、町内で言いますと30人規模学級を二ク
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ラスそれから学修習慣形成加配、これはTTですがこれを一クラス、それから少人
数学修集団、これは小学校では4クラス、中学では来年度では全クラス、１年から
３年まで全部そう言う対応しております。小学校は国語と算数ですが、中学は数学

と英語になるわけですが、たまたま今回ご承知のように、４年生まで県費補助が実

現できましたので、来年度に限っては、町費補助は今のところない、この30人規
模に限ってですけれども、そんなことで後ちょっと割愛をさせていただきます｡ 

   次に学習指導要領の見直しと特色ある学校づくりや総合学修について、それから

活き活きした心豊かな子どもを育てるゆとり教育については、みんなつながってま

すので、一括して答弁させていただきます。  
   今回の学修指導要領の見直しについて、メディアは総合学修実施＝学力低下と、

こう言う図式がどうもかなり展開されております｡そうふうに思っている国民がか

なりいるわけでですが、この総合学習と言うのは、ご承知のように過去に社会的な

深刻な問題が起きたことに端を発して、どうしても生きる力を育てなければいけな

いということで始まった訳ですが、この3、4年見ても本当にこれが全国それから
県下ですね、きちんと実施されているかと言うと、必ずしもそうではないようであ

ります｡あまりちゃんと実施していない所、それから教科学習に使ってしまった所

なんかをかなり聞いております｡しかし、町内で一番総合学習熱心にやっている小

学校の学力をちょっと極秘に調べた訳ですけれど、実はその学校が学力テストの点

数が一番平均点が高かったわけです｡こう言うことから言っても総合学習＝学力低

下と言うのはちょっと短絡的かなと、もっと違う要素で学力低下が起きているなと

言うふうに思っているので、そんな点今後は検討したいと思っております｡それで、

目まぐるしく変わる教育政策への対応なんですが、町としては、国の方針に安易に

追随しないで、むしろ総合学習をもっと充実させるべきだと、時間数の問題につい

ては、検討しても言いと思いますけれども、そして矢継早の改革を教育委員会がま

ともにそのまんま各現場に出していくとほんとにたくさんあります｡これ真面目に

やったら本当に学校の先生たちつぶれちまうな、と言うことを私非常に危機感持っ

ております｡そんなことで例えば、評価方法もうんと変わりましたね、相対評価か

ら絶対評価に変わったですが、これ一つとっても、ものすごい負担、時間が必要な

んですね、この評価をするのに。したがって各学校には、できる範囲でやって欲し

いと無理するなと言うことをできるだけ指示しております｡最後に独自の政策とし

ては、さっきも言いましたけれども、全体的に言いますと特色ある学校づくり、こ

れは是非継続していきたいし、それから学力と言うのは生きる力の育成も含めたも

のでないといけないと思いますので、そう言う意味での学力向上。それから三つ目

に地域に開かれた学校づくり、これは来年度教育委員会で学校支援ボランティアを

全面的に立ち上げます｡そんなことで、これは今行財政改革進めている協働のまち

づくりの教育版と言う形で、是非これを展開してほんとに矢ヶ崎議員のおっしゃっ

たように、地域が学校を応援していくと言う体制を更に進めていきたいと思ってい

ます｡以上です｡ 
 ○農林課長  
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   北條議員さんにお答えいたします｡中山間地域等直接支払事業でございますが、

5年間の延長になりまして、交付金の単価については、多少の格差を付けると言う
ことがあります｡生産性の向上とか担い手の育成と言うことに取り組む場合につい

ては加算をして、今まで５年間やってきた現状維持のような活動に対しては、単価

は若干下がると言うような状況であります｡そして交付要件の緩和が一部ありまし

て、これは1ha以上が要件でありますけれども、今まで道路とか水路、谷等で分散
されていた農地につきましても、今回1haの要件をクリアしていけば、その地域も
加わると言うようなことが出ております｡このことにつきましては、2月28日に辰
野町の直接支払い連絡会の研修会におきまして、本年度の制度の改正等の説明をし

てきていると言うようなことであります｡また、滞在型市民農園「クラインガルテ

ン」のことでございますが、先程町長の答弁にありますように、滞在型市民農園と

言うこれにつきましては、辰野町13棟ありますけれども、非常に経費のかかるこ
とでありますし、これも補助金を頂いてしなければいけないような事業であります｡

たまたまですね今議員さんのご指摘にありましたように、市民農園の特区と言う形

の中でそれがどうなったかと言うことで新聞報道されました｡都市と農村の交流を

促進するため、構造改革特区で認めている地方自治体と農協以外の市民農園の開設

を全国的に展開して、農家や企業民間非営利団体（NPO）ですね、なども運営で
きるように特定の農地貸付法を改正すると言うことになってきましたので、これに

よりまして辰野町の遊休農地の有効活用については、できれば農機具置き場とか、

あるいは休憩小屋程度を配置しまして市民農園の開設をしていきたいと思っていま

す。  
   これにつきましても、協働の町ではありませんが、これも建物についてもその借

りる人が建設をすると言うか、建てると言うふうなことで、これもそれをしながら

農にかかわっていただくということで、展開したらどうかなと言うふうに思ってお

ります｡以上です｡ 
○ 北條議員  
   いずれにしましても、先生方が安心して町の子どもたちのために打ち込めると、

このことが一番かとそう言うことを思います｡昔は教育は百年の体系なんていいま

したが、今はスピードの世の中で、10年の中系くらいでしょうかね、お話をお聞
きして安心したわけでございます｡なお、卒業式も近づいてまいりました、卒業生

に素晴らしい先生方、それから素晴らしい学校、素晴らしい郷土辰野を印象付けて

卒業させていただきたいなと思います｡それから児童数の減、これは、子どもを産

める若い人たちがいない、いても結婚しない、若者が出て行けばもう帰って来ない、

転入もない。また、子どもが子どもの中で育つと言うが、近所に子どもがいなけれ

ば何か私はよそへ行きますと、子どものいる所へは来るけれど、いない所には子ど

もは教育できないから駄目だと言うようなことで、他所へ行く人もいると言うよう

なことも聞いたことがあります｡ 
消防も学校も商店も税収も人がいなければ駄目でございます｡やはり、一大居住

拠点都市構想、この町づくりは、人口増からと言うことだと思います｡具体的に一
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つでもいいです、結婚した人達には税金をこれだけ安くするぞと、あるいは、住居

こう言うものを作ってお渡しするから是非来てくれとか、何かそう言ったようなこ

とが一つでもいいから前進するようにご配慮いただきたいなと思うわけでございま

す｡ 
 それから、農業振興の方の関係でございますが、台風23号等の町当局の農地復
旧対応も評価されております｡非常に大事なことで、農業振興是非よろしく一つお

願いしたい。以上でございます｡ 
○ 議 長  
   以上で一般質問は全部終了いたしました｡本日の会議はこれにて散会と致します｡ 
   大変ご苦労さまでございました｡ 
    
    12時5分 散会  
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